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午前 ９時００分 開会

（出席議員 １４名）

──────────────────

◎開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（中澤良隆君） 御出席、誠に御苦労に存じ

ます。

ただいまの出席議員は１４名でございます。

少々蒸し暑いので会場を開けたまま、そして上着

を取っていただいて結構です。

これより、令和６年第３回上富良野町議会定例会

を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。

──────────────────

◎諸 般 の 報 告

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。

事務局長。

○事務局長（谷口裕二君） 御報告申し上げます。

本定例会は、９月６日に告示され、同日、議案等

の配付を行い、その内容につきましては、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。

監査委員から例月現金出納検査結果報告、教育長

から令和５年度上富良野町教育委員会点検・評価の

報告、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から

議員派遣結果報告がありました。

町長から本定例会までの主要な事項について、行

政報告の発言の申出があり、その資料として、行政

報告とともに、令和６年度建設工事発注状況を配付

しましたので、参考に願います。

また、議案第１０号教育委員会委員の任命につい

ては、明日１２日に配付の予定であります。

本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。

最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。

以上であります。

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。

──────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、

４番 米 澤 義 英 君

５番 金 子 益 三 君

を指名いたします。

──────────────────

◎日程第２ 議会運営委員長報告

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。

本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議・

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。

議会運営委員長、米澤義英君。

○議会運営委員長（米澤義英君） おはようござい

ます。ただいまから議会運営委員会に関する報告を

させていただきます。

令和６年第３回定例会の議事運営等について、審

議・決定した内容を御報告いたします。

本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

０件、報告案件１件、議長からの報告案件４件、議

員からの発議案件４件であります。去る７月１７

日、８月２２日及び９月４日に議会運営委員会を開

き、付議事件、会期及び議事日程等の審議並びに本

定例会までに受理しました７件の陳情、要望の取扱

いについて審議をいたしました。

２件の陳情、要望については、所管の常任委員会

で審議し、採択とし、意見書を発議することといた

しました。

また、町の一般行政についての質問について審議

いたしました。

８月２８日正午までの通告期限までに、林敬永議

員外１０名の議員から通告がありましたので、本定

例会の一般質問は、本日１１日、６人が質問を行う

こととし、明日１２日、５人が質問を行うこととい

たしました。また、質問の順序は、先例により、通

告書を受理した順となっており、質問の要旨は本日

配付のとおりであります。

なお、質問の方法等は、上富良野町議会会議規則

及び上富良野町議会運営に関する先例に基づいて行

うことになりますので、活発な議論をお願いいたし

ます。

これらの状況を考慮し、９月定例会の本会議の会

期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から９月１２日までの２日間と決定いたし

ました。

以上、議会運営委員会での結果を報告申し上げま

したが、本定例会の議事運営が円滑に行われますよ

う、よろしくお願い申し上げ、報告といたします。

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。

──────────────────

◎日程第３ 会期の決定について

○議長（中澤良隆君） 日程第３ 会期の決定につ
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いてを議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から９月１２日までの２

日間といたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。

よって、会期は、本日から９月１２日までの２日

間と決定しました。

──────────────────

◎日程第４ 行政報告

○議長（中澤良隆君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。

本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申出がありますので、発言を許しま

す。

町長、斉藤繁君。

○町長（斉藤 繁君） 議員各位におかれまして

は、公私共に何かと御多用のところ、第３回定例町

議会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。

それでは、６月定例町議会以降における町政執行

の概要について報告させていただきます。

初めに、基地対策関係についてでありますが、上

富良野町基地対策協議会による防衛施設周辺整備対

策に関する要望として、６月１７日に上富良野駐屯

地、７月８日に北海道防衛局及び北部方面総監部、

７月２９日から３０日に防衛省及び関係国会議員に

行ってきたところであります。

また、北海道基地対策協議会により、６月２７日

に在札要望を、７月４日に中央要望を、北海道駐屯

地等連絡協議会により、７月１８日に中央要望を各

関係機関に行ってきたところであります。

記念行事関係については、６月２３日に第２師団

及び旭川駐屯地開設記念行事、６月２９日に自衛隊

旭川地方本部創立祝賀会、６月３０日に第１特科団

総体及び北千歳駐屯地開庁記念行事、７月７日に北

海道補給所島松駐屯地創立記念行事に参加したとこ

ろであります。

次に、夏のイベント関係についてでありますが、

７月６日には、丸ごと上富良野ビアガーデンが中央

コミュニティ広場ふれあいテントで開催され、約５

００人が上富良野でしか飲めないプレミアムビール

を堪能し、相互の交流や地元の農産物に対する御理

解と愛着を深めていただく機会になったところであ

ります。

また、７月２１日にラベンダーフェスタ上富良野

２０２４を開催し、３６度を記録する酷暑日であり

ながら、約１万６,０００人の皆様に御来場いただ

きました。さらに、イベント前の７月１３日から２

０日までの期間は、ラベンダーのライトアップを実

施したところで、８日間で合わせて約３万８,００

０人の入り込みとなり、特にライトアップについて

はメディアでも多く取り上げられ、好評を得ており

ますことから、改めて本町が誇るラベンダー資源の

潜在的価値と地域経済への波及の可能性を認識した

ところであります。

本事業の開催に当たりましては、イベントの準

備、運営、出展等に御尽力いただきました関係者の

皆様に厚く御礼を申し上げます。また、８月１８日

には、商工会主催によります盆踊り大会が開催さ

れ、仮装盆踊り大会では、様々なキャラクターなど

に扮して会場をにぎやかして盛大に開催されたとこ

ろであります。

また８月２５日には、十勝岳山麓を舞台に、第８

回十勝岳ヒルクライムが開催され、道内外から参加

した約１３０名のサイクリストが日の出公園から道

道吹上上富良野線のコースを出走し、上富良野の美

しく壮大な自然の魅力に触れていただいたところで

あります。

次に、ジオパーク全国大会についてであります

が、８月３０日から９月１日に青森県むつ市で開催

された第１４回日本ジオパーク全国大会下北大会

に、ジオガイドメンバーやジオパーク推進協議会会

員とともに参加をしてきたところであります。特に

最終日の閉会セレモニーにおいては、来年度第１５

回全国大会開催地として、美瑛町長をはじめ今回参

加した方々全員とともに、全国大会参加者に向け挨

拶を行ってきたところであります。

今後におきましても、全国大会開催に向けた準備

はもとより、引き続き十勝岳ジオパークが、丘と火

山が織りなす彩りを基調としたさらなる魅力に築け

るような展開と、この地域が協力して火山と共生す

るまちづくりを進めるための活動やジオツーリズム

の推進に取り組んでまいります。

次に、三重県津市との交流事業についてでありま

すが、７月２１日開催のラベンダーフェスタ上富良

野２０２４において、津市農林水産物利用促進協議

会により生産者を含む６名の方が来町し、会場内に

出展をいただいたところであります。松坂牛やミカ

ンなど津市の特産品の販売が行われ、来場者の皆様

に好評をいただいたところであります。

また、７月２５日から社会教育総合センターにお

いて、津市を紹介する特別展示を行ったところであ

ります。

また、８月１３日に津市内で活動するバレーボー

ルチームが上富良野町を訪れ、町内のバレーボール

チームと友好交流試合を行ったところであります。
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今後におきましても、官民ともに人材交流をはじ

め、経済・スポーツ・文化など、様々な分野での交

流を深めてまいります。

次に、特定検診等の実施状況についてであります

が、新型コロナウイルス感染症対策に努めながら、

７月２日から１２日までの日程で実施し、特定検診

につきましては８０８人の方が受診されたところで

あります。また、この期間において、高齢者、若年

者、かみふっ子健診、国保外の被扶養者特定健診の

ほか、各種がん検診、肝炎ウイルス検診なども併せ

て実施し、延べ２,２８０人の方が受診され、結果

説明会や家庭訪問等において保健指導を行ったとこ

ろであります。

また、健診会場では、管理栄養士によるインボ

ディ測定を通して、サルコペニア重症化予防に向け

た相談を実施したところであります。今後も町民の

皆様が自らの健康について考え、健康的な生活を送

るための健康づくり事業の推進に努めてまいりま

す。

次に、農作物の生育状況についてでありますが、

５月下旬の低温及び日照不足、また７月中旬の高温

及び降水量不足により、畑作物の生育は停滞が懸念

されましたが、それ以降は降水量も回復し、全体を

通して生育は順調に推移しているところでありま

す。

既に収穫を終えている麦類につきましては、平年

並みの収量となっており、水稲につきましても、７

月以降の高温多少によって当時期も順調に進み、平

年並みの収量が見込まれているところであります。

その他主要作物の大豆、馬鈴薯、てん菜について

は、７月中旬の高温及び降水量不足の影響があった

ものの、生育は平年よりやや早めでおおむね順調に

進んでおり、平年並みの作柄を見込んでいるところ

であります。

いずれにいたしましても、本格的な収穫期を迎

え、農作業の安全確保に努めていただき、よりよい

出来秋となるよう期待をしているところでありま

す。

次に、極地的大雨に伴う農業の被害状況について

でありますが、８月３１日に発生しました極地的大

雨に伴い、農作物や農業用施設における被害が発生

しました。被害概要としましては、９月５日現在、

農地におきましては、約９８アールの被害を受けた

ところであり、水稲、玉ねぎなどの農作物の被害額

は約６８万円、また農業用施設におきましては、排

水施設の損壊など２か所の復旧に係る経費として約

３００万円の報告を受けたところであります。引き

続き被害状況の把握に努めるとともに、各関係機関

と連携し、被害を受けた農業者の皆様に対しまして

は、今後の営農に大きな支障が生じないよう、環境

保全事業等により必要な支援策を検討してまいりま

す。

次に、極地的大雨に伴う道路・河川等の被害状況

についてでありますが、８月３１日に発生いたしま

した１時間雨量５９ミリ、総雨量約８１.５ミリの

極地的大雨に伴い、町道への土砂流出や側溝埋塞、

一部河川における越水等の被害が発生しました。被

害概要といたしましては、９月５日現在、道路１０

１か所、河川３か所、排水路５か所の計１０９か所

が確認されており、被害額につきましては、現在調

査中であります。

次に、児童生徒の部活動等における活躍状況につ

いてでありますが、７月２６日から開催の令和６年

度全国高等学校総合体育大会、少林寺拳法競技大会

に富良野高校３年生の関口彩花さん、同じく２年生

の濱野結夏さん、佐々木俐乃さん、柳川結菜さんが

出場され、７月２８日から開催の令和６年度全国高

等学校総合体育大会陸上競技大会に、旭川志峯高校

３年生の小幡悠月さん、旭川龍谷高校２年生の堀珠

来さんが出場されました。

また、上富良野中学校吹奏楽部が８月３０日開催

の第６９回北海道吹奏楽コンクールにおいて金賞を

受賞、北海道代表に選出され、１０月１２日開催の

第２４回東日本学校吹奏楽大会に出場されます。こ

のほかにも全道大会等に児童生徒が出場されている

ところであり、今後におきましても本町の子供たち

が各方面で活躍していただくことを期待するもので

あります。

最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、６月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、９月１０日現在、件数で２７件、事業費総

額で３億６,１８１万２,０００円となっており、本

年度累計で５１件、事業費総額で８億５３６万５,

０００円となっております。なお、お手元に令和６

年度建設工事発注状況を配付しておりますので、後

ほど御高覧いただきたく存じます。

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、行政報告を

終わります。

──────────────────

◎日程第５ 報告第１号

○議長（中澤良隆君） 日程第５ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。

代表監査委員、中田繁利君。

○代表監査委員（中田繁利君） 例月現金出納検査

の結果について御報告いたします。概要のみ申し上

げますので、御了承を賜りたいと思います。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執
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行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。

令和５年度会計の５月分及び令和６年度会計の５

月分から７月分について、検査の概要及び結果を一

括して御報告いたします。

例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

た。

なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。

また、税の収納状況につきましては、１８ページ

に添付していますので、参考にしていただきたいと

思います。

以上で、例月現金出納検査の結果報告といたしま

す。

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第１号例月現金出納検査結果報告につ

いてを終わります。

──────────────────

◎日程第６ 報告第２号

○議長（中澤良隆君） 日程第６ 報告第２号議員

派遣結果報告について報告を求めます。

議会運営委員長、米澤義英君。

○議会運営委員長（米澤義英君） 議員派遣結果報

告を行います。

令和６年第２回定例会において議決された議員派

遣について、令和６年７月２日、３日に実施しまし

たので、報告書の朗読をもって報告いたします。

議員派遣結果報告書。

令和６年第２回上富良野町議会定例会において議

決された議員派遣について、次のとおり実施したの

で、報告いたします。

令和６年９月４日。

上富良野町議会議長、中澤良隆様。議会運営員会

委員長、米澤義英。

記。

件名、北海道町村議会議長会主催の議会研修会及

び先進地調査。

１、調査及び研修の経過。令和６年７月２日、北

海道町村議長会主催の北海道町村議会議員研修会に

１４名の議員が参加し、３日には安平に所在する南

早来変電所内大型蓄電池設備を視察、調査を行いま

した。

調査及び結果について、概要についてお知らせい

たします。あらかじめ御高読いただいたものと思い

ますので、概要についてのみお知らせいたします。

１番目の議員研修会であります。札幌市のコンベ

ンションセンターで行われました。１番目の講演

は、気象予報士の森朗氏により、最近の温暖化とい

う状況の中で、北海道も農畜産物や自然災害が増え

るという状況の中で、一層二酸化炭素の抑制の取組

が必要だという報告がありました。

二つ目の講演内容でありますが、元衆議院議長大

島理森氏による、人口減少と地方自治体の在り方と

いう報告がありました。その中で、人口減少など近

年の社会変化や国際情勢の中における日本の地方自

治の在り方という形の中で、複雑化する中で、地域

連携や公益連携が必要だという報告がされましたの

で、参考になりました。

２番目として、先進地調査、北海道電力ネット

ワーク（株）大型蓄電池施設を視察してきました。

概要は既に御高覧だと思いますので、２ページ目の

まとめのみを報告させていただきます。

本施設の視察により、地球温暖化対策上エネル

ギー政策を推進する上での蓄電池の重要性が言われ

る背景など、エネルギーをめぐる現状を把握し、北

海道全体の電力調整に大きな役割を果たしているこ

となどを見物しました。北海道は再生可能エネル

ギーの先進地であり、さらに拡充が期待される中で

の蓄電池技術の実施に触れられたことは、大変有意

義でありました。今後においても、国の動向に着目

しながら、地域におけるエネルギー政策の関わりに

ついて、一層研鑽していきたいと考えております。

以上、報告とさせていただきます。

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第２号議員派遣結果報告についてを終

わります。

──────────────────

◎日程第７ 報告第３号

○議長（中澤良隆君） 日程第７ 報告第３号議員

派遣結果報告について報告を求めます。

議会広報特別委員長、佐藤大輔君。

○広報特別委員長（佐藤大輔君） 令和６年第２回

定例町議会において議決された議員派遣について、

令和６年８月２０日に実施したので、報告書の朗読

をもって報告いたします。

報告第３号議員派遣結果報告について。

議員派遣結果について、別紙のとおり報告があっ

たので提出する。

令和６年９月１１日提出。

上富良野町議会議長、中澤良隆。
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次のページをお開きください。

議員派遣結果報告書。

令和６年第２回定例町議会において議決された議

員派遣について、次のとおり実施したので、その結

果を報告する。

令和６年９月５日。

上富良野町議会議長、中澤良隆様。議会広報特別

委員会委員長、佐藤大輔。

記。

件名、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修

会。

１、調査及び研修の経過。

議会広報特別委員会は、議会の活動をより分かり

すく町民に知らせるための広報紙発行に関する調

査・研究のため、令和６年８月２０日、北海道町村

議会議長会主催の議会広報研修会に参加した。

２、調査の経過。

（１）議会広報研修会。

講師、一般社団法人自治体広報広聴研究所、代表

理事、金井茂樹氏。演題、読者に読まれる議会報の

企画と編集。

住民に読まれる広報、議会の内容が伝わる広報づ

くりのために、①議会の広報公聴活動、②議会報の

課題、③議会報の何を変えるのか、④メディアの役

割と戦略的広報などの項目において研修を受けた。

記事の選別や情報のボリューム、企画記事の掲載

など、読みやすさ、理解を目指す上で、記事の内容

が大切であることはもちろん、認知・関心を目的と

した場合には、レイアウトは見た目などを重視した

編集に力を入れていくことも重要であると指摘が

あった。また、議会報クリニックでは、道内６自治

体の議会報を例に上げ、よくできている点や修正す

べき点を分かりやすく示していただき、読者を意識

した編集等、コンセプトに基づいた編集の重要性を

学んだ。

（２）まとめ。

まずは住民に読んでもらえるよう、分かりやすく

読みやすい紙面づくりのために、見出しの工夫や表

現方法など、さらに手を加えていく必要があると感

じた。今研修で得た知識や他の自治体の紙面から学

んだポイントなどを今後の企画・編集に生かし、引

き続き住民に議会活動を分かりやすく伝えることを

意識しながら、情報提供、透明性の確保、住民参加

の促進といった広報紙の役割を充分に果たせるよう

努めていきたい。

以上、議員派遣の報告といたします。

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 質疑がなければ、これを

もって報告第３号議員派遣結果報告についてを終わ

ります。

──────────────────

◎日程第８ 報告第４号

○議長（中澤良隆君） 日程第８ 報告第４号令和

５年度上富良野町教育委員会点検・評価の報告につ

いての報告を求めます。

教育振興課長。

○教育振興課長（高松 徹君） ただいま上程いた

だきました報告第４号令和５年度上富良野町教育委

員会点検・評価の報告についての説明を申し上げま

す。

本報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２６条の規定に基づき、教育委員会は毎年

その権限に属する事務の点検及び評価を行い、報告

書を作成の上、議会に提出し、町民に公表するもの

であります。

この点検・評価の作成に当たりましては、教育に

関し、学識経験を有する教育行政評価委員４名の御

意見をお聞きし、報告書にまとめております。

点検・評価報告書の表紙をめくり、１ページを御

覧ください。

点検・評価の概要として、目的及び内容、議会及

び報告書の公表、評価の手法について記載してあり

ます。

３ページをお開きください。

教育委員会活動の点検・評価としまして、教育委

員会会議に関すること。

９ページに、学校訪問、研修会、各種行事等に関

すること。

１１ページに、総合教育会議に関することを記載

しております。

１２ページをお開きください。

学校教育関係を一覧で記載しております。新規事

業として、学校教育項目の社会化複読本「かみふら

の」改定、及び児童生徒項目の教育支援センター事

業を追加した１０項目、１８の細項目について、１

３ページから３０ページにわたり、各事業を評価し

た内容を記載しています。

３１ページをお開きください。

社会教育関係を一覧で記載しております。１０項

目、２４の細項目について、３２ページから５５

ページにわたり各事業を評価した内容を記載してお

ります。

戻っていただきまして、２ページをお開きくださ

い。

令和５年度の評価対象であります４２の事業につ

いて評価を行った結果を記載しております。第３表
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の総合評価において、４２の事業中、Ａランク評価

が２２件、Ｂランク評価が２０件となり、Ｃ及びＤ

の評価はありませんでした。

５６ページをお開きください。

教育行政評価委員会の開催経過と、その意見を掲

載していおります。

なお、６０ページ以降つきましては、参考資料を

掲載しております。

以上で報告第４号令和５年度上富良野町教育委員

会点検・評価報告についての説明といたします。

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第４号令和５年度上富良野町教育委員

会点検・評価の報告についてを終わります。

──────────────────

◎日程第９ 報告第５号

○議長（中澤良隆君） 日程第９ 報告第５号令和

６年度(令和５年度決算)健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について、報告を求めます。

総務課長。

○総務課長（上村正人君） ただいま上程いただき

ました報告第５号令和６年度（令和５年度決算）健

全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項の規定に基づき、監査委員の

意見をつけて御報告申し上げます。

令和５年度決算における実質赤字比率及び連結実

質赤字比率については、赤字は生じておりません。

実質公債費比率は９.２％、将来負担比率は３７.６

％となっております。

次に、公営事業ごとの資金不足比率は、簡易水道

事業、公共下水道事業、水道事業及び病院事業のい

ずれも資金不足は生じておりません。

各比率は、いずれも早期健全化基準を下回ってお

り、健全段階に位置づけられているところでありま

す。

以上で、報告第５号令和６年度（令和５年度決

算）健全化判断比率及び資金不足比率の報告といた

します。

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これを

もって、報告第５号令和６年度（令和５年度決算）

健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを

終わります。

──────────────────

◎日程第１０ 町の一般行政について質問

○議長（中澤良隆君） 日程第１０ 町の一般行政

について質問を行います。

質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。

初めに、６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） それでは、私、さきに通告

しております２項目について御質問させていただき

ます。

まず、１項目めでございます。子育て支援のため

の給食費の無償化について質問させていただきま

す。

文部科学省が昨年の９月１日時点を調査日とした

小中学校の給食費無償化の実態調査結果が発表され

ました。これによりますと、公立小中学校などの給

食費について、全国の自治体の３割が２０２３年度

時点で無償化しており、２０２７年度に約４％だっ

た時点より大幅に増えている結果になりました。全

体的に無償化する自治体が増加傾向にあるとの調査

結果でございます。また、無償化している目的を複

数回答で聞いたところ、保護者の負担軽減や子育て

支援、少子化対策とした自治体が多かったとなって

いるところであります。

さらに、認定こども園、保育所等の利用において

も給食費等は実費負担となっており、子育て支援と

してその無償化が求められているものと考えていま

す。

町長は、これまでの間、「給食費の無償化につい

てはさらなる財政負担が生じることから、国等の動

向を注視しながら、関係自治体等々と連携しながら

取り進めていく」と答弁されていました。長引く物

価高により経済的不安になっている私たちの生活の

中で、保護者の経済的負担の軽減と子育て世代を支

援するためにも、今、給食費の無償化を実施すべき

時期に入っていると私は考えます。町長の考えを伺

います。

２項目めであります。観光振興対策についてお伺

いいたします。

本年７月２４日開催の臨時議会において提案され

ました、かみふらの十勝岳観光協会への委託費、項

目的には特別体験によるインバウンド消費拡大・質

向上推進事業についてお伺いいたします。

この事業は、国において「地方における観光資源

を早朝夜間や未公開・非混雑エリア等の従前な活用

と組み合わせ、これまでにないインバウンド需要を

創出するため、地方への波及効果等について調査・

検証する」とあり、私自身、町の観光振興になるな

らばと賛成いたしました。

しかしながら、事業決定においては、事業費が
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４,５００万円と高額なことと、事業期間が来年２

月までと短いものであるにもかかわらず、自らが定

めた政策調整会議に諮ることも、課長会議に諮るこ

ともなく、一般財源が伴わない事業であるからと、

その事業決定は起案にて決裁処理したとの説明が副

町長からなされたことは、今後の町政運営に不安が

募るばかりであります。

そこで事業実施を決定した町長に、次の４点につ

いてお伺いいたします。

まず１点目、事業を実施することにより、町内へ

のメリットはどのようなものがあり、その効果を金

額に想定するとどのように捉えているのかお伺いい

たします。

２点目、事業内容においては、サンピラー現象の

コンテンツ化とありましたが、当町内においてサン

ピラーが出現する場所がどこであるのか、またそれ

はどのような調査に基づいて設定されたのかお伺い

いたします。

３点目、臨時議会後から現在までの進捗状況がど

のようになっているのか、また今年度の今後の予定

についてどのように進められているのかお伺いいた

します。

４点目、令和７年度以降において、本事業はどの

ような形で町の観光振興に寄与されるのかお伺いい

たします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の２項目の御質

問にお答えしたいと思います。

まず、１項目めの子育て支援のための給食費の無

償化についての御質問にお答えしたいと思います。

令和元年１０月から保育料が一部無償化となり、

子育て世帯の負担が軽減されたところであり、国の

副食費免除は２号認定のいる町民税合算額５万７,

７００円までの世帯と第３子以降となっておりま

す。加えて町独自の施策として、町民税合算額７万

７,１００円までの世帯に免除を行っているほか、

主食費の実費分についても令和２年４月から、認定

こども園へ通う３歳から５歳の子供のいる世帯のう

ち、町民税所得割額非課税世帯を対象に助成してい

るところでありますが、一部の実費については御負

担をいただいているところであります。

保護者の負担軽減や子育て支援、少子化対策に対

する必要な支援策については、現在策定中の子ども

計画の中で、関係機関等の意見をいただきながら検

討してまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。

なお、学校給食費については、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２１条第１１項におい

て、教育委員会の職務権限とされておりますので、

教育委員会において検討されるものと考えておりま

す。

次に、２項目めの観光振興対策についての４点の

御質問にお答えいたします。

まず１点目の事業実施に伴う町内へのメリットに

ついてでありますが、本事業は、町内観光施策上の

大きな課題の一つであります、閑散期の観光入り込

みの増加という点に対し、夏季のラベンダーのよう

な集客力を持つ冬季の観光コンテンツ不足を補うこ

とを目指し、観光素材として未活用または未知の、

潜在的な地域の魅力を将来的に観光商品として利用

できるかどうか、あるいは商品価値、持続性などに

ついて調査、検証するものであります。

特に冬季にあってはサンピラーなどの自然現象や

スノーシューなどの体験型の活動に関しては、大き

な魅力があることは認識できているものの、それを

観光コンテンツとしての確立するまでに至っておら

ず、これを本事業において開発、条件整備、旅行商

品としての販売、事後調査までを行うことで、冬季

の観光コンテンツとして確立することができたな

ら、町にとって貴重な財産となり得ることを期待し

ています。

また、本事業を通じて中長期的な経済効果測定を

行い、今後の観光戦略に生かしていく予定です。

次に２点目のサンピラー現象観測地点についてで

ありますが、一般的にサンピラーが観測できる条件

として①晴天であること、②氷点下１５度以下であ

ること、③風がないこと、④河川沿いなど湿度があ

ることなどの条件が挙げられています。町内では特

に西側の丘陵地で観測に適したポイントが複数あ

り、多くの写真愛好家が訪れています。

観測ポイントについては出現頻度、交通や地権者

などの諸条件を含め、既に多くの情報が寄せられて

おり、本事業によりさらに観測ポイントの調査、宿

泊施設からの移動、気象条件が合わず観測できな

かった場合の代替観光コンテンツの整備、立入りや

撮影に関する許可等、観光コンテンツとして確立す

るための条件整備を進める予定となっております。

次に３点目のこれまでの進捗と今後の予定であり

ますが、本事業は観光庁主管事業であり、観光庁か

ら委託を受けた民間事業者である事務局と町との委

託契約に基づいて実施されます。

補正予算議決後、速やかに当該事務局との契約締

結に向けた調整を進めてきており、いわゆる伴走型

事業として当該事務局や有識者からの助言をいただ

きながら委託契約作業を進めております。

今後、伴走型支援を受けながら、１０月末までに

ツアー開発を行い、１月下旬から２月上旬頃のツ

アー実施に向けて準備を進めていきます。
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次に４点目の令和７年度以降における観光振興へ

の寄与についてでありますが、本事業を通じて、サ

ンピラーなどの自然現象を組み込んだ冬季の観光コ

ンテンツ開発や閑散期向け情報発信基盤を整備する

ことで、宿泊業、飲食業、小売業など、閑散期の収

益が落ち込みやすい産業への経済効果と、交流人口

増加による町の活性化を目指しており、これらの取

組が持続可能な観光振興につながり、将来の上富良

野町の活性化に貢献することを期待してところであ

りますので、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。

６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） それでは、まず子育て支援

のための給食費の無償化についてお伺いいたします

が、当町の執行者はこういう一般質問に書面で返し

ていただけるので、本当に私ども議員としては、町

長が今発言した言葉を理解することができる、本当

によい条件の中で考えさせていただきました。

昨日、午後から頂きましたこの町長の考えの答弁

書をよく読ませていただいたのですが、質問の中に

も入れさせていただきましたけれども、町長がこれ

までの間のこと、財政負担が生じる云々という話が

ございましたが、今回の質問の前に、昨年の１２月

に２人の同僚議員が給食の無償化について一般質問

しております。私、今回そういうことも受けまして

質問した中で、最後に町長が言った言葉が、まず子

育て支援ですか、子育て支援のほうについては、現

在策定中の子ども計画の中で関係機関等の意見をい

ただきながら検討していくと。小中学校、公立の小

中学校の学校給食については、教育委員会において

検討されるものと考えておりますという御説明でし

た。

引っかかるのは、学校給食、教育委員会において

検討されるもの、１２月には一般質問のされた議員

には、共に検討すると答弁されているのですけれど

も、今回私の答弁については、検討されているもの

という、御自身の考えが出ていないというふうに私

自身は解釈をしました。この点について確認させて

いただきたいと思います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

給食費の無償化、学校も含めてそうですが、認定

こども園も含めて、財政的負担が生じることもあり

ますが、いろいろそれ以外にもプラスの面として、

子育て支援とか少子化対策には当然貢献するだろう

と。その一方財政支援が伴う。あともう一つ、国等

の動きも注視していかなければならないということ

は、前の答弁をさせていただきました。

それを踏まえて、給食費、認定こども園について

は町長部局でありますので、当然私も含めて考えて

いかなければならないと思っております。学校給食

につきましては、教育委員会が所管でありますの

で、私、概略的なバックグラウンドを今申し上げま

した財政的負担があることも反面プラスの面もあ

る、さらには国等の動向も勘案していかなければな

らないというバックグラウンドは、当然教育委員会

と共有しておりますが、具体的に教育委員会は独立

した行政機関でありますので、町長が指示を出すと

いうことは、それはないのかなと思っております。

ただ、総合会議で意見調整はしておりますが、具

体的な指示は出していないことから、教育委員会の

合議体の中で考えてもらっていると考えておりま

す。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） まずちょっと私と考え方が

違うなというか、教育行政のほうの権限というふう

に町長おっしゃられましたけれども、教育行政のほ

うというのは確かに学校設置者でございますけれど

も、その役割というのは、給食を提供するための施

設の整備とか設備の準備、運営に関するものという

ふうに私は解釈しております。よって、そういう学

校給食費の無償化については、まさに町長の権限事

項だというふうに考えておりますが、この点は考え

方は違うということでよろしいですか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

答弁にも書かさせていただきました、法律によっ

て学校給食は教育委員会の所管となっておりますの

で、所管は教育委員会と考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） 分かりました。ちょっと私

と考え方が違うということが再認識できましたの

で、そうした前段の中で、例えば今、町長の１回目

の答弁の中で、子ども計画の中で関係機関の意見を

いただくということでありますから、町長部局のほ

うからその関係する団体に給食費の無償化について

相談をするという考えはありますか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

この子育ての会議の中で関係団体とその話題にな

ることは間違いないかと。もしなければそういう話

題提供についても、今、林議員がおっしゃられた多

くの学校給食ですが、こちらのほうが無償化になっ
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ているという現状は説明しなければならないのかな

というふうに考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） ぜひ町長、聞かれなければ

ぜひ提案をして、相談ですか、提案ではないです

ね。町長の考えは御相談ですので、相談していただ

きたいと思います。

本当に今、昨今、物価高、賃金も上がらない、本

当に生活という厳しい中、国においては異次元の少

子化対策という言葉まで出ている取組であります。

ぜひ町長においてもそうしたことを踏まえた中で、

これからも学校給食、いわゆる子育て支援の中の給

食費の無償化について検討を進めていただきたいと

いうふうに思いますが、町長の考えを再度確認させ

ていただきます。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

議員おっしゃるとおり、私も繰り返しになります

が、この経済状況とか少子化の解決策としては、そ

のためにほかの自治体も取り組んでいるということ

は、これはそうだろうと私も考えております。同じ

認識だと思いますが、いろいろ財政的なことも含め

て、あと国の動向とも注視しながら考えていきたい

なというふうに思っております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） ぜひ町長、よろしくお願い

いたします。

次に観光振興対策について御質問させていただき

ますが、７月２４日の臨時議会で突然出てきたもの

でございました。私自身もどういう事業なのかよく

分からない中で、担当課長の御説明とか拝聴しなが

ら賛成をさせていただきました。

今回聞かせていただいておりますけれども、まず

１項目めですけれども、町内のメリットということ

で御質問をさせていただきました。１点目の答弁の

中で、まさにあの閑散期の観光客の入り込みの増加

というのは、本当に必要なものでありますので、そ

うしたものは十分に検討していただきたいのです

が、今回こうしたものについて、町内へのメリット

というふうに私伺っておりますけれども、その調

査、検証されるということであります。そのことに

ついて、町内についてどのように検証結果とか報告

なり、そういうものをされる考えがあるのかどう

か、町長のお考えを伺いしたいと思います。

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩します。

───────────────

午前１０時０１分 休憩

午前１０時０２分 再開

───────────────

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩を解いて会

議を再開いたします。

町長答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

今回の調査は、実証実験といいますか、主体が民

間の旅行代理店とかがツアーを組んで、このサンピ

ラー等々がどうなのかという、そういう実証実験を

するものでありますので、当然その結果について

は、ツアーを組んでやるわけですが、入り込み数が

どうだったか、何か問題点があったのかという報告

は、当然、実証実験の結果は受け取りますし、皆さ

んに御報告することもできると考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） 言葉尻を取りたくもないの

ですけれども、報告することができるということ、

報告する予定はなかったのでしょうか。４,５００

万円というお金は、公金です。公金の扱いだから、

それを公にすることというのは、結果を公にするこ

とはあっていいと思うのですけれども、公表するこ

とは、されるか、されないかだけお願いしたいと思

います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

当然、実証実験をするわけですから、結果は出ま

すので、報告はするのですけれども、どういう結果

になるか、何をやるか、ツアーについてもどういう

こと、詳細はこれからですので、詰めていかなけれ

ばなりませんので、外略的にはちょっと大ざっぱと

言いますか、報告は、情報は受けますので、それを

提供するということはできると考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） 分かりました。

次、２点目にいかせていただきます。サンピラー

現象の観測地点について御説明が、答弁がありまし

た。町内においては、特に西側の丘陵地で観測に適

したポイント数が複数あり、多くの写真愛好家の方

が訪れているということで、すみません、私、町内

であまり聞いたことがない、私自身のあれですけれ

ども、具体的に西側の丘陵地というのは、当町のこ

となのでしょうか、それとも美瑛町側のほうのこと

を言っているのか、ちょっと確認をさせていただき

たいと思います。
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○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

もちろん上富良野町の西側の丘陵地帯が多く見ら

れているというふうに、多くのカメラマンも訪れて

おりますので、それを実際に詳しく検証するという

ことです。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） ちょっと具体的な地域名ま

で出てはなかったのですけれども、いずれにしても

町内ということで確認をさせていただきました。

三つ目のこれまでの進捗状況であります。まだ伴

走型事業ということで、国の委託を受けた事務局や

有識者からの助言をいただきながら、委託契約の作

業を進めているということでありますけれども、具

体的に契約になっていないと、契約先の相手方も何

がどうあって動くことというのが難しいような気が

しますけれども、その点はどうなっているでしょう

か。

○議長（中澤良隆君） 商工観光課長、答弁。

○企画商工観光課長（宮下正美君） ６番林議員か

らありました、今回の事業の説明の中で町長から言

いました契約の相手先というところの部分だけ私の

ほうから説明させていただきますが、こちらにつき

ましては、国の事業ということで、先ほど説明もあ

りましたが、国から委託をされた補助事業を管理す

る業者、これがいわゆる民間の事務局と言われると

ころでございまして、まずここと町が委託契約を結

ぶということになります。通常の補助金でいきます

と、国に対する補助申請の代わりが今回でいきます

と、その事務局と町の委託契約という形になってい

ますので、今、そこの委託契約の締結に向けて事務

局のほうと調整をさせていただいているところでご

ざいます。

付け加えまして、今回の事業につきまして、いわ

ゆる伴走支援型ということで、そういう手続も含め

て国のいろいろな指導を受けながらやっております

ので、今、そちらのほうの契約を進めている時期で

すということで説明したいと思います。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） 分かりました。今、担当課

長の説明で分かりました。今、もう時代はどんどん

変わっていますから、私が行政マンだった頃の補助

金の取扱いとか、交付金の取扱いとは違う形だとい

うことが理解できました。もし、ぜひ相手方、観光

協会等々と契約について進めていただくことが一番

よろしいのかなというふうに思っております。

次に、４点目の最後の部分でありますけれども、

令和７年度以降における当町における観光振興への

寄与について御質問させていただきますが、冒頭お

話ししたとおり、閑散期のもの、情報発信基盤を整

備することというのは、本当に必要なことであると

思います。ぜひ今回出る検証の結果等について町民

に広く説明していただいて、町内における事業者、

宿泊業、飲食業、小売業の方たち、また町民みんな

がこの町の将来について貢献される事業であること

を望みたいと思います。

町長は先ほど来、行政が直接やるわけではないよ

うな感じでお話をしておりますけれども、いずれに

しても公金４,５００万円、一般財源が一切伴わな

いというお話でありましたけれども、こういうもの

については、執行方針に載せるなり何なり、年度に

おける計画をしっかり我々に説明をしていただきた

いと思います。この点について、町長の考えをお伺

いいたします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

閑散期の集客といいますか、交流人口増加に向け

てこれが一つの課題となっておりますので、今回の

実証実験、いろいろサンピラー等も含めて、サンピ

ラーを写真に撮る方は写真愛好家ではいるのです

が、それがツアーの商品に、コンテンツになるかど

うかというのが、それらも含めて、民地に入る場合

はその許可、または宿泊先からそのサンピラー見れ

るところまで移動手段はどうするのかとか、その辺

の問題を解決できれば、これは町内の宿泊業者の方

のみならず民間の旅行代理店等がツアーを組んでく

れると考えておりますので、そうすると上富良野町

に交流人口、観光客が滞在してくれると、そういう

ふうな経済効果を考えております。それの実証実験

であります。

大きく言えば観光振興ですので、具体的な事業が

当初の執行方針のときに、もちろん分かっていれば

執行方針に書くことも可能ですが、執行方針の大き

な観光振興の中の具体的なさらにこういう実証実験

の事業でありますので、特に執行方針に関した事業

ではございませんので、御理解を賜りたいと考えて

おります。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。

○６番（林 敬永君） 町長の考え、よく分かりま

した。ちょっと質問の中で私忘れてしまったのです

けれども、今回最後の四つ目の質問でもあったので

すけれども、どんな事業をするにおいても、いわゆ

るガイドがいないと案内ができない。町のほうでは
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人材、ガイド育成という形を取られてもお話しされ

ておりましたので、ぜひ幅広く町長が思っている観

光振興についてＰＲするよう考えていただきたいと

思います。最後この点だけ、もう一度町長の考えを

お伺いしたいと思います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお答

えしたいと思います。

例示の中でガイドというのはちょっと私は省略さ

せてもらいましたけれども、もちろんそういうガイ

ドも含めて、いろいろな条件整備が今どうなってい

るのか、それらの実験実験です。当然ガイド等も含

めていろいろな実証実験、その結果も出てくるのか

なというふうに考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、６番林

敬永君の一般質問を終了いたします。

ここで暫時休憩といたします。再開は１０時２５

分といたします。

───────────────

午前１０時１２分 休憩

午前１０時２５分 再開

───────────────

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩に引き続

き、会議を再開いたします。

次に、３番湯川千悦子君の発言を許します。

○３番（湯川千悦子君） 私は、さきに通告いたし

ました２項目３点について、町長に一般質問させて

いただきます。

１項目め、道の駅の構想についてお伺いいたしま

す。

昨年１２月の一般質問において、道の駅について

の質問をさせていただきました。

町長はこの間、様々な場所において上富良野町に

道の駅を造りたいとの思いをはせてきました。道の

駅は、今や観光の代名詞と言っても過言ではないほ

ど、観光振興の鍵として認識されています。旭川十

勝道路のルートが決まってからの着手との考えも聞

いておりますが、このたび、中富良野から上富良野

間もこれまでの要望活動が実を結び、計画段階評価

の路線へと格上げされましたが、ルートが確定し、

実際に開通するのは、数年の年月を費やすことが見

込まれます。また、インターチェンジの場所につい

ても様々な候補地があることから、開通を待ってか

らの道の駅を着手するのでは、上富良野町の観光振

興に影響があると考えるので、一日も早く我が町に

も道の駅を造ることが望まれます。

そこで伺うのは、１、各関係機関との道の駅構想

についての話合いはどこまで進んでいるのかお聞き

します。

２、道の駅を上富良野町内に造る場合、どのよう

な場所を考えているか。街なかに設置するのか、幹

線道路に面した郊外に設置するのか、現時点での町

長の見解を伺います。

３、道の駅の機能として２４時間トイレはもとよ

り、どのような施設として上富良野にふさわしい機

能を持たす考えがあるのか、また観光の目玉として

上富良野町の何を訴えていこうと思っているかを伺

います。

２項目め、泥流地帯映画化の今後の展開について

伺います。

現在、我が町が進めている泥流地帯映画化プロ

ジェクトが、様々な要因によって企画が進んでいな

い現状にあります。

映画制作は上富良野町のシンボルでもある十勝岳

と共存する住民にとって、開拓以来の歴史を持ち、

まさに上富良野そのものを理解していただくことで

もあります。

我が町２度の開拓を風化させず、映画化を進め

て、町民はもとより多くの方々に三浦綾子文学を広

く長く深めていくためにも、一日も早い公開が望ま

れています。

そこで伺いたいのは、現在に至るまでは制作費の

金銭的な課題もあり、現段階で進行していないこと

は、これまでの議会での説明等から十分理解してい

ます。しかし、そのことで映画制作が遅延している

ならば、そこの問題を解決するために、町としては

これまでの映画制作に対する支援の在り方の政策

で、現在までに御寄附をいただいた企業版ふるさと

納税の金額に加えて、新たに町が有する十勝岳と共

存するまちづくり応援基金から一部を支消し、一定

程度の映画制作に関わる資金を担保することで、映

画制作の加速が期待できると考えますが、町長の見

解を伺います。

以上でございます。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の２項目の御

質問にお答えいたします。

まず、１項目めの道の駅の構想についての３点の

御質問にお答えいたします。

旭川十勝道路の進捗状況につきましては、現在

ルート選定に向けて計画段階評価が進められてお

り、インターチェンジの場所についても未定である

ことから、道の駅についての具体的な協議をする段

階には至っておらず、今年度におきましては町民の

機運醸成に努めていくところであります。

まず１点目の各関係機関との協議についてであり

ますが、令和６年度の執行方針でも述べさせていた
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だいたとおり、今年度は道の駅に関する情報収集を

主に行っている状況にありますので、関係機関との

協議については、特に行っておりません。

次に２点目の道の駅の設置場所につきましては、

これまで一般質問等でもお答えさせていただいてい

るとおり、旭川十勝道路のルートやインターチェン

ジの状況等を踏まえて町民の皆さんと検討していく

べきと考えております。

次に３点目の道の駅の機能についてであります

が、これまで道の駅につきましては、道路利用者の

サービス提供の場、道の駅自体が目的地という状況

でありましたが、最近では地方創生や観光を加速す

る拠点として道の駅を設置する事例が増えてきてい

ることから、様々な機能について今後検討していき

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。

次に、２項目めの泥流地帯映画化の今後の展望に

ついての御質問にお答えいたします。

泥流地帯映画化プロジェクトは、上富良野町のシ

ンボルである十勝岳と共存する住民の歴史と、上富

良野そのものを理解していただく貴重な機会となる

ものであることは、議員と認識を一致しているとこ

ろであります。

また、本プロジェクトが平成２７年度にスタート

して以降、新型コロナ禍による映画を含む娯楽業界

全体の大きな停滞のみならず、邦画においてはアニ

メ作品が興行成績上位を占め、若年層には配信サー

ビスのシェアが増進し、特に実写邦画が苦戦を強い

られる現状などから、泥流地帯の映画化において制

作委員会等での主体の制作者を担っていただける企

業の選定は年々難しくなっていると認識しており、

プロジェクトが進まない現状を重く受け止めており

ます。

そういった状況から、町が制作費として２億円を

支出することは、制作をスタートさせるための交渉

に当たって非常に効果的である一方、企業版ふるさ

と納税の募集は、制作がスタートしてからが本番と

いうこともあり、交渉相手である映画制作者や出資

者に対して金額的な確約がない状態での交渉を進め

ざるを得ず、このことも課題となっていると認識し

ております。

令和５年度において映画企画が完成し、その内容に

ついては交渉過程の中で極めて良好な評価を得てお

り、今後の交渉過程で、相手方が制作の主体となる

ことを決定するための最終的な課題が、町が支出す

る資金の担保のみとなった場合には、議員御提案の

ような方法についても十分検討しますが、この場

合、今までとは大きな条件変更になるため、改めて

議員の皆様に御相談させていただけなければならな

いと考えています。

町としては、これまでの経緯を踏まえ、資金の担

保が最終的な課題となっていないことから、引き続

きこれまでどおり慎重かつ積極的に映画化の実現に

向けて取り組んでいくとともに、様々な情勢を考慮

した上で、資金調達、制作委員会の組成、配給な

ど、映画制作に必要な手法について研究を進め、こ

れらの取り組みを通じて、一日も早い映画化の実現

を目指し、上富良野町の魅力を全国に発信し、大規

模な災害被害から復興した町の歴史を広く深く後世

に伝えていきたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。

３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） １項目め、１点目、再質

問させていただきます。

道の駅の構想には、そもそも運営等に大きく関わ

る上富良野町のそれぞれの産業分野との関わりが必

要不可欠と思われますので、関係機関との協議が

真っ先に必要と考えますが、町長はいつから協議を

進めていく予定でしょうか。伺います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

湯川議員おっしゃるとおり、道の駅の運営とかい

ろいろなことに関しましては、町の産業分野との調

整は非常に重要で、不可欠なものであるということ

は私も認識しているところであります。その前に、

まだ白紙の状態ですので、白紙の状態でフリーハン

ドで、まず町民の方の機運醸成といいますか、そう

いう盛り上がりを町民の方と一緒に盛り上げて、道

の駅建設に向けて、設置に向けて盛り上げていくと

いうことが、町民の皆さんの声というのが非常にま

ず一番最初に重要なのかなと考えておりますので、

まずそれを進めた上で、その次にといいますか、そ

の次の段階になってもうちょっと具体的なものが見

えてきた段階、場所等も含めて、その段階では少な

くとも町の関係団体とは、町以外も含めて関係団体

と調整はしていかなければならないものと認識して

おります。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 産業の中でも町長が最も

大切と思われる関係機関は、どこを中心に進めてい

くお考えでしょうか。お伺いします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

どこが大切かというのは、町、農業もそうです、
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もちろん。農産物を売ろうと思えば農業の関係、商

業、そして観光、その三つが主な町の非常に、どれ

か一つというわけではなくて、やはり町の産業全体

を関係者として意見調整していかなければならない

と考えております。

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 道の駅をいつオープンし

たいといった観点から計画を立てて、スケジュール

を明確化して、その上で議会や住民に丁寧な説明が

求められていくと考えますが、町長はいかがお考え

でしょうか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

現状では計画段階評価ということで、ルートの選

定に入っている状態ですが、ルートが決まれば工

事、開通まで待たなくても動き出せるのかなという

ふうに思っておりますが、具体的に何年までという

計画は、具体的な計画は現在のところ持ち合わせて

おりませんが、高規格道路の進捗状況、そして併せ

て私どもの機運醸成から始まり、関係機関との調整

をしていく段階ではそういうスケジュールも必要に

なってくるだろうと考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 次に２点目ですが、イン

ターチェンジの場所も大事だとは思いますけれど

も、国道２３７号線沿いの場所がふさわしいとの町

民の意見もよく私のところに届いているのですけれ

ども、様々な道内の道の駅を見ても、幹線道路に面

した広い場所に造っていることが多いことです。そ

こで、現在の草分防災センターを改築して、観光と

防災の拠点としても使えるので、草分防災センター

地域を生かして場所を選定するのはいかがでしょう

か。伺います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

草分防災センターのところは、町道２３７号線と

町に入ってくる道道がちょうどある、看板、入り口

と言いますか、非常に立地がいいところだというこ

とは認識しております。ただ、将来的にどこに、街

なかがいいのか、郊外がいいのかも含めて、これら

も含めて町民の方の機運醸成から始まって、合意と

いいますか、得なければならないかなというふうに

思っております。街なかでの道の駅というのも最

近、旧市街地といいますか、国道沿いに、そういう

道の駅もありますし、郊外型もありますし、どちら

もそれは道の駅としては可能かと思いますが、持た

せる機能等も含めて、どこが最適地なのかというの

は、もちろん草分地区も含めて今後は皆さんと決定

していく事項なのかなと考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 道路がいつ開通するか分

からないものに固執せず、いち早く町民が願ってい

る道の駅構想の着工を念じて、３点目の質問、再質

問に入らせていただきます。

町長のお考えになっている様々な機能をお聞かせ

ください。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

道の駅の機能は、もちろん決まったものもありま

すが、それ以外のことについては、観光のイン

フォーメーション機能ですとか可能なもの、農産物

の販売ですとか、防災機能、あと農産物以外の物

販、特産品、上富良野にもありますので、そういう

ものの販売、あとは飲食、上富良野の農産物が非常

においしいものが豊富ですので、それらを利用した

中で、できるのか、できないのか、誰がやるのか等

も含めて、飲食も含めて、様々な機能は、私が考

え、ぱっと思いつくだけでもこれぐらいありますの

で、町民の方もそれぞれ機能についていろいろなア

イデアをお持ちかと思いますので、そういうものも

含めて、今後皆さんと話を進めていければなと考え

ております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 農産物はもちろん大事な

こととは思うのですけれども、上富良野に即した特

色のある、自衛隊の町でもありますので、自衛隊の

町をアピールする展示とか、あと温泉も、温泉まで

は行かなくてもサウナを設置するとか、上富良野に

来なければ体験や手に入らないものと考えますが、

町長はそこの辺りどのようにお考えでしょうか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

上富良野に来なければ手に入らないものというの

は、すごく重要な考え方だと思っております。上富

良野に来る理由、上富良野で停車する、そして宿泊

する、泊まる理由をつくるということは、非常に重

要なことだと思っております。サウナなんかも、

今、湯川議員がおっしゃった、非常にすばらしいア

イデアだと思いますので、そういうものも含めて皆

さんと一緒にアイデアを出していければなと考えて

おります。
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○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 町長が早く道の駅構想に

ついて着手することを願いながら、２項目めの質問

に入らせていただきます。

２項目めの映画のことなのですけれども、取り崩

すことができる基金があるのに、今のタイミングで

支消しないで、ほかの手法があれば教えていただき

たいと思います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。

湯川議員におかれましては、本当、映画化の応援

団ということでは、本当にありがたい意見だと思っ

ておりますが、２億円を基金から取り崩すというこ

とは、まだ、当初は集まった分だけということで進

んでおりますので、２億円を目標に基金を集めると

いうことがベースでありまして、その条件を簡単に

変えるということはなかなかできないのかなと考え

ております。ただ、答弁させていただきました、最

終的にそれが問題となってくれば、皆さんに御相談

する場面もあるのかもしれませんが、現時点におい

ては、今まで交渉してきた中では、その２億円、町

が幾ら助けてくれるのだというと、金額が問題とは

なっておりません。いろいろ、何がでは問題なのか

というのは、一番大きなのは向こうの都合といいま

すが、幹事会社になるということがなかなか向こう

の会社の方針と一致しなかったり、ほかの、映画で

はなくて、我が社のＰＲはＣＭとか、いろいろ映画

以外にもライバルがおりまして、なかなか進んでい

かないというのが現実ではありますが、１社１社当

たっておりますが、これを繰り返していく、そして

最終的に、こちらのほうに原因があれば、もちろん

それには善処していかなければなりませんが、まだ

その段階はないので、このままの幹事会社探しとい

うのを続けていくのがベストなのかなと今のところ

は考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君） 私は、映画の立案のとき

からいませんでしたので、詳しいことはなかなか存

じ上げることは難しいかと思うのですけれども、い

ろいろ町の方もすごく心配していらっしゃることが

よく耳に入ってきますので、ぜひ何らかの手だて、

町長なりにやる、やらないということをはっきりさ

せて、明日も同僚議員が質問しますので、ぜひはっ

きりさせていただければいいのかなと思います。

これで終わります。

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、３番湯

川千悦子君の一般質問を終了いたします。

次に、５番金子益三君の発言を許します。

○５番（金子益三君） 冒頭、質問に入る前に、先

月下旬に発生いたしました台風１０号によりまし

て、九州から北日本にかけて大変大きな被害が出ま

したことに対して、心よりお見舞いを申し上げます

とともに、愛知県におきましては、土砂災害により

まして、３名の方の尊い命が奪われたことに対しま

しても、心より哀悼の誠を捧げるところでございま

す。

さて、私はさきに通告してあります２項目につい

て、町長に所信をお伺いさせていただきます。

１項目め、地方創生人材支援制度活用による副町

長複数制についてお伺いいたします。

地方創生人材制度は、国家公務員、大学研究者、

民間企業社員等の総合的または専門的な知見を有す

る人材を副市町村長や幹部職員、またアドバイザー

等として地方公共団体に派遣し、ノウハウを生かし

て地方創生を推進し、地方公共団体からの派遣受入

れの希望申請に基づき、各省庁、大学、民間企業と

地方公共団体とのマッチング協議の支援を実施や、

派遣前に研修会・壮行会を開催するとともに、年に

数回、派遣者の取組報告や派遣先での課題を共有す

る報告会・情報交換会を開催し、派遣者間のネット

ワークを構築するサポートをする制度であり、平成

２７年から令和６年までに６７９名の人材派遣を

行ってきております。近隣町村におきましては、東

神楽町で既に副町長に内閣府から地方創生人材支援

制度で首長の補佐として派遣され、町は前例のない

様々な新しい取組が実を結んできております。

そこで、町長に次の点について考えをお伺いいた

します。

１点目、この制度を活用し、現在は１人体制で

行っている副町長を２人体制にして、いわゆる事務

方のトップとしての副町長と、様々な国の機関との

パイプ役としての政策立案等に関わる政策トップの

副町長の２枚看板で行政を運営する考えはお持ちで

はないでしょうか。

２点目、この内閣府が行っている地方創生人材制

度の活用を用いない場合としても、町独自として２

人体制による副町長制度を取り、町の様々な運営を

行っていく考えはないかお伺いいたします。

２項目めでございます。仮称でございますが、上

富良野町犯罪被害者支援条例の制定についてお伺い

いたします。

近年、国内はもとより北海道内におきましても、

犯罪による被害者は増加をたどり、各種報道にも取

り上げられているように、最近では上川管内におい

ても非常に凶悪な事件なども発生している状況にあ

ります。



― 16 ―

幸いに、我が町では凶悪犯罪の発生は近年は起

こってはおりません。しかし、いつどんな形で住民

が犯罪に巻き込まれるかは分からないのが今の時代

であります。また、凶悪な犯罪のみならず、悲惨な

交通事故により大切な家族を失うことや、大きな後

遺症を受けてしまうケースは、現在では誰もが被害

者となり得る時代であります。加えて、全道全国で

発生しております復雑かつ巧妙化して増加をし続け

る特殊詐欺犯罪被害など、犯罪被害はもはや大都市

だけの出来事ではなく、身近なものになってきてお

ります。

実際に犯罪に巻き込まれた本人はもとより、その

御家族に対しての様々な心のケアを含めた問題が発

生しております。このような中で、平成１６年に

は、被害者や御家族への支援に対して、国が犯罪被

害者基本法や犯罪被害者保護法、正式名称といたし

ましては、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るた

めの刑事手続に付随する措置に関する法律を施行し

たところにより対応が図られてきておりますが、実

際に被害者や御家族に対して様々な対応が行われる

までに数か月から１年以上かかるケースがあるとも

聞いております。

そこで、我が町も率先して、犯罪被害者に対する

様々な支援を行うための上富良野町犯罪被害者支援

条例（仮）、こちらを制定する考えがないかを町長

にお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の２項目の御

質問にお答えいたします。

まず１項目めの地方創生人材支援制度活用による

副町長複数制についての２点の御質問にお答えいた

します。

グローバル化や情報化等の進展に伴い、行政ニー

ズは複雑・多様化し、変化のスピードも速くなって

いる中において、国政においては柔軟かつ機敏な政

策の展開、地方においては急速な少子高齢化と過疎

化が同時に進行する中で、こうしたニーズや変化、

そして地域課題に柔軟に対応し、安全で快適な生活

空間形成を進めるためには、政策立案や組織マネジ

メントをしっかり推進し、持続可能なまちづくりを

進めていくことが非常に重要であることから、副町

長の２人体制は非常に有効であると私自身も考えて

いるところであります。

まず１点目の地方創生人材支援制度を活用し、事

務方と施策の分野において副町長を２名体制にする

ことについてでありますが、議員御質問のとおり、

各省庁の職員のほか、大学研究者、民間専門人材の

派遣支援を受け、市町村の課題解決に向け活用でき

るものとなっていると認識しています。

次に、２点目の地方独自による副町長を２名体制

にすることにつきましても、さきにお答えさせてい

ただいたとおりであり、持続可能なまちづくりを進

めていく上で非常に有効であると認識しておりま

す。

いずれにいたしましても、今後のまちづくりを担

う体制づくりの中で、現在職員定数の管理計画、組

織機構の在り方を検討中であり、その中で副町長の

２人体制を考えてまいりたいと思っております。

次に、２項目めの犯罪被害者に対する支援制度に

ついての御質問にお答えいたします。

議員御質問のとおり、犯罪被害者等基本法の経済

的負担軽減、精神的な被害の回復などに関し、国、

地方公共団体及び関係団体が途切れることなく支援

を実施することとされ、令和３年３月に閣議決定さ

れた第４次犯罪被害者等基本計画では、地方公共団

体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等の支援

の促進のため、警察において地方公共団体における

条例の制定の検討などが進められています。

富良野管内を所管する旭川方面富良野警察署で

も、富良野沿線での条例制定に向け、協力や助言を

はじめ、検討会や勉強会を行っているところであ

り、本町を含めた５市町村でも、来年４月の施行に

向け、条例制定に向け準備を行っているところであ

りますので、御理解賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。

５番金子益三君。

○５番（金子益三君） まず１点目の副町長２人体

制で、町長もこの副町長２人体制については、大い

に検討していかれるというか、この思いがあるとい

うことをお互い共有することができました。

最初に間違いのないようにお伝えすると、今の副

町長が悪いとは一言も言っていないことだけは、御

承知ください。そこだけは誤解のないように。

その中で、これは地方創生人材派遣、非常に内閣

府が取り組んでいるもので、私、有効的だなと思う

のが、直接国の省庁とつながる職員の方が生の声

を、現場の声とそれとこの地方の声をつなぐ、まさ

にパイプ役であり、そういった施策、様々な補助金

であったり何だったりとかというのを含めて御助言

がいただけるという、成果が出ていることを伺って

おりますので、ぜひこういった制度をまず最初に活

用、いわゆるお試しではないですけれども、そう

いったことから入っていって、これはやはり複数化

することが非常にこの町にとって望ましいのではな

いかなということから最初に聞かせていただいたの

ですけれども、この制度について、内容はお互い分

かり合っているのですけれども、この活用方法に関

しては、町長、どのようにお考えでいらっしゃいま
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すか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。

こちらのほうの国の制度といいますか、この活用

については、議員御指摘のとおりといいますか、近

隣の市町村での実例がありまして、財政的な措置も

され、しかも国とのパイプ役ということも十分期待

できますし、何より上川管内に実例があるというの

は、実際どうなのかということも含めていろいろ情

報を得やすいということもありますし、その効果に

ついても情報を入手しやすいのかなというふうに、

今後検討する上で非常に参考になるのかなというふ

うに考えております。

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。

○５番（金子益三君） 本当にまさに身近に、副町

長ではないのですけれども、本年度、たしか美瑛町

もこの人材派遣制度で、たしかアドバイザーを民間

の人を呼んでおりますので、財政的な措置もしっか

りされているということでは、お試し期間という言

い方は非常に失礼になるので、そうではないのです

けれども、ぜひ各省庁との直接的なパイプをつなげ

る、いわゆるゲートウエーというか、第一歩として

は非常に有効的なものだと思いますので、こちらも

考えの中にひとつ折り込んでいただければいいなと

思います。

２点目のところでございます。これは同じ管内で

いうと東川町が２人体制で取っておりまして、これ

はプロパー職員として長くやっております。町長、

どちらかというと、どちらのイメージが強いのかと

いうところ、今ちょっとひとつ確認させていただい

て、地方創生版、あれはたった２年という区切りが

ある中で、いわゆるスタートアップ、東川町のよう

なプロパーとして最初から２人という、ちょっと違

うやり方なのですけれども、町長としてはどちらの

イメージが強いのかを教えていただきたいと思いま

す。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。

どちらのイメージが強いか、どちらが好きか嫌い

かではなくて、どちらのイメージが強いかというこ

とで答えさせていただければ、やはりずっと東川が

長いので、東川のやり方、２人体制というやり方と

いうのは、十分話も聞いており、前町長と今の現町

長も含めていろいろ話を聞いておりますので、そち

らのほうがイメージが強いといいますか。ただ、国

の制度も近隣の市町村にありますし、副町長ではな

くて課長等含めて、一般の職員でもそういうのがあ

りますので、情報がゼロではありません。両方とも

イメージができておりますし、東川町スタイルで

やって職員を国のほうとか、そういう平行、同時に

できるということも理論的に、それもイメージして

おります。

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。

○５番（金子益三君） よく分かりました。確かに

いわゆる幹部職員として人材支援を使いつつ、プロ

パー職員としてしっかりと様々な施策、政策等にで

きるというハイブリッドの形は、私も今、町長の考

えを聞いて、非常にそれも有効だなと思います。

いずれにいたしましても、近年非常に複雑多岐に

わたる行政課題が山積しておりますので、住民サー

ビス向上であったりとか、福祉の向上、それから環

境、住みやすい町のためには、ぜひここらを利用し

ていきながら変革していって、よりよいまちづくり

のために何とか一歩踏み出していって、２人体制で

よりよい行政運営をしていただければいいかなとい

うふうに考えております。

それでは２点目の、２項目めの犯罪被害者等の支

援条例につきまして再質問させていただきます。

現在、これ北海道内に限った話でちょっとお話し

させていただきたいのですが、犯罪被害者等の支援

条例という、大くくりで言うと結構な自治体つくっ

ております。ただ、犯罪被害者に対して様々な救済

があったり何だりするという特化した条例というの

が、いわゆるまさに警察と公安等が考えている条例

に即した条例をつくっているのが、自治体で言うと

まず北海道、それとあと市で言うと北斗市だけなの

です。町村は、平成２０年に本別町がつくっている

のですけれども、それをはじめとして、道南地区を

中心に１４町しかないのです、道内においては。残

念ながら、上川管内に一つもないのです、特化条例

に対しては。ただ、いわゆる基本理念を持つという

のは、東神楽とか中川町とか、２２の自治体の中で

七つの自治体がこの上川管内で制定しているので

す。我が町は、ではどうなっているのかなと見たと

ころ、いわゆるその連携協定と、相談及び情報の提

供に関しての条例というのは、今現在も上富良野町

は制定されているのですが、今後、町長もこれ大事

なので、７年度からやっていきたいということで、

これすばらしいことだと思います。実際にどの程度

まで踏み込んだ流れでこの条例、特化条例になって

いくと思うのですけれども、どの程度までの範疇を

考えているのかをお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。

どの程度の範疇、なかなか難しいのですけれど



― 18 ―

も、犯罪被害者の被った損害について、市町村が何

にどれくらい関わるべきかというのは、非常になか

なか濃淡難しいところなのですが、町の責務とし

て、金銭的なものを別として、精神的なものも含ま

さるのですが、そういうカウンセラーとかが必要な

場合、または物理的な家とかが必要な場合、そうい

うのは、カウンセラーを紹介したり、住宅であれば

公営住宅が空き状況あれば、当然そういうものを

使ってもらうというふうに、町として町がやらなけ

ればならないことというのは、町しかできないこと

があると思いますので、その辺は十分網羅して条例

に、もちろん５市町村連携して、なるべく近いもの

をつくろうと思っていますので、そんな中でできれ

ばいいかなと思っています。金銭的なものについて

は、なかなか国の保障制度とかもありまして、どの

程度がいいのかというのは、今後５市町村の中で協

議していくのかなと思っております。

基本的に何が難しいかというと、犯罪被害者が

被った被害、損害というのは、一時的に原因者、犯

人が民事的に負うものをどこまで、資力がないから

資力がないと保障を受けられなくて、犯罪被害者が

困ってしまうので、それはセーフティーネットとし

て国が一時的に支援に関する法律をつくってやって

おります。その上で、道も含めて自治体がどういう

ところをカバーしていけばいいのかということは今

後協議して進めていきたいと思っております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。

○５番（金子益三君） 確かにいろいろ幅広いので

す、私も調べたところ。いわゆる金銭的な部分でい

うと、犯罪被害者等給付法だかという法があって、

直接亡くなった遺族の方だったりとか、それが後遺

症を受けた方とか、その程度によって、例えばそれ

が生計を伴うものが被害にあったのか、もしくは小

さいお子さんが被害に遭ったかで、その出る金額と

いうのはこれ国が決めるもので、これも最低は３２

０万円だったのですけれども、この６月に新しく施

行された法律で、それが１,０００万円までぐっと

上がったというのは、最近の事例なのです。それは

国のことだからいいのですけれども、今、町長が

おっしゃった中でいうと、特化条例以外でいうと、

地方公共団体の責務であったりとか連携、それから

相談及び情報の提供、そして経済的支援、そして日

常の支援、それから安全確保、それから住居の提

供、それから雇用の提供、また理解の推進というと

ころであったりとか、あと先ほど言ったケアをする

人材の育成、そして支援をする民間団体に対する補

助というような、様々な項目によって条例の制定が

なされていて、これフルに網羅しているのは、実は

北海道だけなのですよね。非常に取組の先進的なと

ころでいうと、倶知安町あたりはかなり踏み込んだ

ところでやっており、せたな町だったり島牧村、そ

れから寿都町あたりは、実際的な金銭的な支援も

行っているという条例をつくっているのです。

そこでちょっと私お伺いしたいのが、実はこれは

犯罪被害者の給付制度というのが、給付金、非常に

複雑なのです。私も初めて調べて分かったのですけ

れども、まず時効がありまして、２年以内にこれ申

請しないと受け付けてくれないというのと、最初に

地元の警察署またはその警察本部にそういった申請

を直接被害を受けた家族だったり本人だったりがす

る。それを地元警察から今度、所管する公安委員会

に流れて、裁定のための調査というのが行われて、

次に都道府県の公安委員会による裁定が行われて、

支給の判定、可否が決まってそこでなる。これ非常

に面倒くさいというのと複雑だということと、それ

に非常に時間がかかる。

そこでお聞きしたいのは、今、３自治体ほど名前

を挙げましたが、そういったところは一時金として

立替えというのですか、全額ではないですけれど

も、当面の間の必要な部分を、それは金額の多寡は

別かもしれませんけれども、そういったところまで

踏み込んだ条例としてこの５市町村で話し合って、

上富良野町がつくっていけることが私は必要ではな

いかなと思うのですけれども、その辺は町長として

はお考えいかがでしょうか。出しっ放しではなくて

もいいのですけれども。例えば国から給付が戻った

らその辺はちゃんと返還してくださいでもいいと思

うのですけれども、一時的な立替えというものもや

はり本当は必要なのではないかなと思うので、この

辺網羅できるかお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。

大変手続が面倒くさい、煩雑というのがありま

す。それともう一つ、犯罪の被害者が基本的に誰も

分からない、警察しか、町にもそういう情報もらえ

ませんので、新聞沙汰になってもＡさんとかならな

い場合もありますし、だからいずれにしても警察と

の連携は、もちろん個人情報ですからしっかり守っ

て連携しなければならないというのが念頭にありま

す。その上でどこまで、煩雑で時間もかかる中で、

立替え、これは５市町村の中でも話題といいます

か、なっております。どうする。これ条例で、給付

すると国のほうの支援に関する法律、犯罪被害者等

の支援に関する法律によって出されるお金が減った

り、なかなか難しいのです。だからこの立替えであ

ればもちろん、そういう国からのお金、もしくは賠
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償金が入ってきたら返してもらうという、立てつ

け、これは検討しております。

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。

○５番（金子益三君） まさしく町長今おっしゃっ

たとおりで、保険と同じで、最初にちょっともらっ

てしまうと、せっかく国からもらえる部分が非常に

減ったりする事例なんかあるようにも聞いておりま

すので、これはぜひその辺は慎重に。

こういった条例がこの富良野圏域で制定されると

いうことは、いわゆる富良野警察署管内で、警察と

自治体との共有があると、もちろん犯罪が起きたと

きの被害者は、警察だけが情報として知り得るので

すけれども、そこで、上富良野町だったらこういう

条例があるからぜひ相談するといいよとかというこ

とで、安心・安全のまちづくりの大きな糧となりま

すし、地域住民の心のよりどころにもなっていくと

思うので、ぜひこのものを非常に深めた中で議論し

て、よりよい条例をつくっていただきたいと思いま

す。

それともう１点、これ、実は非常に、ちょっと国

の法律にもなるので、なかなかその上を行くのは難

しいのかなと思うのですけれども、そもそも犯罪被

害者等の支援条例ということになりますので、いわ

ゆる故意に犯罪を行ったものによる被害者という、

いわゆる大前提なのです。最近で言いますと、これ

何を言うかといったら、交通事故なのですよね。例

えば危険運転による、本当に明らかな、最近、あお

り運転だったりとか、いろいろな高速道路で急ブ

レーキ踏んだりとか、本当に故意に人を殺してしま

う、傷つけてしまうような事故はまた別なのですけ

れども、過失が非常に少ない、故意のない交通事故

というのは、これ実は対象にならないのですよね。

ところが、残念ながら、昨今、やはり交通事故によ

る被害者、また御遺族、御家庭、増えている状況に

あります。ここの方を何とか特化条例の中で少し見

ることができないか、もちろん自賠責という国の法

律の中でしっかりと３,０００万円の中で賠償はあ

ります。というのもあるのですけれども、そうでは

ないもの、この辺をきちんとケアできることが話合

いのテーブルにも乗せる可能性はないか、お伺いい

たします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問にお

答えしたいと思います。

交通事故の過失による、死亡も含めて、そういう

ものに対する保障は、現行では、最低でも自賠責が

ありますが、そのほかは、それを超える部分につい

ては、なかなか守備範囲としては、損保会社等あり

まして、なかなかある分野で、税金でそれを保障す

るのかどうか、もちろん先ほどの犯罪と同じで、原

因は運転、この場合は運転、原因者が責任を負うも

のを、個人が負うものを町の資金でどうするのかと

いうと、なかなか議論が必要かと思います。犯罪も

同じですけれども、とはいえ困っている人がいるの

をどうするかというのがなかなか難しいところで、

自動車の場合は自賠責があるので、取りあえずは、

そのお金は必ず入ると思います。犯罪の場合はない

ということです。この交通事故のような過失による

罪がこの中に入っているかというと、今のところ

は、そこは５市町村の中の議論には入っておりませ

ん。それよりももっと犯罪の範囲を、いろいろ犯罪

の累計として強悪犯から風俗犯までいっぱい、６個

ぐらいあるのですけれども、この犯罪被害者の救済

のためのそもそもの犯罪、どんな犯罪にというの

が、詐欺なのか、詐欺の被害者も該当するのかとい

う、その最初の定義づけがまず話題に、議論になっ

ておりまして、そこからは今、交通事故等の関係の

被害者の救済をどうするということには、まだそこ

までには至っていないというのが現状です。

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。

○５番（金子益三君） 分かりました。確かに交通

事故に関してはちょっと特殊というか、犯罪という

定義づけも非常に難しいことにもなりますので、そ

こは今、町長おっしゃられた、逆に特殊詐欺ですと

か、そういったもののほうが分かりやすい犯罪です

から、５市町村の中で足並みをそろえて、ぜひ一日

も早くすばらしい条例をつくっていただくことと、

併せてこれらをサポートしていただく人材の育成の

支援、またそういった団体の支援をしっかり整えて

いただくことを期待申し上げまして、私の質問を終

わらせていただきます。

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、５番金

子益三君の一般質問を終了いたします。

次に、９番島田政志君の発言を許します。

○９番（島田政志君） それでは、さきに通告して

おります農業関係について質問いたします。

町政執行方針に示された、これが３月の町政執行

方針ですけれども、「活力と交流あふれる産業のま

ち」の取組について。

今年３月の第１回定例会議に提示された令和６年

度町政執行方針に掲げた各事業の取組が進められて

いることと思いますが、令和６年度も半年が過ぎ、

残すところ、あと６か月となっております。以下の

事項につきまして、取組について伺います。

（１）農業生産の省略化・高品質化等の促進に関

して、水田・畑作においては、ＤＸ活用に向けた取

組やスマート農業をはじめとする新技術の導入の支

援を行い、安定生産、高品質化の取組を推進すると
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されていますが、現状、農業の収益性向上、大きな

課題としてＤＸ活用の取組支援が期待されておりま

す。コスト低減に向けた取組をさらに推進すべきと

考えますが、町長の考えを伺います。

（２）食の安全・安心と環境に配慮した農業の推

進に関して、安全で良質な農畜産物の安定生産、消

費者の信頼確保を図るとあります。その施策の一つ

として、国内生産の強化が取り進められていると思

いますが、食料自給率の現状においては３８％と非

常に少ない。さらにこれに対して農業支援を行うべ

きと考えますが、町長の考えを伺います。

（３）有害鳥獣対策の強化に関して、狩猟免許の

取得費用の助成、新規従事者講習会の実施とある

が、講習会はいつ開催し、またそれにどれぐらいの

補助金があるのか伺います。

（４）地域ブランド開発への取組に関して、町

民・企業にどのようなアクションを取り、現在どの

ような提案があり、どのように行動しているのか伺

います。また、気候変動等により、本州の作物、例

えばサツマイモ、落花生、ワイン用ブドウが現在は

北海道でも収穫されるようになってきました。地域

の特性を生かした農作物栽培の取組を推進する考え

はあるのか伺いたいと思います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の町政執行方

針に示された、「活力と交流あふれる産業のまち」

の取組についての４点の御質問にお答えいたしま

す。

令和６年度町政執行方針は、今年度から開始の第

６次上富良野町総合計画の後期基本計画及び第９次

農業振興計画に基づく方針の下、農林業部門は九つ

の施策から各種事業や取組を進めているところであ

ります。

まず１点目のコスト低減に向けた取組の推進につ

いてでありますが、少子高齢化や人口減少による担

い手不足から、１経営体当たりの経営面積が増大す

る中、それらの労働力不足を補うため、また生産コ

ストの低減に省力化が可能な高効率の農業機械・施

設・設備の導入や高度の機械化による高品質化・安

定化による商品価値の底上げを図り、収益、所得の

向上に結びつけていく必要があると考えています。

前回の第８次農業振興計画からスマート農業に着

手し、それ以降も通信環境は格段に進化、拡大し、

農業施策を展開していく上でのデジタル化はスマー

ト農業やＡＩ、ＩＣＴのみならず、進化を続ける最

先端の科学技術、豊富で多様なデータを用い、精度

の高い分析に基づいた農業ＤＸを活用し、農業経営

により省力化や農畜産物の品質向上を推進すること

が重要と考えています。

省力化によるコスト縮減の取組については、現

在、農業ＤＸの取組の推進に向けて、農林水産省電

子申請の情報提供と案内、農業データの研究や活用

事例、スマート農業技術の導入状況や効果、各種事

業や具体的な取組のための調査や情報収集など、準

備を進めているところであります。

また、今年６月に農業の生産性の向上のためのス

マート農業技術の活用の推進に関する法律が制定さ

れ、国の補助事業などの支援制度が拡充したことか

ら、各種事業の活用に向けた整備計画の準備を進め

ているところであります。

今後も地域の自然条件や農業構造等実態に即し

た、スマート農業をはじめとした農業ＤＸの活用事

例等の情報収集や導入に向けた調査、研究を行い、

新たな農業生産技術の普及促進と有効活用を進めて

まいります。

次に、２点目の国内生産の強化に係るさらなる農

業支援についてでありますが、議員御質問のとお

り、食料の国内自給率は低く、主食用米と一部の果

実を除き、多くの農産物が海外に依存している現状

にあります。そのような背景から食料・農業・農村

基本法改正法が今年５月に成立し、この基本理念に

おいては、食料の安定供給の確保から食料安全保障

の確保と国内生産の増大が今回の法改正の柱になっ

ています。

今回の法改正に伴い国の政策的な取組が展開さ

れ、様々な構造の転換が予想されますが、輸入依存

度の高い小麦、大豆等を基幹作物とし、自給率が１

００％を超える本町においても国内需給の主要産地

として、計画に掲げる生産基盤の整備、耕作放棄地

の防止、機材施設の効率化、労働力・担い手の確保

など生産性と所得の向上につながる各施策を展開

し、その変化に柔軟に対応しながら、今後も農業生

産や流通に係る機能や施設、既存の耕作面積を維持

していくことが必要と考えています。併せて、輸入

農産物に関しても各種の貿易協定等によることか

ら、国の輸入等外交政策に対し、北海道や各生産団

体等と協働し、地域の意見を反映させるよう要望活

動を進めなければならないと考えているところであ

ります。

次に、３点目の有害鳥獣対策の強化についてであ

りますが、有害鳥獣捕獲のための狩猟免許取得費用

助成については、狩猟免許及び銃砲所持に係る申

請・登録手数料、講習受講料、狩猟税等に係る経費

として８万円を上限に助成し、わな猟については１

万円を上限に中山間事業を活用し、町集落協議会か

ら猟友会を経由して資格取得者に助成しています。

新規従事者講習会については、特定外来生物であ

るアライグマの捕獲に対して、外来生物法に基づく
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捕獲従事者が適切な知識、技術を習得するための講

習会を１２月から３月にかけて２回の開催を予定し

ているところであります。

有害鳥獣対策については、有害鳥獣の実態把握と

捕獲に効果的な技術の取得や方法の開発・導入など

の捕獲体制を整備するとともに、鳥獣被害対策活動

への継続支援の実施により、農作物被害や市街地に

おける人身被害の防止に努めたいと考えていますの

で、御理解をお願いいたします。

次に、４点目の地域ブランド開発についてであり

ますが、本町が持つ豊富で魅力的な資源を活用し、

内外に大きくアピールすることを目的に、生産者や

取扱事業者等による町特産品のブランド化を図る取

組に対して、商標など知的財産権取得に関わる助言

や研修会の開催、推奨品認定制度に基づく認証など

に取り組んでまいりました。

今後は現行制度を活発に利用いただけるよう見直

しを図るとともに、町内商工業者や農業者が取り組

む地域ブランドの開発に対する直接的な支援策につ

いても研究してまいりたいと考えています。

また、農業分野においても、昨年初めて酒米の栽

培がなされ、本年、上富良野オリジナルの日本酒

「泥流地帯」が販売され、これまでも「まるごとか

みふらのプレミアムビール」、ワイン、地ビールな

ど、地域の特色を生かした商品の開発を行っている

ところです。

地域の特性を生かした農作物栽培の取組の推進に

つきましては、これまで寒冷地には適さないとされ

てきた農作物が近年の温暖化の影響により、北海道

内においても栽培が可能となった農作物が増え、試

験栽培による研究や生産を開始していることは承知

しているところでありますが、新たに産地化を目指

す作物の生産支援については、農業改良普及セン

ターやＪＡなど関係機関と連携し、栽培実績等の調

査結果を見極めながら、生産、販売体制が確立され

た段階で生産者の意向等を踏まえ、収益向上作物生

産振興事業としての支援を研究、検討したいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

すみません、訂正させていただきたいと思いま

す。

今の発言の中で、１点目の低コストに向けた取組

の推進についての省力化によるコスト削減等といっ

て、スマート農業技術の活用の促進に関する法律、

私、「推進に関する法律」と発言いたしましたが、

スマート農業技術の活用の「促進に関する法律」が

正しい法律名です。訂正いたします。

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。

９番島田政志君。

○９番（島田政志君） この行政執行なのですけれ

ども、この答弁の中で第９次農業振興計画に基づい

て準備を始めたとか、進めているところですという

言葉が出てくるのですが、この町政執行方針という

のは、単年度ものでしょうか、それとも５年先の話

をしているのでしょうか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の御質問にお

答えしたいと思います。

町政執行方針は、今年の町政の執行方針です。そ

の先に続くものもあるかもしれませんが、基本的に

は令和６年度、今年のものです。

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。

○９番（島田政志君） とするのであれば、非常に

歩みが遅いのでないかと思われますけれども、例え

ば準備を進めた、始めたとか、検討している最中で

あるということは非常に、もうこの半年過ぎていれ

ば、どこまでやっているとか、そういう話だと思う

のですけれども、町長としてはいかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の御質問にお

答えしたいと思います。

全体的な言葉の表現の方法かと思いますが、６年

はまだ現在進行形でありますので、こういう表現に

なったといいますか、まだ準備段階のものもありま

すし、進行形のものであることで、執行方針にやる

よと、こういうふうに方向でやりますということで

現在進んでいるというふうに御理解いただければい

いかなと、お願いしたいなというふうに思っており

ます。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。

○９番（島田政志君） 続きまして、農業ＤＸの活

用事例として、水田の水門管理とか施設栽培の温度

管理、またスマートフォンによる生育管理などがあ

りますけれども、これに対して町としては助成金あ

るいは補助金等について、どのように検討されてま

すでしょうか。

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） ９番島田議員のＤ

Ｘの施策の中の水田等の設備の補助に関する御質問

にお答えさせていただきます。

議員申し上げたとおり、今現在、実証実験等でや

られている、例えば水門ですとか、そういうもの

は、情報のほうは収集しているところであります。

今後、今まだ研究段階なものもありますので、そう

いった内容を精査するのと、あとそれが国の補助制

度等活用できるかという部分に関して、今研究、検

討しているところであります。

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。
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○９番（島田政志君） 非常に農家は困窮している

といいますか、新しい技術を使うに当たって非常に

手持ちが少ないと。ぜひとも、補助金とか助成金の

ほうをお願いしたいと思います。

続きまして、２番目の答弁書の中で、耕作放棄地

を防止するとうたっていますけれども、使われてい

ない土地、これも新規就農者だとか地域おこし協力

隊のほうに有効に活用できないか、お伺いしたいと

思います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の御質問にお

答えしたいと思います。

現在の耕作不適地かと思います。そのほか、現在

は耕作放棄地と、栽培はできるけれども耕作放棄地

になったところは、あまり耕作放棄地になりそうな

ところはありますが、完全に耕作放棄地になったと

いうところは、まだ農業委員会等でも把握していな

いのかなと。まだ私は聞いておりませんが、いずれ

にしてもそういう危険な耕作放棄地になりつつある

ような土地については、おっしゃったとおり新規就

農を含めて何とか耕作地を維持していかなければな

らないのかなと。地域おこし協力隊なんかもいろい

ろ入ってもらって、あらゆる手を尽くしてといいま

すか、既存の農業者の方も含めて何か方策があれば

というのは考えている、検討、研究、調査をしてい

るところであります。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。

○９番（島田政志君） ぜひとも検討していただき

たいと思います。

続きまして、この中で生産性と所得の向上とう

たっております。これは１番目の中にも同じような

文言が出てきているのですが、町長は具体的にどの

ようなことをすれば、生産性とか所得の向上につな

がると思われますか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の御質問にお

答えしたいと思います。

所得の向上は言うのは簡単、成すのはなかなか難

しいのですけれども、売上げが増えて経費が少なけ

れば所得が増えるというのは単純なのですが、なか

なかこれをするのは難しいと思いますけれども、原

則はやはりそういうことなのかなというふうに思っ

ております。コストの低減で言えば、コストには固

定費と変動費があります。変動費というのは、肥料

のような、面積によって変わるものです。直接そう

いうコストを抑えたり、固定資産、機械類の投資を

適正なものにしたり、そういうふうにコストを抑え

たり、あと収益が上がれば、コストの金額は変わら

なくても相対的なコストは下がりますので、やはり

この三つを組み合わせて、実際どうやるのだという

のは、私が農業をやっているわけではありませんの

で、皆さんの話を聞きながら、いろいろ考えなけれ

ばならない部分は多いと思いますが、収益を上げる

にはもう今の三つが原則、農業だけではなくていろ

いろな会社経営もそうですが、コスト削減と売上

げ、農業の場合は生産額を伸ばす、これが基本かと

思っております。

○議長（中澤良隆君） ９番島田政志君。

○９番（島田政志君） コストと売上げと、うまく

両立することが望ましいのですけれども、いかんせ

んここ二十数年間、生産者米価が一緒で、今年はど

うか分かりませんけれども、期待したいところであ

ります。

３項目めの有害駆除対策につきましては、同僚の

議員と質問がかぶるところがありますので、私のほ

うからは控えさせてもらいたいと思います。

４番目の要するに特産物についてなのですけれど

も、上富良野はホップと青ジソなどが有名という

か、ちょっとそういうことであるのですが、これら

は特定企業への販売で、多くの一般市民に対しては

知名度が非常に少ないかと思います。例えば和寒町

といえばカボチャ、真狩村といえばジャガイモとか

アスパラ、富良野市といえば玉ねぎとメロン、ス

イカ、さらに当麻町といえばでんすけすいかと、地

名が出てくれば作物が出てくるというようなこと

で、いろいろとまちぐるみで特産物を考えているか

と思いますが、町長はどのようにお考えでしょう

か。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ９番島田議員の御質問にお

答えしたいと思います。

町が出て、町名を言えば、当麻はでんすけすいか

ですとか、いろいろつながる、ぴんとくる作物があ

るというところが非常によいことかなというふう

に、うちの町も富良野、上富良野もメロンとかお米

というのはそれなりに、メロンは富良野メロンとい

うことで、農協に富良野地域で一つになっておりま

すが、ブランドとしては非常に有名な富良野メロン

は名声を得ているのかなというふうに思っておりま

す。町としては、農作、食べるもの以外にもホップ

ですとか、ホップは特定のビールの会社に行ってお

りますが、それ以外にも今、クラフトビールでも上

富良野産のホップ、使っているところも上富良野の

町内でありますし、あとワインですとか、あと口に

しないものであればラベンダーなんかも、ラベン

ダーとかシソなんかも、シソはあまりそんな有名で

はないかもしれませんけれども、ラベンダーはそれ
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なりに加工品にしたり、目で見るのもそうですけれ

ども、そういうふうにほかの町の何々と比べてどう

か、それはちょっと分かりませんが、我が町にもＰ

Ｒすべきものというのは数多くあると思っておりま

すので、今後におきましてもそういう知名度、上富

良野といえばあれだというふうになれるように、ま

たなかなかブランド化というのは行政がこれやるぞ

と言うとなかなかやはり難しくて、プロの農家の方

がこれやりたいという、そういう声をぜひ行政のほ

うに投げかけていただければ、もっと取組の件数が

実績も増えていくのかなというふうに、これはお願

いになりますが、農業者の方だけではなくて、農業

関係機関もありますので、そちらのほうと皆さんと

協力しながらこれは進めていくべきことなのだろう

と考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、９番島

田政志君の一般質問を終了いたします。

ここで若干早いようですが、昼食休憩といたした

いと思います。

再開は１３時、午後１時です。

───────────────

午前１１時５１分 休憩

午後 １時００分 再開

───────────────

○議長（中澤良隆君） それでは、昼食休憩に引き

続き、会議を再開いたします。

次に、１０番井村悦丈君の発言を許します。

○１０番（井村悦丈君） 私は農業振興について、

特に担い手について御質問をさせていただきます。

今年は融雪も早く進み、春先の天候に恵まれ耕起

作業も順調に進み、その後の天候に恵まれたことも

あり、作物は平年作以上に進み、豊穣の出来秋が期

待されるところではありますが、農業は今後の天気

に左右され、収穫を終えるまでは分からないという

のが現状であります。

農業を取り巻く環境は、コロナウイルス感染症の

影響、長期化するウクライナ情勢など国際情勢の変

化をもろに受け、エネルギー、農業資材、飼料や肥

料の価格の高止まり、人手不足の中で、１０月には

最低賃金が上がる見込みなど、流通経費等の様々な

価格は高騰しているのに、生産者販売物はなかなか

価格転嫁されないという中で、厳しい経営環境に置

かれています。

このような情勢の中、農家戸数は高齢化、後継者

がいないなど減少していて、主な理由とされるの

は、新規就農者より高齢でやめる農家のほうが多い

のが原因とされています。また、農業就業人口が減

少している原因の一つは、若者の農業離れでありま

す。

先進国の中でも圧倒的に食料自給率が低い日本で

は、実に食料の全体の６割を輸入に頼っています。

世界的に見ると、農地不足、食料不足の国が多く、

将来的にそれぞれの国が輸出を制限する可能性もあ

ります。このような中、食料自給率を上げるために

は、農業就業人口を増やすことが重要で、そのため

にも若者の農業離れを食い止めることが必要不可欠

と言えます。

国の農業政策にも左右されますが、まずは上富良

野町の基幹産業である農業を衰退させない、農家を

減らさないための町の施策が重要と考えます。

令和６年３月に策定された第６次上富良野町総合

計画（後期基本計画）には、「活力と交流あふれる

産業のまち」に関する主要施策として、農業・農村

を担う人材の育成がうたわれております。担い手の

増加、定住に向けた就農支援策について、町長に３

点伺います。

まず一つ目に、農業経営の法人化支援についてで

ありますが、農業者になるには従業員として働きな

がら学び、将来独立するケースもあり、そして将来

経営継承を考えられることから、農業法人化する例

もあると思います。農業生産の協働を図る農事組合

法人等なのか、農地所有適格法人なのか、組織形態

にも大別されますが、そこで北海道では農地所有適

格法人と関連の企業が増加傾向にある中、町内での

農地所有適格法人のうち、企業などが関連している

農地所有適格法人の数について伺います。

また、今後も農業経営の法人化は進むものと思わ

れますが、これに関わる支援策を具体的にお伺いし

たいと思います。

二つ目に、農業後継者の育成・確保を図る上で、

町独自の支援事業の推進、新たな支援事業の検討・

推進と書かれておりますが、推進施策はあるのか、

どのような検討を行っているのか、具体的に伺いま

す。

三つ目に、女性や高齢者が能力を発揮できるよ

う、経営の参画や就農環境の向上に向けた啓発・情

報提供を行うとありますが、家族経営協定、農業士

認定など、具体的にお伺いいたします。

四つ目に、農業委員会なのですけれども、令和５

年４月１日から法律改正により、農地法第３条許可

の面積要件が廃止されました。ただし、権利取得に

必要なそのほかの要件については従来どおりではあ

りますが、農地売買・賃貸をする場合、譲受人（借

り主）の耕作面積要件が不要となったことから、経

営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規

就農できると期待されるものであります。

今後、法律改正によって、あっせん手続等の方法
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が変わると聞いておりますが、どのように変わるか

説明いただければありがたいです。

以上です。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁願います。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の農業振興

施策についての１点目から３点目の御質問にお答え

いたします。

本年度から開始する第６次上富良野町総合計画の

後期基本計画においては、豊富な食資源を誇る特色

ある農業のまちとして、意欲ある担い手の育成をは

じめとする農業振興施策について、産業連携を図り

つつ、町一体となって推進することを農林業の方針

として九つの主要施策を決定したところでありま

す。この主要施策のうち「農業・農村を担う人材の

育成」については、第９次農業振興計画と併せて重

要な施策として各種の取組を展開していく予定であ

ります。

まず１点目の農地所有適格法人の状況と法人化支

援についてでありますが、現在、報告されている本

町の農地所有適格法人数は、４２事業者となってい

ます。このうち９事業者が農業以外の企業などに関

連している農地所有適格法人になります。過去５年

間では法人数が１０件増加し、うち企業など関連す

るものは５件と２倍に増加しているところでありま

す。

法人化の支援策については、北海道が実施する支

援事業があり、専門家のサポートを受けて法人化す

る農業者に対し、２５万円を上限に助成していま

す。町独自の経済的な支援制度は持ち合わせており

ませんが、道事業の受付相談や各種説明会などの案

内のほか、法人化に向けた事前相談等を実施してい

るところであります。

今後においても農業人口増加のため、企業の新規

参入の支援、協力を進めるととともに、経営の法人

化による資金融資や税など制度上の優遇措置や人材

確保、経営継承など利点が多いことから、法人化に

よる経営安定化を推進してまいります。

次に２点目の後継者支援策の検討状況についてで

ありますが、現在、町独自の事業として、新たな担

い手育成支援事業と併せて担い手サポート奨励金事

業を後継者対策として実施しているところでありま

す。新たな支援策としては、新規就農者として営農

に必要な知識習得のため、就学費用を支援している

ところでありますが、就農までに必要な免許等資格

取得などの費用や、新規事業の資金調達に有効な新

規認定就農者制度の対象要件の拡大などの可能性に

ついて研究、検討を進めていきます。

このほか後継者確保の対策として、子弟後継者以

外が後継者となる、新規就農者の第三者継承の方法

や活用の利点について、調査、研究、検討している

ところであります。

後継者支援策の具体的な取組の詳細及び実施時期

等については、現在策定を進めている農業農村実践

プランにおいて決定する予定でありますので御理解

をお願いいたします。

次に、３点目の家族経営協定、農業士認定につい

てでありますが、家族経営協定については、農業経

営に家族が主体的に参画し、意欲と能力を発揮でき

る環境を整備することを目的に、家族内で労働条件

等の契約を締結するものであります。現在の家族経

営協定の締結件数は５３件であり、昨年度は４件の

新規締結があり、全体として増加しており、家族経

営協定の活用拡大により経営改善が進んでいる状況

であります。

今後においても家族経営の環境整備を進めるとと

もに、女性農業者と高齢農業者の活躍の機会を広げ

るための施策として、農業経営への参加から経営管

理能力や技術力の向上が期待できる家族経営協定の

活用を促進してまいります。

農業士については、地域農業の担い手として優れ

た能力を有し、農業の担い手になろうとする者への

助言や、農業経営の改善、地域農業の振興等に積極

的に参加協力を行う意欲旺盛な農業者を「農業士」

として町が推薦し、北海道が認定する制度です。現

在、農業士は７名、指導農業士３名が認定されてお

り、次代の担い手育成をはじめ、地域の農業振興の

ために御活躍をいただいているところであります。

町では毎年、経営改善計画等に基づき経営改善の

活動及び実績が顕著であり、人格識見ともに優れ、

指導性と協調性に富み、意欲的に農業に取り組むと

ともに、地域活動にも積極的に協力している人材を

募集し、農業士を推薦しており、昨年度は、指導農

業士に１名が認定されております。

今後も継続して優秀な人材を推薦し、中核的な担

い手として農業士及び指導農業士が増加するよう、

取組を進めていきたいと考えております。また、現

状の認定者は、全員が男性の経営者であることか

ら、担い手の育成、指導をする農業士にも女性農業

者が活躍する機会が広がるよう、積極的な進出に向

けた啓発・情報提供等の支援を進めていきたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君） 農業委員会委員長、答弁。

○農業委員会会長（井村昭次君） １０番井村議員

の農業振興策についての４点目の御質問にお答えい

たします。

令和５年４月１日から、農業基盤強化促進法等の

一部の改正をする法律が施行されました。これによ

り、地域農業経営基盤強化促進計画が法定化される
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とともに、市町村は令和７年度までに地域計画を作

成し、農地中間管理機構を通じて農地の権利移動、

設定を行う仕組みが構築されたところであります。

農地の権利移動については、これまで農地法や旧

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画

により実施していたところであり、農地法において

は、今後ともこれまで同様の取扱いとなりますが、

農業経営基盤強化促進法による農地の利権移動、売

買、賃貸借権、今後促進計画により実施することと

なります。促進計画により、農地中間管理機構から

所有権移転や賃貸権を受けることができる者は、原

則市町村が作成した地域計画の目標地図に位置づけ

られた農業になるものとなります。

実際、あっせん手続については、農地のあっせん

申出をされ、地区の農用地利用改善事業実施組合に

よるあっせん会議はこれまでどおりであり、農業委

員会が農地中間管理機構と行う事務手続は新たに増

えることとなりますが、農地の申出を出された方が

行う事務手続は大きく変更される点はありません。

農地法に伴う市町村の地域計画の策定に向けた協

議の場を令和６年２月、３月に４回、町内で開催

し、今後のあっせん手続等も説明してきたところで

ありますが、地区の改善組合、農業委員で情報連携

を図りながら、混乱が生じないよう取り進めてまい

りたいと思います。

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。

１０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） ただいま御答弁ありがと

うございました。

町の基幹産業である農業に対する農業振興施策、

政策は農業及び商工業に支える担いサポート奨励金

を創設、新たな農業担い手育成支援事業、収益向

上、生産振興事業など、農業者に直接的に払われる

事業が行われ、畜産振興、林務、鳥獣害防止等対策

など、従前より手厚いと認識しております。

まず１番なのですけれども、決して否定的な意見

で質問しているわけではございません。高齢化が進

み、後継者の不在という問題が今後さらに顕著化し

ていくことが予想されている中、その一方で食料品

製造、販売業、建設業を営む企業が、原料の安定確

保や経営の多角化、雇用対策などを目的として、農

業に新規事業拡大を目指し参入するという事例が増

えてくるかと思います。

農業参入の形態は、農地保有、所有適格法人と自

ら設立する場合や、農業者を協働で設立する組合法

人などがあるかと思います。法改正を受けて企業が

参入するなど、農業の事業継承は多様化しており、

農地を手放したい所有者、現役農業者には、今幾つ

もの選択肢があるかと思います。

その中で、個人農家の場合は、子供や孫など親族

に相続して引き継ぐことが一般的ですが、法人化し

ておけば、共同経営や従業員、親族以外の第三者へ

の事業継承も可能になります。

法人は、規模にかかわらず、社会保険に加入する

義務があり、社会保険の事業主負担は発生するもの

の、従業員の働きやすい環境を整備することがで

き、福利厚生等充実させることなどにより、人材の

確保も有利につながります。

ただいま御答弁いただいた中で、現在、企業が関

連している農業法人が５法人があるというふうに伺

いましたが、関連する企業の業種などは教えてもら

えないのでしょうか。

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） １０番井村議員の

御質問にお答えいたします。

農地所有適格法人に関しての御質問の中で、企業

に関連する件数の、その企業の内容についてでござ

いますが、事務のほうが、手続上の事務は、農地所

有適格法人の届出を農地を取引する際に提出しても

らうことになりまして、その際に内容のほうを審査

するというような手続となります。その手続すると

きの審査要件の中に、どのような企業が参入してい

るか、またそういった出資しているかという内容に

ついては、審査の項目にございませんので、今、質

問がございました、その条件については把握してい

ないところであります。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） そうしたら、役員構成だ

けで分かるということなのだと思いますけれども、

今、農地のリースとかで企業が参入しやすくなった

というふうに伺っていますが、賃貸での農業法人の

参入は、上富良野にはないという認識でよろしいで

すか。

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（安川伸治君） １０番井村議員の

御質問にお答えいたします。

今の農地所有的確保法人において、賃貸借での利

用しているという数は、現在のところございませ

ん。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） すみません。今、数のこ

とに関しては分かりました。質問をいたしません

が、会社法人というのは、要件を満たして登記さえ

できれば設立は可能だというふうに考えています。

それで、今後においても答弁の中で、農業人口増

加のため企業の新規参入の支援、協力を進めるとと

もに、経営の法人化による資金融資、融資の件は、

それぞれ個人の事業計画の中にあると思いますけれ
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ども、企業の新規参入の支援、協力を進めるという

ことは、町独自として何か進めるということでしょ

うか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

法人の参入を助成していくということは、町独自

では現在のところ、回答させていただきましたが、

施策は持ち合わせておりませんが、サポートはして

いきたいと。併せて、特に法人を目指して、法人を

特に優先してやっていくというわけではございませ

ん。事業継承の方法は、今までどおりの家族でやっ

ていくこともありますし、家族の継承以外の第三者

もありますし、そのほかに法人という選択肢もある

中で、農業の後継者を確保する一つの手段として

は、非常にこの法人化というのも有効と考えており

ますので、同じようにサポートをしていきたいと考

えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 分かりました。ただ、話

が戻るかもしれませんが、農業法人の企業が関連し

ている法人の中で、例えば不採算性が出てきたら撤

退とか、または隠れた外国人オーナーが入っている

とかという可能性があるかもしれない中で、そうい

うことに対しての今後の対策とか法策とかに関して

は、何かマニュアル的なものを町としてあるかどう

かだけ伺います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

商業登記も含めて、登記、会社法人を登記すると

きはいろ、いろ出資とか、役員の登記もあるかと思

います。農業のこの法人についても同じだと思いま

すが、なかなか外国人だから駄目とか、出資者も含

めて、なかなか事前に規制することは難しいのかな

と考えておりますが、問題が顕在化しないように情

報収集を行うことは、最低、町としてはいろいろし

なければならないのですが、事が登記に関してのこ

となので、町としてもできることが、対抗してでき

ることがなかなか少ないのかなと考えております

が、その中でもできることは調査、研究してやって

いきたいと思っております。農地を守るためといい

ますか、農業振興のためには、できることは尽くし

ていきたいと思っております。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 分かりました。

集約が進んでいる地域は別として、上富良野町の

６,０００ヘクタールの面積を今後、このように条

件不利地を抱えた町として、法人、農家で受け切れ

ないことは間違いないと思います。いずれにしても

個人、法人が地域農業の一担い手となることは間違

いありませんので、今後、行政対応もしっかりとさ

れることを期待しております。

次に２番目の質問ですけれども、上富良野町には

土地利用型の農家も多く、その８３％は後継者がい

ないと第９次農業振興計画にアンケートで出ており

ますが、全国的にも２０２０年農業センサスによれ

ば、年齢層は２４から４９歳の農業従事者は増加傾

向にあるというふうに書かれています。若者の価値

観の多様化に起因していると考えられていますが、

かつて農業はマイナスイメージが強く、現在ではス

マート農業など先端技術が導入され、農作業の効率

化が向上し、作業効率、作業の省力化も可能となっ

たことから、農業に対する視点が変わり、生活手段

ではなく、ビジネスとして価値観を見出したり、

個々のライフタイルを大切にする方々が増えている

中、一部の自治体では、独自の就農支援で担い手が

増加し、定住成功した例もあるというふうに聞いて

います。町として新規就農者を受け入れる体制とい

うことが重要かと思いますが、将来、学ばせながら

継承を考えている農家等の協力を得る施策とかは検

討されているか伺います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

新規就農者を町として確保するというのは、非常

に重要な課題といいますか、農地を６,０００ヘク

タールを守るためには、議員言われた８０％強が後

継者がいないという問題、農地を守るためには耕し

てもらう、耕作する人を探さなければならないの

で、これは重要な問題だと思っております。その中

で、農業が敬遠されているというのではないかとい

う御指摘がありまして、昔のような３Ｋという、き

ついとかそういうイメージ、やはり敬遠するのがあ

るのかもしれませんが、そういうのをなるべくイ

メージチェンジといいますか、議員をおっしゃるよ

うに、若者が参入しやすくするように、ビジネスと

して捉えてみたり、ライフスタイルを重視してみた

り、そういう施策は必要かと思いますが、どういう

施策を打つにしても、町だけではなかなか完結しな

くて、どう考えてもといいますか、今ある既存の農

家の農業者の皆様の御理解と御協力がないと、その

地域に新しく新規参入が入っていくにしても、その

地域で理解と協力がないと成り立っていかないもの

と考えておりますので、ここは行政と、もちろん旗

振り役として、中心となってこの問題を解決するの

に進んでいきますが、ぜひ新規参入者と、そして既
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存の地域の皆様と力を合わせて、この問題は初めて

それで解決するような問題なのかなというふうに捉

えております。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 担い手を集めるというよ

うなことなのですけれども、ただ単に集めればよい

というわけではなく、大変だと存じますが、新規就

農者を集うためにどのような方策を取っていくかと

いうことで、現在、地域おこし協力隊の方々もおら

れる中、町の就農支援で移住を誘致するため、上富

良野の魅力をどのように発信しているのか、また

ポータルサイトなどを利用している自治体もありま

すが、そのような方策は取っておられるのか伺いま

す。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

町で就農する方の支援は、資金的な支援は、答弁

で書かさせていただいたとおり資金等の支援はして

おりますが、そのほか町の施策として、議員おっ

しゃるとおり、地域おこし協力隊も活用しながら進

めております。そのほかにもっと大きく移住・定住

のほうも含めて町のイメージ、住みやすいところ、

移住にするには当然なりわいといいますか、普通の

若い人であれば、職業も考えて移住してこなければ

なりませんので、その選択肢として、イメージしや

すいように農業、そういうことも考えながら、移

住・定住のポータルサイトは、それを含めて上富良

野はこういうところですとＰＲしているところであ

ります。

以上です。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 今、移住・定住のほうに

話がそれそうになって、今、あくまでも農業、農業

の新規就農者ということで御質問をさせていただい

たのですけれども、いずれにしてもいろいろサイト

を見て上富良野を選択する方がおられるとするなら

ば、基本的な要素というものがそろっていなければ

ならないと思います。まず、よく書かれているの

が、住む家があるか、病院があるか、交通の利便、

買い物の利便性など、また子供の教育施設など、景

観、しっかり地域の特徴が、景観があるものが大切

だと考えています。上富良野は、要素はほぼほぼ

整っていると思われる中で、何とか移住促進を、町

を活性化させるために新規就農支援だけではなく、

移住全体をサポートする総合的な施策、体制が必要

になるかと思います。

今、町長お答えいただいたので、２番については

よろしいですけれども、３番のほうの質問に入って

いきます。

日本の農業は、家族経営が農業経済全体の９６％

を占めていると言われています。一般的には、家庭

でともに稼ぎ生計を共に行うのは農家で、役割分担

や報酬などについては、明確にされることなく、曖

昧になってきたという現状があります。今や一般社

会において、男女共同参画など、農業においても、

個々の立場や役割を尊重する時代になってまいりま

した。互いに助け合い、成長し、話合いをして、女

性、その家族が能力を発揮できる環境整備を改善す

るため、家族経営協定があるというふうに考えられ

ています。家族経営協定を結ぶことによって、家庭

内、また農家のイメージが変わり、後継者、それを

見て育った子供たちがイメージを変えてまた後継

者、そして担い手育成の延長線上には、形的に給与

とかも決めるので、法人化ということもあるかと思

います。

答弁の中で、女性農業士についてもさきに述べら

れたのでお聞きはしませんが、女性農業者と高齢農

業者の活躍の機会を広げるというふうな答弁があり

ます。女性農業者に対しては農水省などで、既に女

性農業者グループの支援や女性が働きやすい環境整

備支援などを通じて、女性農業者の居場所づくり、

女性農村への地域の定着を目的として補助金などを

交付されておりますが、町としては今後、過去にさ

れていましたが、町としては女性農業者に対して、

施策は現在、何か考えておられますか。あるかもし

れませんけれども、そのほかに何か支援策を考えて

おられるかお伺いします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

女性農業者ということで、経営者も含めてなのか

もしれませんが、なかなか今までの従来ですと、男

性が経営者ということで、なかなか一朝一夕にすぐ

ぱっと変わるものではないと思いますが、今後に期

待して、期待といいますか、男女同等にといいます

か、農業士のほうも現在男性の方ばかりなのです

が、家族協定等々を利用してどんどん女性の方が農

業のほうに携わっていってくれれば、その後何年か

後には経営者も含めて、農業士も含めて女性の方が

登場してくるのかなというふうに、その応援の仕方

を町が今こういう施策を持ってやっているというも

のはございませんが、町としても多様な考え方、男

女の雇用ではありませんが、活躍の機会が均等です

ので、女性の活躍も、女性の考え方、女性の力も借

りながら、あらゆる分野で、当然この農業も含めて

男女ともに考えていかなければならないのかなとい

うことで、後押しはしたいところですが、具体的な
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政策はまだまだこれから、調査、研究という段階だ

と思っております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 今後、調査、研究される

ということで、よろしくお願いいたします。

ただ言葉の中に、高齢者農業者の活躍の機会とい

うふうにありますが、農業を続けていただくため、

少しでも長く続けていただくための何か施策があっ

て言っているのか、その辺を伺います。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

高齢者の方の活躍ということで、これは家族経営

協定のところで、関係で述べさせていただいており

まして、高齢者の方の知見を拝借しながら、家族協

定で役割を明確にして、やりがいを経営移譲をした

からと言って、全くノータッチとかそういうことで

はなく、家族協定の中でしっかりと役割を持って

やっていただければ、いろいろ優遇措置も家族協定

にはありますので、これを活用して、高齢者の方も

まだまだ活躍していける制度なのかなというふうに

考えております。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 家族協定の中ということ

ですので、地域の高齢者ということではないという

ことでしょうか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） １０番井村議員の御質問に

お答えしたいと思います。

家族の中で経営に携わっていれば、自然と、おの

ずとといいますか、地域の中でもそれなりの、農業

に携わっているわけですので、地域の中でも活躍す

る場面というのはこれからあるのではないか、また

そういう場ができれば、もっともっと高齢者の方も

活躍する場面を、この協定以外でも、地域でもつく

れていければよいのかなというふうに考えておりま

す。

以上です。

○議長（中澤良隆君） １０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君） 分かりました。今後、少

しでも農家戸数を減らさないという再生産につなげ

ることなど、農業活性化につなげるものだと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

４番目の質問なのですけれども、手続が複雑化す

ると思いまして説明いただきましたが、あまり変わ

らないということで理解をいたしました。今後も農

地法に基づく事務を執行される行政委員会として、

よろしくお願いいたします。

以上です。

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１０番

井村悦丈君の一般質問を終了いたします。

次に、８番中瀬実君の発言を許します。

○８番（中瀬 実君） 私は、さきに通告をしてお

ります２点について町長の見解を求めます。

まず１点目については、町道の維持管理計画につ

いてであります。

上富良野町の町道は、１級が２８路線、２級は２

９路線、延長は１５８キロであります。特に１級路

線は、住民生活が車社会の現在、重要な役割を果た

しております。これらの１級路線の中で、路面状況

が悪化している町道が多く見られます。ほとんどが

供用開始から年数を経過し、車の通行量が増加し、

また車の大型化など、様々な状況の変化により路面

は凸凹、クラック状態となっております。

町は対策補修をしていただいておりますが、それ

も限界となっている路線もあります。計画的に改修

していく必要があると思われます。

そこで、以下４点について町長にお伺いします。

１点目は、路線のオーバーレイを実施する目安の

基準はどのようになっているのでしょうか。

２番目、町道を改修する優先順位の決め方はいか

がでしょうか。

３番目は、冬期の除雪に向けてデリネーターの位

置の修正と除雪の目安となる積雪計を設置する考え

はないか。

４番目は、町道にせり出している雑木の伐採処理

の進め方はどのようにしているのかを伺います。

２項目めは、第３次観光振興計画の具現化につい

て。

上富良野町の観光客の入り込み数は、最盛期、年

間１００万人を超えたときもありましたが、近年で

は大きく減少し、コロナ感染症の影響も受け、令和

２年、２１万人まで減少。コロナが５類へ移行し、

若干回復しつつありますが、近年町村との入り込み

数の差が大きく、苦戦している状況であり、観光客

の呼込みが課題となっております。

その中、上富良野八景の一つであるジェットコー

スターの路を訪れる観光客は年間を通してあり、人

気のある観光スポットであります。今回、第３次観

光振興計画で重点課題として位置づけられ、現在発

生している、懸念される観光障害を解決するために

課題が４点挙げられております。

そこで、具体的な対応策をお伺いします。

一つ目は、路上駐車対策はどうされるのか。

２番目、車道への立入り防止対策はどうされるの

か。

３番目、ごみのポイ捨て対策はどうされるのか。
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４番目、農地への立入り対策はどうされるのか。

加えて５点目として、上富良野町には多くの観光

資源があり、この強みを生かすためのイベントの仕

掛け、観光客の呼込みの具体策について、町長の見

解をお伺いします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の２項目の御

質問にお答えいたします。

まず１項目めの町道の維持管理の計画についての

４点の御質問にお答えいたします。

まず１点目の路線のオーバーレイを実施する基準

についてでありますが、本町における町道は４３２

路線、総延長４２７キロメートルであり、そのうち

１級、２級路線は合わせて５７路線、総延長は１５

８キロメートルとなっており、これらの町道の多く

は建設から４０年から５０年が経過し、舗装面の損

傷が進んでいる状況にあります。損傷の原因といた

しましては、経年劣化や大型車の通行、路面下の埋

設物の施工における舗装切断・復旧に伴うもののほ

か、凍上が起因するものが主なものとなっておりま

す。

御質問のオーバーレイを実施する基準であります

が、主としてひび割れ、わだち掘れ、舗装のへこみ

等を総合的に評価し判断しているところでありま

す。

次に、２点目の改修の優先順位の決め方について

でありますが、損傷の程度の評価結果と幹線道路、

生活道路などの重要度も踏まえ総合的に評価し、優

先順位を決めているところです。

次に、３点目の冬期の除雪に向けてデリネーター

の位置の修正と除雪の目安となる積雪計の設置につ

いてでありますが、まず、デリネーターの用途につ

きましては、冬期間に限らず郊外の路線における悪

天候時に、道路の幅やカーブなど、ドライバーに対

して視認性向上を目的として設置をしているところ

でありますが、除雪作業においても幅出しを行う際

の目安としております。デリネーター本体の傾きの

修正や破損部品の修繕に関しては、予算の範囲内に

おいて、降雪期を迎えるまでには修繕を行ってまい

りますので、御理解をお願いいたします。

また、除雪作業の出動の目安を目的とした積雪計

の設置についてでありますが、現在、市街地４か

所、郊外７か所の計１１か所の観測ポイントを設

け、委託業者による雪見パトロールにより１２セン

チ以上の降雪が確認された場合に出動することとし

ておりますので、積雪計の設置は考えていないとこ

ろであります。

次に、４点目の町道にせり出ている雑木処理の進

め方でありますが、例年、除雪や草刈りなどの町道

の維持管理業務に支障となる雑木の除去や枝払いを

行っています。また、自然災害時の倒木対応や雑木

による通行障害が発生している箇所につきまして

も、可能な限り対応しておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。

次に、２項目めの第３次観光振興計画の具現化に

ついての５点の御質問にお答えいたします。

御質問の西１１線道路、通称ジェットコースター

の路につきましては、第３次観光振興計画の重点課

題として掲げているものであり、今後の近隣住民や

営農者をはじめ、通行する方の安全と安心を確保す

るための障害解消と、魅力的で集客力のある観光ス

ポットとして、適切な活用を図るための条件整備の

両面において検討を進めているところであり、その

具体的な手法については、現時点で確定的なことを

申し上げる段階にはありませんが、まず１点目の路

上駐車対策としては、①一定程度の駐車スペースの

確保、②視点場の整備、③視点場への誘導などの対

策が必要と捉えています。

観光客の動線して旅の思い出を残すよう、最も撮

影に適した場所を探し、数キロに及ぶジェットコー

スターの路区間内の任意の地点で路肩に停車してい

ると考えられるため、西１１線道路に南北両方向か

ら入線した段階で、特定の視点場に誘導することな

どが有効であると考えております。

次に、２点目の車道への立入り防止対策について

でありますが、近隣その他の観光地の例を見ても決

定的な対策は見出されていないのが現状であると認

識しております。

観光客の皆様には、道路への立入りを避けるよ

う、また観光客を含めた通行車両に対しては、制限

速度での走行や前方注意などに留意いただくよう呼

びかけてまいります。

次に、３点目のごみのポイ捨てについてでありま

すが、現状において他の路線と比較して、ことさら

にポイ捨てが多いという認識はございませんが、１

点目にお答えしました対策をもって、さらに減らす

ことができるものと期待しております。

次に、４点目の農地への立入りについてでありま

すが、１点目にお答えした対策、さらに他の地域で

は、駐車場や道路と農地の間に緩衝地帯として、擬

農地や花畑などを設置しているケースもあり、その

効果について検証してまいりたいと考えておりま

す。

次に、５点目の観光客呼込みに向けた具体策につ

いてでありますが、ジェットコースターの路のよう

なスポットの課題解決による入り込みの増加や、ラ

ベンダーフェスタなど観光客を呼び込めるイベント

がより活発になるよう、担い手確保等に努めてまい
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ります。また、夏のラベンダー観光だけではなく、

冬の上富良野の魅力を観光コンテンツとして昇華、

定着させられるよう、様々な財源、機会を活用して

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。

８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） ただいまの答弁で、オー

バーレイの基準については理解をいたしました。そ

れをオーバーレイをするための前段階で、凸凹だと

かクラックだとか、そういったものが出ている、そ

れらを判断する、評価する、それは結果的には誰が

判断するのか。

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ８番中瀬議員の

オーバーレイの誰が判断するのだという御質問にお

答えさせていただきます。

判断といたしまして、町の担当職員が現地を見な

がら、主な要因となるセンターライン付近の縦のク

ラックだとか横の横断クラック、あとマンホールと

構造物の段差、あとわだち掘れの深さ等々を調べた

中で判断をしているものでございます。近々の調

査、舗装状況の調査、主要道路ということで３種４

級路線、２４路線、令和２年度に調べたところで、

取りあえずレベル４段階に振り分けまして、１であ

ればまだまだだなという中で調査した結果、２４路

線の中で４路線ほど、もうそろそろわだち掘れ、ク

ラック、走りづらいなという路線は把握していると

ころでございます。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 私が聞いたのは、誰が判断

するのですかと聞いたのです。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問に答

えしたいと思います。

最終的な判断はもちろん町長である私が予算編成

の中で、当然限られた予算の中でやりますので、そ

の中で判断させていただいております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 最終的には町長が判断する

ということで、理解はいたしました。

そこで、町ではオーバーレイをするための優先順

位といって、１３路線を指定しています。１３路

線。この１３路線は、いわゆる生活道路として１級

路線、そういった重要な路線である中だから、それ

を指定しているのだと思います。そんな中で、重点

路線のオーバーレイをする中に１３路線あるのです

が、その中で供用開始からかなりの年数たっている

ものからいろいろあると思いますが、基本的に、こ

こで具体的に申し上げますが、上富良野町の北２８

号西道路は、これはいわゆる農免道路として供用開

始から５０年たっています。そこで、５０年たって

いるのですが、１０年前に草分住民会、江幌住民

会、静修住民会、これから早期改修の要望書が出て

います。それは御存じですよね。

そこで、これは私も前町長のときに一般質問をさ

せていただいております。当時の町長はこのように

答えています。「オーバーレイを含めた道路改修及

び側溝の改修につきましては、各住民会より多数要

望書が寄せられておりますことから、町といたしま

しては、地域の要望及び現場状況を考慮し、優先順

位を決め、年次計画を持ちながら実施してまいりた

いと考えております」という答弁をいただいており

ます。現在の斉藤町長の考えと変わりはありません

か。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

オーバーレイの優先順位のつけ方は、原則そのと

おり、変わっておりません。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） ただいま町長から、前町長

と考えには相違はないという答弁をいただきまし

た。ということであれば、基本的には年次計画、こ

れは大事なことだと思うのです。基本的には、町に

はいろいろなたくさんの道路があります。１級道

路、２級道路、一般道路も含めていろいろあります

が、やはり一遍には改修はできないわけです。基本

的にはある程度の年次計画を持ちながら改修をして

いかなければ、我慢我慢をしていると、その金額

が、とてつもない金額に、一気にやろうとするとで

きなくなってしまうのです。だから、年次計画を

もって、いわゆる優先順位の１３路線については、

何年度までにこの道路はこういうふうにしたいなと

いう、そういう基本的な考えを持たなければ私は駄

目だと思うのです。ですから、その年次計画を持つ

考えは今現在、あるのか、ないのかをお聞きしま

す。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

優先順位はつけて、計画は、そんな緻密な何年に

どうのこうのという、そこまでのレベルではござい

ませんが、ある程度優先順位をつけてやって対応し

ていっているところであります。中瀬議員おっしゃ

るとおり、きっちりとした何年にどうというのは、
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もちろん財源等が確定、有利な財源等があってそれ

でできるのであれば、それはそれで計画どおりやっ

ていければいいのですが、何せ距離も長くて財源も

かかるということで、具体的な年度までは計画には

入っておりませんが、きっちりとした計画をつくれ

ればいいのですけれども、そこまでなかなかできな

いというのが現状かと思います。少ない限られた予

算の中でこの路線を維持していくのは、大まかな優

先順位に従って、駄目なところを決してそのまま放

置しているわけではないのですが、やはり大ざっぱ

な年度を区切らない中で、この限られた中でうまく

対応していっているのが現在の計画のレベルかなと

思っております。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 今の町長の答弁からいけ

ば、年次計画は立てていないということですよね。

基本的には。（「年次は立てていない」と呼ぶ者あ

り）

ということからいけば、基本的には、先ほど私は

確認しました、前町長が優先順位を決め、年次計画

を持ちながら実施してまいります、その考えに町長

と変わりはありませんかと私は確認しました。それ

で今、年次計画を持ち合わせていません、そうした

ら、さっき私が聞いた前町長との考え方に相違があ

るということですよね。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

年次計画はもちろんあればいいですが、現在のと

ころはないです。昔があったのをなくしたわけでも

ないですし、なかなか年次計画は、もちろん正確な

ものがあればいいのですけれども、今まではできて

いなかったですし、これまでも年次計画があって道

路の改修をしてきたわけではありませんので、特に

基準が変わったわけではないと認識しております。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） ぜひ年次計画を立ててくだ

さい。基本的には、オーバーレイをする優先順位の

中に、１３路線が今あるのです。その１３路線が、

いつやるか分からない、年次計画も立てていない、

そんな状況の中で生活道路として使っている人たち

のいわゆる苦労というのは、町長、きちんと分かっ

てもらわなければ困りますよ。これは、１級路線と

か２級路線も含めてそうですが、道路は乗用車で

走ったら、そんなに感じないこともあります。とこ

ろが、我々はトラックで荷物を運ぶのです。そうし

たら、そのときに荷崩れを起こすのです。いわゆる

道路がクラック状態になったり、いろいろな沈下し

たり、いろいろなことがありますから。そういうこ

とが現実に起きているのです。乗用車で走っていた

ら、そんなに凸凹は感じません。ところが、トラッ

クで荷物を積んで走っているときには荷崩れが起こ

して、道路に落ちてしまったとか、そういったこと

が現実に起きているのです。そういったことも含め

ながら、やはり駄目なものはきちっと早めに直す。

そして、町の予算がありません。私も分かっていま

す、確かに。けれども、町の予算がいつオーバーレ

イをするために充足できるかという保障なんかあり

ませんよね。だとすれば、当然のことながら資金対

応を、前に私が聞いたときには、オーバーレイをや

るためには、社会資本整備事業かな、そういったも

のを使いながらやっていくしかないというような話

を聞いています。そんな中で、もし、例えば今現在

ですよ、今現在もしオーバーレイをするとしたら、

１メーター当たりの単価はどれくらいになります

か。分かれば教えてください。

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） 中瀬議員の施工

費、メーター当たりのということの御質問にお答え

させていただきます。

今年度、ケース・バイ・ケースなのですけれど

も、その路面状況にもよりますけれども、路面切削

を行わない場合でメーター当たり大体２万５,００

０円程度を見積もったところでございます。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 今、課長から説明がありま

したけれども、メーター当たり２万５,０００円。

だったら、１キロやるったら、何ぼかかるかすぐ計

算できますよね。これは町道とか１級路線、２級路

線、そんな５メーター、１０メーターの町道なんか

ありませんよね。かなりの距離を、一つの路線やる

にしても、オーバーレイにそれだけお金がかかると

いうことです。だとしたら、当然のことながら、そ

んなそのうち何とかなるみたいなことを言ったら済

まないはずなのです。そのうち、補修や継ぎはぎだ

らけですよ。ほかの町村にもそういうとこあります

けれども。けれども、上富良野町だってそういうふ

うに継ぎはぎだらけの道路が多くなっている。そこ

を、先ほどから私が言っているとおり、年次計画を

立てて、この道路については、おおよそめどこれぐ

らいの間にこれをやりたいなと、そういうものを考

えていかなかったら、行き当たりばったりでどうし

ようもならなくなったからやりますというのでは、

私は手遅れだと思います。ですから、きちんと年次

計画を立ててください。これは、町長にお願いしま

す。年次計画を立てるつもりはありませんか。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。
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○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

なかなか苦しい台所事情も議員のほうで理解して

いただきありがたいのですが、町長としても、町と

しても、そのうち何とかなるとか、行き当たりばっ

たりとは考えていなくて、何とかしたいのですが、

議員がおっしゃるような年次計画、何年にどの路線

を何メーターとか、そういう細かい年次までは立て

られない、立てていないというのが現実ですが、先

ほども課長答弁させていただきましたが、優先順位

はついておりますので、町内の北２８号道路を含め

て、全町で１３路線ありますので、その中で優先順

位は決まっておりますので、年次まではきっちりと

したものはなかなか難しいですが、その優先順位に

従って今後も整備を進めていきたいと考えておりま

す。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） １３路線の優先順位が決

まっているのですね。１３路線の優先順位は決まっ

ているということですね。１３路線のうちのここが

１番、ここが２番、ここが３番で、１３番まで決

まっているということですね。今の町長の答弁から

いけばそういうことですけれども、それでいいので

すね。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

１３路線のうちどこがひどいか、その中の優先順

位はちゃんと把握しているということです。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） おかしいですよ。さっき確

認したのですよ。１３路線の順番は決まっています

と町長、言ったではないですか。今、確認したら、

順番は決まっていないけれども優先順位があるのだ

ということでしたよね。これはおかしいですよ。だ

から私が言っているのは、１３路線のうち、１番か

ら１３番まで路線があるとすれば、どこが１番なの

だという、それを確認したのです。それは全くない

ということですよ、それからいけば。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

誤解が生じたようですが、改めて真意を答弁させ

ていただきますが、１３路線の１本ずつの優先順位

ではなくて、１３路線のうちどこが悪いかというの

は、現場で把握しております。その中の優先順位は

ちゃんと決めておりますということで御理解をお願

いしたいと思います。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 町長、ちゃんとしっかりし

てください。１３路線あるうちの、何ぼ職員が理解

しているといっても、町長が順番を決まっていると

いう、さっきちょっと、訂正はしたかもしれないけ

れども、言ったのだよ。だから駄目だって私は思う

のです。けれども、これ以上言っても、多分、今の

ところすぐには順番を決めるとかということにはな

かなか難しいと思いますけれども、これはきちんと

１３路線、おおよそこれぐらいにはやりますという

ことだけは、これは心に念じてやっていただきたい

と思います。そうしないと、先ほどから言っている

とおり、全部の路線が一遍に駄目になったときに

は、大変なことになる。だから、ある程度きちんと

順番を決めておいて対応していくというのが大事だ

と思っているから私が言っているので、その辺の対

応をこれからもよろしくお願いいたします。

次に２項目めですが、これは次、デリネーターの

関係です。デリネーターは、いわゆる先ほどの答弁

をいただきましたけれども、これは車の幅、それか

ら雪降ったときや何かに道路の幅がここまでありま

すよという、その目安となっているのがデリネー

ター。それが結構、何ていうか、場所によってはま

ともに建っていなくて、横向いたり、大変なところ

もあるのです、現実に。私もいろいろなところを

ちょこちょこ見ていますが、町道の中で、そういっ

たデリネーターの角度がおかしなところは、絶えず

除雪しているところ。冬場除雪していないところ

は、真っすぐに建っています。だから何が原因か。

それは、基本的には除雪車があまりにも寄り過ぎて

いるというのも一つの原因です。だから、確かに道

路の幅ぎりぎりまで除雪をしたいという運転手の気

持ちは、分かります。けれども、あまりにも寄り過

ぎたために、それを根元から、倒れているようなデ

リネーター、よく見てもらえば分かりますが、根元

かなり切れています。そういう状態の方が多いので

す。だから、それをどうこうしろとは言わないけれ

ども、少なくても元の位置に修正できるような努力

をしていただきたいと思っています。ですから、年

間の予算も決まっているでしょうから、そんなに一

遍にはできないのも分かっています。そこで伺いた

いのは、デリネーターが設置する基準、何メーター

に１本とか、例えばカーブだったら何分の角度だっ

たら何本必要だ、その基準はあるのですか。

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ８番中瀬議員のデ

リネーターの設置、間隔の基準についてなのですけ

れども、ちょっとカーブ付近の設置間隔は忘れてし

まったのですけれども、直線部におきましては、平
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行であれば４０メーター間隔、もしくは４０メー

ターの千鳥という設置基準がございます。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） そこで伺いたいのは、当時

は、今課長が言われたような間隔で設置されていま

す。ところが、今現在は損傷とかいろいろなことが

あって、なくなっているところがあります。そうい

う対応というのは、特別何かここがなくなったとこ

ろについては、今までどおりこの間隔で建てなけれ

ばならないという基準はあるのですか。

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ８番中瀬議員の御

質問にお答えさせていただきます。

確かに除雪だとか、その他事故等で欠損という

か、ない箇所もございます。ただ、それは元に戻せ

だとか、交通安全上の絶対つけるという基準はござ

いませんけれども、予算の限りで、昨年度におきま

してはたしか２４本ぐらいだったかなと思います。

１１線道路のほうにないところを設置させていただ

いたところでございます。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 今、課長が言ってくれた１

１線道路の関係も、せっかく新しいのを作って建て

てくれたのです。ところが、３日、４日した時点

で、もう既に損傷して駄目になっているのと、それ

から、デリネーターの上に反射鏡がついています

が、反射鏡が盗まれている状態なのです。これは誰

が盗んだか分かりません。そういう状況になってい

て、せっかくのデリネーターの役目は、半分か、そ

れはできていない状態にもなっているということか

らいけば、少ない予算の中ですが、できる限りの中

で設置をしていただきたいと思っております。

次、除雪の関係の特に必要になってくる積雪計に

関係しては、町では今のところ考えていないという

ことですから、今までどおり、例えば本町の積雪の

関係については、富良野のデータを利用しながらや

るということで理解していいのですね。

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ８番中瀬議員の積

雪計の関係ですけれども、議員御発言、言われたと

おり、積雪の深さ、深につきましては、富良野の観

測のデータを活用していきたいと思っているところ

でございます。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） それでは、この部分の最後

ですが、いわゆる町道の縁のところに雑木がせり出

しているところがあります。これは、いわゆる道路

敷地内のいわゆる歩道、ついているところは歩道、

それから歩道よりちょっと離れているところに境界

杭があります。そこの木というのは、当然、個人の

所有物ではないはずですよね。当然、町の所有物で

すよね。それを例えば、邪魔になるから、俺、切る

わと。切ってしまったらどうなるのですか。それを

教えてください。

○議長（中澤良隆君） 建設水道課長、答弁。

○建設水道課長（菊地 敏君） ８番中瀬議員の雑

木の処理の方法という御質問にお答えさせていただ

きます。

中には、町民の方で、ここ邪魔だから切らせてく

れという町内会の方々もおられます。ただ、それも

前提として、町の敷地という確認を取ってから切り

たいなという方もいらっしゃいます。ただ、黙って

切られる方に関しましては、町も雑木の本数、管理

しているわけではございませんので、そこの辺の判

断は、町としても難しいところかなと考えておりま

す。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 極力、せり出している木に

ついては、皆さん、立派な車最近乗っていますか

ら、せり出してそこを擦っていくのです。車、傷つ

くのです。そのときに、文句の言う人と言わない人

がいるかもしれませんが、もし万が一そういうこと

があったら困りますので、極力そういったものは除

去していただきたいと思っています。

次、第３次の観光振興計画の具現化についてお伺

いします。これは、たまたま観光振興計画が今年度

から３年間ということで計画をされております。そ

こで伺いたいのは、まず町長にお伺いしたいのは、

以前、このジェットコースターの、いわゆる八景の

あの場所が、町長の思いはどれくらいあるのかとい

うことを私、聞きました。そのときから今も変わっ

ていませんか。答弁をお願いします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

前回と変わっていないと思います。正確に何と

言ったかは記憶にありませんが、大切に、今でも大

切な場所と考えております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） ジェットコースターの路と

いうのは、これ年間を通してほぼ毎日のように、数

は分かりません。けれども、来ています。それで、

町としては、この１１線のジェットコースターの道
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路に、以前、年間どれぐらい訪れているかという統

計というか、何か取ったことありますよね。そのと

きの数字を分かれば教えてください。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

カメラで撮っておりまして、台数は今、数字は手

元にございませんが、件数は把握しております。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 人が来ている、人が来てい

るというのは、言葉でいうのは簡単なのです。だけ

れども、年間どれぐらいの人が、車なり、自転車で

もいいです、いろいろなことで訪れている人がいる

と思います。それを町では、年間どれぐらいの人が

ここに訪れているかということが大事なのです。大

事だと思うのです。けれども、だからこそ町長も、

あの場所はすごく上富良野町としては集客力のある

ところだと認識していることを前回のとき言ってい

るのです。ですから、今回の第３次振興計画でも、

最重要課題として、いわゆるこのジェットコース

ターの路については、課題を挙げながら対策を講じ

ようとしているのです。当然、それはしてもらわな

ければならないわけです。ですから、こういった対

策を立てて、計画を立ててくれているのです。いる

のだと思っています。ただ、問題は、解決するのに

もそう簡単にはいかないことだと思っています。

それで１点目に伺いたいのは、いわゆる今は、あ

そこは駐車禁止の場所です。そこに車が停められて

います。そこで町長が考えているのは、駐車場を造

りたいと思っているのか、駐車帯を造りたいと思っ

ているのか、確認します。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

駐車帯なのか、駐車場なのかというのは、確定的

な結論はまだ出ておりませんが、とにかくあそこの

危険を回避するために、何らかの方策を取りたいと

思っております。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 町長、駐車場を造るか、駐

車帯を造るか、それによって計画の中身が変わって

くるのだと思います、基本的には。いわゆるジェッ

トコースターの頂上部分というのは、一般的に言え

ば、道路交通法上からいけば、駐車禁止なのです。

見通しの悪い頂上のところに車を停めていいという

交通法規はありませんから。そこに車を両側に停め

ているのです。そういったことを解消するために

は、基本的には駐車場か駐車帯をきちんと整備しな

かったら、あそこは解消できないのです。できない

のです。町長、特別な策があれば別です。できない

と思います。

そこで、私が伺いたいのは、この第３次振興計画

を立てる前の年、昨年、私、一般質問をしていま

す。そのときに町長は答弁してくれています。第３

次振興計画をつくる予定があるから、その中できち

んと検討していきたいというふうな答弁をしていま

す。それ、昨年から今までの間に、この計画はつく

りました。けれども、計画はつくることは誰でもで

きるのです。問題は、計画をいかに実効性のあるも

のにするか、しないか、それが一番大事なのです。

ということは、駐車帯を設けるか、駐車場を造るか

となれば、あそこの地権者から多少なりともこの土

地を譲ってもらえるかどうか、そういったものをき

ちんと確認、ある程度していなければ、この計画は

全く無駄になってしまうのです。そういうことなの

です、結果的には。だから、地権者と、実は売って

くれないかもしれないけれども交渉は１回ぐらいし

てみたとか、面会をしてみたとか、そういうことが

あるのか、ないのか、確認します。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

中瀬議員の個人的な感想、思い、計画に対する、

事前に地権者と接触すべきだという思いは十分理解

できますが、地権者と接触しなければ計画をつくれ

ないとか、それはちょっと極端かなと思っておりま

す。もちろん地権者の意向というのは計画に非常に

影響を及ぼしますが、地権者と私は特に接触してお

りませんが、計画としてはまず駐車場ありきの話で

もありませんし、路肩、路側帯でも駐車帯でも構い

ませんので、そういうふうに、その中で、今できる

中で、もちろん将来地権者との話合いができるこ

と、できないこと、将来ありますが、計画としては

今おっしゃった、あそこの混雑状況を解消したいと

いう、そういう計画をもってあそこをやりたいとい

うふうに、そういうのが計画ですし、私も何とかし

てあそこを危険、混雑を解消したいと考えておりま

す。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 全然話になりませんよ。基

本的に、私もさっき言ったように、計画を立てるこ

とは誰でもできるのです。それをいかに実現できる

かどうかというのが問題なのです。ということから

いけば、今の町長の考えからいけば、路側帯でもい

いし駐車場でもいいのだ、特に地権者との何の話も

ないのだ、この計画は計画立てるのならいいかな、

特別これできなかったらそれでもいいのだな、そん

な感触を私は受け止めたのです。だから駄目だと
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言っているのです。基本的には、計画は実効性のあ

るものを町としては立てていかなかったら、私は駄

目だと思うのです。だから結果的に、いや、どっち

みちそんなもの売ってくれる予定もないから、そん

なもの言ったって無駄だと言うのだったら、この計

画そのものの解消ができないです。解消できる予定

があるのですか。これを例えば駐車場が地権者がも

し売ってくれなかった場合には、これ駐車帯だっ

て、今のところぎりぎりです。縦にぎりぎりという

か横に、斜めに入るような駐車帯、無理です。最低

限でも駐車帯は設けてもらわなかったら解消できな

いわけです。それが、町長の思いが私は何としても

駐車場はあそこに造りたいのだと。造るために努力

するのだと。そういうことがなかったら、解決する

ものもしないはずです。だから、駐車帯にするの

か、駐車場にするのかというのが一番大事な部分だ

と言っているのです。これはお金の問題ではなく

て、これは地域のことも含めながら、地域の我々

だって、あの道路を仕事のために何回も通るので

す。そのときに、私たちが白い目で見られるので

す。何でこんなところをトラクター通るのだ、何で

この時間に来るのだというような目で見られるのが

私たちなのです。観光客は、俺たちは関係ないので

す。俺たちが道路の真ん中で跳ね飛び上がったり、

寝そべったり、そういう写真を撮るために来ている

のです。俺たち、私たちは、生活のためにその道路

を通っていのです。その対策をきちんとしてもらわ

なかったら、私たちは困ると言っているのです。そ

れを、いや、まあいいのだ、適当に駐車場でも駐車

帯でもいいのだ、地権者と話合いできなかったらそ

れでもいいのだ、それでは私は困ります。そこら辺

は、町長、もうちょっと考え直してください。町

長、もう１回答弁をお願いします。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

私が適当にいいのだと言った記憶はございません

ので、この辺は事実に反している。真摯に考えてお

ります。計画に何を書いているのかというのは、

「駐車スペースの確保」と書いてあります。ですの

で、何も駐車スペースをどこにという具体的な計

画、その形態、駐車場なのか、スペース、路側帯な

のかということは、これから決めていかなければな

らないことですので、もうまさに地権者がどうのこ

うの、地権者のがありきみたいな話はまだまだこれ

から、やはり計画を立てて、駐車スペースの確保、

渋滞の解消に向けて、地権者のほうがもちろんいろ

いろあるかもしれませんが、その中で何が最善なの

かというのは考えていかなければならない。計画を

先に立てるのがおかしいというのは、ちょっと私の

考えとは違うなというふうに感じております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 町長と私の考えが違うか

ら、これ以上言っても恐らく平行線だと思いますけ

れども、私は町長としてこういうふうになるために

努力をしますとか、そういう言葉が見えてこないの

です。やはりそれなりの、こういった町の大きな観

光振興計画です。これらを立てるときに、やはり町

長、それぐらいの腹積もりを持ってやらなかった

ら、できることもできなくなるのです。だからそれ

を、私はこれは無理だから、これははっきり言って

この駐車帯と駐車場は無理だから、ほかの場所に駐

車場を造って歩いてそこへ来てもらうのだと言うの

なら、それはそれでいいです。けれども基本的に

は、ここに訪れる人たちは、駐車違反だろうが、人

に迷惑をかけようが、自分の好きなところに車を停

めて、そこで写真を撮ったり何かするわけです。だ

から、離れたところに車を停めて歩いてきてそこで

写真を撮るとか、そういうことなんか、ほとんどの

人は考えてないのです。考えてないと思います。だ

から、町長の腹積もりはその程度なのかということ

を私は確認しているのです。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番長瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

もちろん一番ベストのところに駐車場を造りた

い、そう思ってます。ただ、私は前提条件なしに計

画を作りましたけれども、前提条件をつけているの

は申し訳ない、中瀬議員のほうで、地権者が駄目と

言ったらとか、私は前提条件まずなしで、あそこに

取りあえず造りたいと。腹積もりとおっしゃるなら

言いますけれども、本当にベストのところに造りた

いと思っています。できるかどうかはまた別かと思

いますけれども、中瀬議員の御意見は十分承りまし

たけれども、目指しているものはベストだと。その

中で今後、実情に合わせて計画は、実態は変わって

いくのかもしれませんけれども、その中でベストは

尽くして、今の危険な状態等々、中瀬議員おっしゃ

るとおり、近所の営農にも相当支障を来していると

いうのは認識しておりますので、今の状態がいいと

は決して思っておりませんので、ぜひこれは一日も

早くといいますか、解消したいという思いはありま

すし、その中で条件といたしまして、ベストな条件

で解消したい、そう思っております。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 最初からその話を聞きた
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かったのです。それを回りくどく言われても、理解

はできないのです。だから、結果的には町長という

立場ですから、私は困難なことはあるかもしれない

けれども、これを実現するために私は頑張ると。そ

ういう気持ちを聞きたかったのです。それが何か中

途半端な答弁で終わっているから、私はおかしいと

言ったのです。

これは、やってみなければ分からないこと、たく

さんあるのです。だから、いかに町長といえども、

やれること、やれないことはあるはずですから、そ

れは仕方ない。けれども町長が、私のある程度の気

持ちを込めて、そこにこの計画を実現できるよう

に、私は精神誠意頑張りますと言ってくれたら、そ

んなに時間をかけなくてもよかったのです、はっき

り言って。そういうことなのです。だから、そのた

めに今後とも努力していただきたいなと思っており

ます。

そして次に、農地の立入りについては、日本人も

入っているのです。外国人ばかりなら、私も少し許

せると思っている。というのは、例えば英語が分

かっているから、韓国語がどうの、それは全部駄目

だ、本当は駄目なのだけれども、その看板を横目で

見ながら入っていくのだ。看板、見なくて入ってい

るのなら、まだ分かる。けれども、看板を見て何書

いてあるのだと見ながら入っていくのだ。これは看

板の効果あると思いますか。看板の効果ないので

す、はっきり言って。そして写真を撮る。これは本

当に俺たちというか、我々は農家の作物を作ってい

て、その中で、９日の日にも町長、作況調査やりま

したよね。そのときに、イモ畑に行くときにここか

ら入らないでください、ビニール袋を靴に履いてい

ない人は入らないでくれ。それはそこなのだ。いわ

ゆる観光客はどこから来ているか分からない人が来

ているわけです。だったら、それらは何としてもそ

この畑に入らないようにするための努力はしなけれ

ばならないということなのです。だから、他町村の

例をどうのこうの言うつもりは全くありません。け

れども、将来的にはそこに入るようになったとき

に、何らかの防ぐ方法は考えていかなければならな

い。だと思います。いろいろな事例もあると思いま

すから、そういったことも含めながら今後の対応策

を、当面はどうする、将来はこうしたいという考え

があれば教えてください。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

農地への立入りは、本当に上富良野、もちろん観

光地だからそうなのですけれども、深刻な問題で、

なかなか日本人が日本語を分かっていながら入って

いく、今議員がおっしゃられたとおり、本当にモラ

ルによるところが非常に大きい。ゆえに、なかなか

対策も難しいのかなと思っております。農地全部を

囲むわけにもいかない中で、町としては啓発するの

が精いっぱい、今のところは努めておりますが、そ

れでもなかなか立入りが横行するようであれば、農

家の方に迷惑がかかるようであれば、やはりいろい

ろな事例を研究しながら、検分、いろいろ研究し

て、対策は今のままでもちろん済めばいいですけれ

ども、なかなかそうはいかないと思っておりますの

で、次の対策、次の対策、どうすればいいのかとい

うのは、常に考えていかなければならないと考えて

おります。

以上です。

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。

○８番（中瀬 実君） 畑の立入りについては、基

本的にはできるだけ入らないようにしてくれれば一

番いいのです。けれども、それは無理だとすれば、

やはり何らかの、今の看板ではなくて、看板以外の

もので何とかなるものがあれば、それらも含めてあ

る程度検討していただくことが必要だと思っていま

す。そうしなければ、人間は１人が入ると、連鎖反

応で２人、３人、入ってくるのです。これはおっか

ないのです、逆に言うと。１人入ると、あそこ入っ

てもいいんだとなれば、当然その人を見てすぐ３

人、２人になるか３人になるか分かりませんけれど

も、仲間は入ってくるのです。そこの現場に畑の持

ち主はいませんから、入ったら駄目だよということ

を言えないわけですから。だから、勝手に入られて

も仕方ない。だから、そこら辺の対策は、やはり町

としての姿勢は、今後においては何らかの方法、他

町村の例をいろいろ研究しながらでもいいですか

ら、そういったことを検討していただきたいなと

思っています。

町長の答弁をもらって、一般質問を終わらせてい

ただきます。

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。

○町長（斉藤 繁君） ８番中瀬議員の御質問にお

答えしたいと思います。

議員、おっしゃるとおり、繰り返しの答弁になり

ますが、入る人が悪い、これは明らかに人の所有、

民間の所有、私有物の中に入るのは入る人が悪いの

で、これを何とか防いでいきたい。町としても看板

以上に何か効果的なものがあれば、それらも含めて

今後も絶えずといいますか、研究は続けていきま

す。

以上です。

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、８番中

瀬実君の一般質問を終了いたします。
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──────────────────

◎散 会 宣 告

○議長（中澤良隆君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

午後 ２時４２分 散会
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告 

○議長（中澤良隆君） 御出席、誠に御苦労さま

に存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和６年第３回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議

会運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君） 御報告申し上げま

す。 

 議案第１０号教育委員会委員の任命についての

議案、及び閉会中の継続調査申出については、後

ほどお配りしますので、御了承願います。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営

等諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議

員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定

により、議長において、 

      ６番 林   敬 永 君 

      ７番 茶 谷 朋 弘 君 

を指名します。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許し

ます。 

 初めに、１１番北條隆男君の発言を許します。 

○１１番（北條隆男君） おはようございます。 

 それでは、早速入りたいと思いますので、私が

さきに通告した２項目４点につき、教育長に質問

いたします。 

 １項目め、社会教育総合センター維持管理につ

いてですが、今までも何回もいろいろな議論をい

たしましたが、もう一度確認したいと思います。 

 １点目、アリーナ天井裏の結露などの問題に対

し、改修計画と今後の予定をお願いいたします。 

 ２点目、武道館、屋外防水工事は実施計画書に

記載されているが、内部天井の雨漏りした場所の

取替えなどの修繕は行わないのか。 

 ２項目め、島津球場の整備について。 

 ３点目、内野の整備と外野の雑草除去など、施

設管理をどのように行っていくのか。 

 ４点目、ホームランライン用のネットの常設設

置はできないのか。 

 以上、２項目４点につき、教育長に伺いたいと

思います。お願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の２項

目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの社会教育総合センター維持管

理についての２点の御質問にお答えいたします。 

 １点目のアリーナ天井の改修計画に関しまして

は、令和３年３月にアリーナ天井材の一部破損を

確認したため、修繕対応を行い、これまで逐次目

視による安全確認を行いながら、現在も利用して

いただいております。 

 この間、令和３年１１月に実施設計による改修

内容をお示ししたものの、その後、資材調達が困

難であるとの判断から、工事の実施を見送ってき

たところであります。 

 しかし、アリーナ部分はスポーツ利用はもとよ

り、災害時には町民の安全を確保する重要な避難

施設としての用途もあり、その天井材の仕様につ

きましては、既存施設の特例により適合義務がな

いとはいえ、現行法規が求める安全基準には合致

していないことから、早急な改修が必要との認識

を持っているところであります。 

 そのため、今定例会におきまして、実施設計に

必要な経費を補正予算として計上させていただい

ており、その中で検討した避難施設として最適な

安全対策の工法で、令和７年度工事に向けて検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の武道館における内部天井の修繕

に関してでありますが、武道館は平成６年度建設

後、約３０年が経過しております。 

 屋根の防水につきましては、金属部分にさびの

発生が見られることから、今後の腐食による漏水

等を抑制するため、実施計画により令和７年度に

改修工事を計画しているところであります。 

 議員御質問の内部天井につきましては、天井仕

上材の変色を４か所確認しております。 

 現在のところ、変色部分の拡大や水の滴り等を

見受けることはありませんが、屋根防水部分から

の影響も考えられることから、防水部分の改修工
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事に併せて、内部天井につきましても天井材の張

り替えなど必要な修繕を実施してまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、２項目めの島津球場の整備についての２

点の御質問にお答えいたします。 

 １点目の、内野整備と外野の雑草除去等の施設

管理に関しましては、雑草除去及び芝の刈り込み

は、随時、職員が現地を確認し、必要に応じて施

設管理業務の受託者に指示し、除去等の作業を実

施しております。 

 内野の整備に関しましては、雑草除去や不陸部

分の補修等の維持管理は適宜行ってきております

が、降雨によるぬかるみ跡や土が硬くなっている

など、利用者が求める設備には至っていない面も

ありますことから、利用団体の意見をお伺いし、

快適に利用が図られる施設として、適切な維持管

理に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目のホームランライン用のネットの

常設設置に関しましては、既存のネットは平成３

１年度にソフトボール協会からの要望に基づき設

置したものであり、土中のさや管に地上部のポー

ルを差し込むことで、ネットをホームランライン

沿いに張ることができ、また冬季間は取り外すこ

とも可能なポールの劣化が防止できる構造であ

り、有効な整備と理解しているところでありま

す。 

 しかし、設置から５年経過により、ポールの強

度や設置間隔、また破損により代替品を設置して

きましたが、ネットにたわみが見られる部分もあ

ることから、今後ポールの増設設置を図るなど、

ホームランラインとして必要な機能が果たされる

よう対応したいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） まず最初に、アリーナ

の天井裏の結露に関しては、前、換気扇を回して

やっていますと言いましたが、それで今後対策は

問題ないのかどうなのか。それで問題ないという

考えの下でこの天井裏にかかるのか。それとも、

そこのところをこれからきちんと考えているの

か、聞かせてください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えいたします。 

 社会教育総合センターアリーナ天井に係る結露

の課題でございますが、これまでアリーナ天井に

つきましては、既に今既存の特定天井をつけてい

ることから、そことの間で結露が生じている実態

はございました。ただ、この天井材につきまして

は、既に令和３年に実施設計もしておりますが、

それと併せまして、今回の実施設計補正に係る内

容につきましても、この結露の課題につきまして

も検討すべき内容と考えておりますので、その辺

は具体的に課題解決に向けた内容については精査

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） このアリーナの天井の

中に、補正で出してもらっている予算内で結露の

問題と、それから天井の改修工事ですか、それは

天井を今までどおり元に戻すのか、それともなく

して、そういう裸のままで見せ、さらしにする天

井にするのか。そういうところを３点とも、この

補正の内容の中で設計できるのか、聞かせてくだ

さい。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えいたします。 

 これまで社会教育総合センターの改修につきま

しては、３年ほど時間が経過しており、大変町民

の皆様にも御心配をおかけしている課題だと認識

しております。 

 今、北條議員の御質問にありました、まずア

リーナの天井自体が、今後どのような形でこの機

能を維持していくときに最適なのか、この方法に

ついて検討していくことが今回の課題となってお

ります。 

 そのときには、議員御質問にいただきました内

容のものについても、十分検討する材料だと認識

し、今回の補正予算の設計に、内容の検証に当た

る予定となっております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 予算といっても、正直

言って、何ぼも時間ありませんよね。それを考え

ると、どちらかでやるのかというのも大切なので

すけれども、それを確認します。どちらが安いか

という問題もあるし、どちらが機能的にいいかと

いう問題もあるし、そういうのを我々議会にもお

示しいただき、その案を考えさせてもらえる時間

はもらえるのですか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えいたします。 

 今現在予定しているスケジュールでは、本議会

において補正予算を計上させていただき、この補
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正予算が議決承認をいただきました後のスケ

ジュールにつきましては、年内にまず実施設計の

概要につきまして、町のほうに報告をいただきま

して、来年度の予算に向けて、その内容について

はお示しできるような段取りとなっております。

議会のほうにも十分その説明には、こちらのほう

から報告、並びに来年度の予算に向けた方策等に

ついては、御審議いただけるような内容を御説明

する準備と考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） どちらかにするのかと

いうのを、町民もそうだし、我々議会もそうだけ

れども、そういう、どちらがいいという提案を求

めた中で、我々が意見を言える場所もあるという

考え方でいいのですか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えいたします。 

 まず、私どもも実施設計を追加して、実施設計

をし、検討すべき内容につきましては、今回、将

来に向けてのうちの社教センターの施設機能を維

持していくための内容につきまして精査し、きち

んと説明・報告はさせていただき、なおかつ、議

会には、きちんと説明責任は果たしていきたいと

考えております。 

 どちらがいいか、議会との議論の場面がどのよ

うなスケジュールの中でなるかというのは、やは

り、私ども所管としましては、厚生文教常任委員

会、並びに議会のほうでの議会運営の中で全体と

しての協議も必要ということであれば、そのよう

な形は議会とも十分調整を図る可能性はあるかと

思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） ということは、十分時

間的には間に合うと。そして、予算化して、７年

度に着工できると。何か話を聞いていると、この

内容というのは、先に何か実施設計の前に値段を

ある程度、検討した結果、どちらがいいかという

結果で、実施設計に入るのが本当でないかと思う

のだけれども、それをまとめて一括してやってし

まっているので、そういうのは我々に考える時間

をもらえるのか、町民も意見を聞きたいのであれ

ば、そこら辺もきちんと時間を取れるのかという

のは、どうもはっきりしないような気がするので

すけれども、それはどれくらいの時間を考えて、

それを言っているのか、教えてください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 北條議員が御質問いただいている十分な時間と

いうのが、期間なのか、回数なのか、中身なのか

という議論はあるかと思いますが、町としまして

は、やはり来年工事を、何らかの工事を進めてい

きたい、このアリーナの天井改修を進めていきた

いという考え方のもとから、その説明責任につい

ては、スピード感を持って、きちんと皆様に納得

のできる説明状況についてはお話をさせていただ

きまして、議会のほうには御審議いただきたいと

考えていきます。 

 ただ、今この段階で何月何日に、何月にという

形はちょっとお示しできませんが、すでに年内、

改めまして来年の予算編成にきちんとした説明が

できるような形で、今準備を進めていこうという

スケジュールで考えております。 

 ただ、どちらかの方法にすることで、今回やる

べきではないかというお話もありましたが、そこ

までの熟議が所管でもちょっと定まってなかった

ので、まずは現在ある実施設計の案、それと今回

追加する実施設計の中身によって、どのような方

向性が一番最適なのか、これについて十分検討

し、提案したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） それでは、その辺の話

はよく分かりましたので、十分我々とも議論をさ

せていただけるような時間を取っていただきたい

と思います。 

 次の武道館の天井なのですけれども、そうした

ら７年度に工事にかかるという考えでいいのです

ね、何もなければ。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えいたします。 

 武道館の整備につきましては、最初、答弁でも

述べさせていただいたとおり、現在町の実施計画

の中では、令和７年度に屋上防水並びにその改修

については、現在計画をしているところでありま

すが、あくまで今年度の実施計画でお示したもの

でありますので、このほかに何か緊急度が上がる

ものがあったときには、再度その時期について

は、今のところは実施計画に乗っている予定年次

ということで、御理解いただきたいと思います。

今現在のところは令和７年度に予定させていただ

いております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 
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○１１番（北條隆男君） 分かりました。そこら

辺も何もトラブルがないということを願って、７

年度にやっていただきたいと思いますので、よろ

しくそこのところをお願いいたしたいと思いま

す。 

 次に、島津球場の、まず１点目の雑草の維持管

理なのですけれども、これをどのように、この説

明の中ではやっているという話になっているのだ

けれども、やっているのだったら、あんな雑草は

ないと思うのだよね。やっていないから雑草が

いっぱいあるのだから、今後どのようにその雑草

を考えているかというのを、その辺を、できる範

囲の、できないことは言わなくていいから、でき

ることを言ってください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 実際に島津球場の内野整備と外野の雑草除去に

つきましては、私も現場を確認をさせていただい

ておりますが、やはり適切な維持管理には至って

いなかったなというのは、今年度、職員とも確認

をさせていただいたところであります。ただ、指

示につきましては、ある程度、２週間ごと、また

は３週間ごとということで、ある程度、曜日と時

間を指定して指示をしていたところなのですが、

たまたまそのときに降雨だとか、あと、ほかの施

設管理の業務のほうがちょっと遅くなっていてと

いうことで、手が回らなかったことも実態だった

と確認しております。やはり伸びてからではかな

り後の手間も大変かかると思いますので、これに

つきましては、きちんと現場確認をしながら、今

後維持管理につきましては、この島津球場だけで

はなく、ほかの屋外施設全てございますので、そ

れについては適正な維持管理に努めるよう指示し

たいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 今、この雑草の問題な

のですけれども、今現在、外野グラウンドに除草

剤をまいているのではないのかなという、色から

見て、枯れているのですよね。色が変わってい

る。除草剤をまいたような形になっているのだけ

れども、除草剤をまいていないのですか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 除草剤の散布については指示はしておりませ

ん。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） そうであれば、内野側

ののファウルゾーンの芝は色が変わっていないの

ですよね。何で外野だけの芝があれだけ色が変

わっているのか。１０日の日にちょっと見たので

すけれども、あれはどう見ても除草剤をまいてい

るような気がして。なぜ言うかというと、西小の

野球の子どもたちも使っているのですよね。そこ

へ除草剤をまいていいか悪いかというのは、分か

ると思うのだけれども、そこはまいていないとい

うことで間違いありませんでしたか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 子どもたちも含め、大人も含め、スポーツ施設

として利用するところに除草剤の散布というの

は、やはり利用する以外のところの教育委員会が

所管していない場面についてのところは、答弁は

できませんが、社会教育施設の中でそのようなも

のを使うことは、私自身はないと考えております

が、その色が変わったのが何であるのかは、確認

をしなければならないと思いますので、少しお時

間をいただけますようお願いしたいと思います。 

 ただ、ここで答弁させていただきたいのは、そ

ういうことは今後も一切ないということで、職員

のほうは徹底した指示をしたいと思います。も

し、そのような変わったことがあれば、何でその

ようになったのか、ちょっとそれについてはしっ

かりと、適正な管理を進めるように調査したいと

思います。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） なぜそういうことを言

うかというと、前教育長は除草剤をまきますと

言ったのですよね。だから、職員がまいても全然

不思議ではないのですよね。だけれども、まく場

所ってありますよね。ファウルゾーンのベンチの

裏側のところを見たら分かるが、あそこもフキま

で生えているのですから、そういうところを処分

するなら分かるけれども、グラウンドの中にまく

とは思っていなかったので、それでそういう質問

をしたのだけれども、そこら辺はやはりまいても

らったら困るのですよね。そして、除草剤でなく

ても、草取りする、雑草を抜くといっても大変な

手間ですから、そこを、管理できないのであれ

ば、芝を剝がしてもグラウンドとしては使えるの

ですよね。 

 あの雑草の中で子どもたちも、ソフトボール協

会も使っているのだけれども、二、三十センチ伸

びた、何ていうか名前は知らないのですが、あれ

がいっぱい生えていて、歩くたびに音がするので

すよね。そこの中でやるぐらいであれば、芝でな
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いほうがずっといいような気がするので、そこら

辺はどういうふうに考えているかちょっとお聞か

せください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 先ほどの除草剤の散布についてでございます

が、グラウンド内には基本的には除草剤は使いま

せんし、まきません。しかし今、議員がおっ

しゃったとおり、前教育長がどのようにおっ

しゃったかはちょっと私分からないのですが、グ

ラウンド以外のフェンス後と道路との間のところ

は、そこはやはり刈り込みもしますけれども、除

草剤をまいているというのは今ちょっと確認しま

したので、ただそれはグラウンド外のことです

が、その薬剤がもしかしてどこかに飛んで、その

ような草が枯れるようなことがあっては、それは

やはりそういうことになっては困りますので、そ

れの除草剤のまき方については十分厳重に留意し

た形で、作業を進めるようには指示したいと思い

ます。 

 また土の部分と実際に芝の部分との今２段に

なっていて、かなり土も硬く、芝も適正な管理が

できていないという御質問がありましたが、この

辺についてはきちんと利用する団体、うちの町に

も約６団体、そして年間約１,０００人ほどの方が

あそこを利用していただいています。まして町内

の子どもたち、少年団の子どもたちが夜間練習も

しているというのも聞いておりますので、ここの

島津球場の整備につきましては、きちんとその辺

どのような形の整備が一番望ましいのかも含めま

して、今後検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 今のこの雑草の問題な

のですけれども、そうすれば除草剤まくのも今現

在、今年もまいたことないと思うのですよね。と

いうのはそのベンチの周りの話なのですけれど

も、ひどいのですよね。バックネット裏とか。だ

から、芝であればいいのですけれども、あれは芝

でないと思うのですよね、見た感じ。そこら辺の

手入れを、だから芝でなければ正直言って手入れ

もしやすいと思うのですよ。そして土にしてしま

えば、今先ほどの話ではないけれども、グラウン

ド硬いのも、レーキをかけるとか、何か方法はで

きるのだけれども、現状のままだと、外野は雑草

は伸びたままで、先ほど言った何か雨だとかそう

いう理由でできないというのであれば、それに係

る人件費といったらいいのか手間というのはすご

くかかると思うのですよ。そうであれば、そこら

辺も検討しなくてはならないので。ただ芝だから

管理しますといっても、教育長、見たことあるの

であれば、あれは芝と言えないですよね。だから

そこら辺を、もうちょっと内野も、ベンチ周り、

ファウルゾーンも含めて、そこら辺を検討しても

らわなかったら、雑草問題はちょっと整理つかな

いと思うのですよね。だからそこら辺を十分検討

して、どのようにやっていくかというのはやって

ほしいのですけれども、その辺をこれからどのよ

うにするかというのは、全然考えていないと思う

のですけれども、今思う段階でそこはきちんとや

るかやらないかのことだけ、ちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の今後

の島津球場の整備についての御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 私も本当に今回現場を、昨年も現場を引き続き

毎年１回、２回は見せていただいています。まし

て、住民会対抗のソフトボール大会もさせていた

だいておりますので、かなりそこでプレーをする

人たちが、その段差、硬さ、あと外野の雑草、雑

草というか芝の上に入ってきた他の草等によって

足を取られて転倒される場面も実は確認し、大変

ちょっと危険な施設になっては困るなということ

で、それについては維持管理の徹底というのは、

大変これは議員御質問のとおりの内容だと思って

おります。 

 ただ、今後の整備につきましては、今の現施設

の整備につきましても、多分町が一方的に進めた

のではなくて、利用団体ともどのような施設がい

いだろうということで進めておりますし、いろい

ろとソフトボール協会さんからも、実は要望が毎

年上がっておりますので、それにつきましては、

きちんとコミュニケーションを取りながら、こち

らも要望等についてすぐ応えられること、なかな

かすぐは応えられないけれども今後どうしたらい

いかという、特に球場の中については、かなり私

が想定するだけでも相当な経費がかかりますの

で、それについては、どのような形で年次計画を

持つのか、そこも含めまして今後の課題だと今回

認識しておりますので、現時点、議員御質問のと

おり、今のところ計画は今の時点では持っていま

せんので、今後においてそのような修繕並びに整

備については、課題だと認識しておりますので、

今後内部でも協議し、各利用団体とも打合せして

いきたいと考えております。 
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 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 次に、内野の整備なの

ですけれども、二、三日前にちょっと職員の方と

打合せがあったので、やりましたのですけれど

も、職員の方には要望は言わせてもらいました。

そこを含めて、ベンチだとか、屋根つきのベンチ

をつけてくれだとか、それからグラウンドのレベ

ルをきちんと出してくれたとか、今、ひどいので

すよね、雨の後だとかで。そして、土ももうぱん

ぱんで固まっているので、そこら辺も含めて、グ

ラウンド整備をきちんとそこら辺もしてくれと。 

 それと、ファウルゾーンのネットが、保育所側

が物すごい低いのですよね。だから、保育所側に

入っていくのですよ。それで、何メーターかでも

ちょっと上げてくれないかという、それは検討材

料だろうけれども、そういうところも含めて、や

はり今後どのようにやっていったらいいのかとい

うのを検討しなくてはならないと思うので、そこ

ら辺を含めた中で内野の整備を考えてもらいたい

と思うのです。その辺も含めた中で考えてもらえ

ますか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 やはり施設につきましては、町が設置した責任

もありますし、まずは利用団体、利用していただ

ける皆さんが、どのような形で今まで利用し、こ

れから利用していこうか、ここに対しての思い等

があると思いますので、それについては十分やは

りコミュニケーションを持って、きちんと協議を

していきたいと考えております。 

 ただ、私自身も、要望等がやはり多種多様にわ

たることから、今、議員御質問のとおり、全てそ

れを明らかにして、どの時点でどのものを進めて

いくのかということを、お互いに合意をいただき

ながら進めていくことが一番ベストではないかと

考えておりますので、なかなかすぐ、今日言って

いただいて明日ということにはならないかもしれ

ませんが、できることは即時に、できないことは

ある程度お互いに年次をもって、いつまでにどう

いう内容ならという具体的な内容も、職員も全て

プロフェッショナルではありませんので、その辺

は利用者の方と、あと他の町の施設もいろいろと

調べながら、その辺の整備については、今後検討

していかなければいけないことだと考えておりま

すので、北條議員、職員からも報告を受けており

ますので、それについては十分内部で検討してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 早急にやってほしいの

は、島津球場の横に、島津公園のトイレがありま

すよね。あのトイレの女子側のトイレ側がガラス

なのですよね、上のほうが。それであそこにボー

ルを当てることがあるのですよ、打った人が。そ

れで、女子トイレの中で利用してる人がいるとこ

ろへ、ソフトボールが入っていったら、ちょっと

危険もあるので、ガラスだから割れる可能性があ

るので、あそこのネットだけでも早急に何かいい

方法を。ネットを張るといっても大変かもしれな

いけれども、その辺を含めてちょっと考えてもら

わなかったら、何かあってからでは相手に迷惑を

かけるので、人間が絡むので危険なので、考えを

聞かせてください。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、ネットのほうだ

け答弁してください。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 島津球場は、島津公園と隣接して整備している

運動施設でございまして、議員御質問のとおり、

実際にファウルゾーンのところが、実は島津公園

のトイレの入り口に、直近近くに設置されており

ますことから、そこにはネットもないですし、実

はボールが飛んでいったという事実も聞いており

ます。また、わかば中央保育園のほうにも打球が

飛んでいったと。あそこの高さもどうなのだろう

という御指摘も利用者からあるというのもお伺い

しております。 

 これにつきましては、既に整備をしてネット

も、わかば中央保育園が民間になったときに、あ

そこの施策につきましては、ネットを張るなど、

町としては対応したとお伺いしておりますが、今

後、そこに関わる延長上なのか、改めて島津公園

との出入口となるトイレなのか。トイレにつきま

しては、島津球場を利用する人もそこを、トイレ

を利用するだろうということで、大変そこについ

ては、機能的にうちの利用者の方も利用している

と聞いておりますので、その辺の対応について

は、今後、実際に島津公園を管理している所管と

も協議をしながら、対応策については検討すべき

内容と感じております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） トイレのネットだけは

早急に考えてもらうようにしなかったら、やはり

何かあってからでは、ソフトボール協会のほうが

言われるので、それを言われたら役所にしか言い
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ようがないのだけれども、でも何かあってからで

は遅いので、そこは早急にトイレだけは、ガラス

の関係だけは解決してほしいと思います。 

 そして、最後になりますけれども、今のホーム

ランラインのネットなのですけれども、ポールも

含めて、春と秋に、協会が設置して、協会が外し

てやっているのですよ。それはやはり職員の方も

２名ぐらい来て手伝ってくれますけれども、それ

もいつまでも協会がやらなくてはならないものな

のか。検討材料の中で入れてほしいのですけれど

も、どういうふうに考えていますか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員のホー

ムランラインネットに対しての御質問でございま

すが、このホームランラインのネットの常設につ

いても、私もちょっと資料を調べさせていただき

ましたら、当時、障がい者のスポーツ大会で、そ

ういう物品を用意していただいたことから、それ

を使って、そこをホームランラインとして活用す

ることはどうだろうということで、協会のほうか

らも、社会福祉協議会のほうからも、提案を受け

て、教育委員会としては整備をさせていただいた

と記録が残ってございました。 

 今後、北條議員の御質問にある内容のもので、

この取り外しと取付けをすることよりも、もっと

違う方法がよいのか、それともこれの整備につい

てきちんと対応することが整備としてはいいの

か、それについては、町としましても、また利用

団体のほうにも、いろいろとちょっと意見をお伺

いしながら進めていきたい内容だと考えておりま

す。 

 現時点では、今、たわみがあったり、いろいろ

と課題があるのは分かりましたので、それについ

ては、改善を早急に図るように指示したいと考え

ております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 今の答弁では、利用者

に聞くということは、協会がずっとやらなくては

ならないということもあり得るということなので

すか。そこら辺はどうなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 春、秋と島津球場を使う前と使った後に、御支

援いただいていることは大変、協会のほうには感

謝申し上げたいと思います。うちの職員が２名ほ

どしかいなく、協会のスタッフが、その何倍も出

ていただいての作業だとも聞いておりますが、こ

れは協会がずっとそれをやり続けるのかという御

質問でしたが、それはそういうふうなやり続ける

ということではなくて、やはり自分たちの使う球

場として、どこまで御支援をしていただけるの

か。そして、それはもう自分たちはできないか

ら、あとは町でやってくれというような御意向も

あるのでしたら、それはきちんと話も聞かなけれ

ばいけないと思っておりますので、今は町と協会

と一緒に整備の準備等をしていただいていると私

は認知をしておりましたので、これを永遠にずっ

と続けるということでの解釈ではございません。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） ということは、協会が

求めれば、それに対して考えをやってくれるとい

うことだと思うのですけれども。そして、これも

何年もかかると言ったら変なのですけれども、５

年も６年もかけて、これからやるようなことでは

ないと思うのですよね。それは、希望を言えば遅

くとも二、三年内にある程度順序的にやってくれ

なかったら、やはりソフトボール協会もコロナの

関係からチームも減っているのですよね。だけれ

ども、これをなくしてしまうと、やはりナイター

設備もついていて、そこで健康のために運動する

人も多いのだから、それを続けようと思って協会

も頑張っているのに、やはりそこら辺も考えても

らって、来年やれとは言わないけれども、計画が

あるのだから、ちょっと早めにそこら辺も考えて

もらわなかったら、我々もだんだんだんだん人が

減ってきているので、チーム数も下がっているの

で、少なくなっているので、そこら辺も考えても

らって、希望すれば二、三年内にやってほしいの

ですけれども、そこら辺はどうなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 今、現時点で何年以内とか何年後というのは、

明言できないのですが、ただホームランラインの

ネットの公設なのか、取り外し方式がいいのかも

含めまして、この辺については、グラウンド整備

に関わることにも関わりますので、これについて

は、きちんと今後町と島津球場の整備につきまし

て検討し、利用団体とは十分それについては検討

した上で、改修計画ないし修繕計画については、

検討していくべき案件だと考えておりますので、

それについては今のところは御理解いただきたい

と思っております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） それでは、最後になる

のですけれども、そこら辺を含めて、これから
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も、予算も絡むので、早急にお願いしたいと思う

のですけれども、やはり協会も続けることが目的

としてあるので、そこら辺も協力を願いたいの

で、そこら辺のグラウンドの整備も子どもたちも

絡んでいるので、しっかりとした考えを持って、

協会に意見を求めてくれるのであれば、何ぼでも

答えるので、そこら辺はこれからよろしくお願い

したいと思います。 

 以上で終わります。どうもありがとうございま

す。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１１

番北條隆男君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番米澤義英君の発言を許します。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 私は、さきに通告してあ

りました点について、町長及び教育長に質問をい

たします。 

 １番目には、地域こども食堂についてでありま

す。 

 今、昨今、地域こども食堂というのが話題に

なってきております。その下で、ＮＰＯ法人ひと

り親サポート団体全国協議会アンケートでは、ひ

とり親世帯などで夏休みに学校給食がなくなり、

食材の高騰もあり、子どもの３人に１人が１日２

食になっているとの回答が寄せられています。 

 また、町内においても、親が仕事などで家庭に

いないときは、子どもだけで食事をしている状況

も見受けられます。また、まちの中にもこのよう

な声があります。夏休み、冬休み期間において

も、給食を提供できる、そういった場所、子ども

の居場所があればという声もあります。 

 今、国においては、多様な働き方という形の中

で、親等がなかなか子どもに接する時間がないと

いう状況の中で、今、政府においては、こども家

庭庁を設置するという事態になっております。 

 また、今、政府では、こども未来戦略方針に基

づいて、子どもに対する地域の支援体制強化を目

的とした、地域こども支援強化事業を予算化して

実施するという状況になっております。この事業

は、自治体が中心となって、多様な子どもの居場

所の提供、こども食堂や学習支援を行っている団

体への事業などに支援できる制度だということで

あります。 

 町内においても、今後、こういう問題を取り上

げながら、実施する必要があると考えますが、地

域こども支援事業の内容と、今後の町の対応等に

ついてお伺いいたします。 

 二つ目には、新型コロナウイルス感染に対する

費用負担の軽減についてお伺いいたします。 

 新型コロナウイルス感染は、今では５類移行と

いう状況になりました。しかし、５類移行後も行

われていた抗ウイルス薬や入院費の自己負担軽減

の支援が３月末で終了したという状況もありま

す。 

 コロナに感染し治療する抗ウイルス薬は１万５,

０００円から約３万円の自己負担になるとされて

おります。一定の費用保険の負担が適用されます

が、処方を避けるために、ウイルスに感染して

も、こういう状況の中で診察に行かないというよ

うな、避けるというような、そういう状況も報道

されております。 

 また、この秋から始まるワクチン接種について

も、自己負担がありますが、患者の増大を抑える

ためにも、経済負担的な軽減、町独自の施策とし

て実施すべきかと思いますが、これらについての

見解を求めます。 

 次に、自動運転バスの導入についてでありま

す。 

 町においても人口減少などで、ハイヤー、路線

バスなどの運行に必要な人員の確保が困難になっ

てきている状況が聞かれます。町の将来を見据え

て、環境にも優しく、町民の誰もが利用できる自

動運転バスの導入を検討してみてはいかがでしょ

うか。 

 今、自家用車、バスなどの自動運転は、まだま

だ課題もありますが、町においても、自動運転を

実用化する企業などとも連携して、多様な公共交

通網の維持と町が掲げる二酸化炭素排出量の削減

にも期待できると思いますが、この点についての

自動運転バスの導入についての町長の見解を求め

ます。 

 次に、被災自治体での応援職員の受入れについ

てお伺いたします。 

 能登半島地震で、被災自治体で応援職員の配置

などを定める受援計画が機能せず、職員の受入れ

が滞ったという報道がありました。また、被災者

支援に遅れもあったとの報道もありました。 

 町においては、定期的な火山噴火や自然災害を

想定した他の機関とも連携した訓練も行われてい

ます。しかし、現状でも職員数の確保が容易でな

い状況もあると考えられます。町においては、活

火山の十勝岳もあり、ふだんから地震など自然災

害に備えるための対策、町が被災したときの応援

職員の受入れを想定した計画が策定されていない

という状況にありますが、これらの点についてお

伺いいたします。 

 次に、護国神社の参拝についてお伺いいたしま

す。 
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 ６月６日の北海道新聞の報道では、護国神社の

例大祭に旭川市の市長ほか代理出席を含め上富良

野の首長も参列し参拝したと報道されています。

護国神社は戦犯などを祭る靖国神社と関係がある

とされているところであります。また、靖国神社

は日本の侵略戦争を美化する神社でもあります。

次の点についてお伺いいたします。 

 一つ目に、公的、私的参拝なのか。リボンを着

用し玉串を奉納したことがあるか。リボンに何と

書かれていたのか伺います。 

 また二つ目には、政教分離の観点から政教分離

に反しないのか、この点についてもお伺いいたし

ます。 

 次に、町単独の奨学金制度についてお伺いいた

します。 

 物価の高騰などで高すぎる学費が、学生や保護

者に大変な負担を求めているのが現状でありま

す。今、学生は高い学費の下、アルバイトに追わ

れています。また、生活に困窮し、将来の奨学金

の返済にも不安を抱いているのが現状だと考えま

す。 

 東京私大教連の家計負担調査では、家賃を引い

た生活費も２０２３年度１日６５３円、１９９０

年度においては１日２,４６０円だったのが４分の

１にまで落ち込んでいると述べられています。奨

学金でも、今２人から３人に１人の学生が平均３

００万円もの借金を背負って社会に出ているとい

う現状があるとも述べています。 

 道外の大学で、学んだという方に会いました。

「物価も高く奨学金を借り、アルバイトをしなが

らの学生生活でした。これからは奨学金の返済も

あります」と話してくれました。 

 国の将来を支える子どもたちが安心して学べる

環境を整えるのが、国や自治体の役割だと考えま

す。そのような学生を支援するためにも、町独自

の奨学金制度を設けるべきだと考えますが、これ

らについて、町長及び教育長に見解を求めるもの

であります。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の６項目の

うち５項目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの地域こども食堂についての御

質問にお答えいたします。 

 町内における子どもの居場所に関しましては、

児童館や放課後スクール、放課後デイサービスな

ど、家庭の事情により選択可能な居場所について

設置しておりますが、こども食堂における支援に

ついては行っておりません。 

 現在は、町内にて当該目的となる事業について

活動いただいている団体と協議し、現在策定中の

子ども計画に合わせた事業展開を実施することに

より、地域こどもの生活支援強化事業等の国や道

の支援策を研究し、こども食堂または学習支援の

実施に対し支援を行うよう検討しておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

 次に、２項目めの新型コロナウイルス感染に対

する費用負担の軽減についての御質問にお答えい

たします。 

 新型コロナウイルス感染症については、５類へ

の移行となり、令和６年４月以降は特例的な財政

支援が終了となり、通常の医療供給体制により、

医療保険の自己負担割合に応じた窓口負担となっ

たところであります。 

 新型コロナウイルス感染症の治療薬については

高額となりますが、個々の症状や基礎疾患の有

無、重症化リスクなど、あくまでも医師の診断や

患者との治療内容に関する相談により処方される

ものであり、他の疾病同様に必要に応じた治療が

行われていると認識しているところであります。 

 医療費に関しましては、他の疾病と同様に高額

療養費制度が適用されることになり、所得に応じ

て一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなっ

ていることから、町独自での新型コロナウイルス

感染症の治療に関する軽減策については考えてお

りません。 

 また、ウイルス接種につきましては、６月補正

予算にて議決いただきました内容のとおり、６５

歳以上の高齢者と、６０歳以上６５歳未満の者で

あって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障が

いまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

の障がいを有する者の非課税世帯・生活保護世帯

は全額助成、課税世帯は７割の助成を行うことと

しておりますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、３項目めの自動運転バスの導入について

の御質問にお答えいたします。 

 本町では、高齢者や障がい者の方などを対象と

した予約型乗合タクシー事業、観光客や十勝岳温

泉利用者などのための町営バス十勝岳線、及び町

内の児童生徒の通学のためのスクールバス事業

を、町内ハイヤー事業者に運行を委託して、住民

の方などの移動手段の確保に努めているところで

す。 

 議員御質問の、本町における地域交通に関わる

人員の確保については、現在のところ事業に支障

を来している状況にはないと承知しております。 

 しかしながら、高齢化社会の進行による免許返

納制度の推奨や働き方改革により、交通弱者の増

加、交通分野の労働力不足などが予想されるとこ
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ろであり、議員の御質問の自動運転技術を活用し

た新たなモビリティサービスも、一つの手段とし

て、地域の移動手段の確保のため、本町の地域交

通の在り方について、引き続き研究を進めてまい

りますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、４項目めの被災自治体での応援職員の受

入れについての御質問にお答えいたします。 

 本町では、災害時における北海道及び市町村相

互の応援等に関する協定により、道内における災

害時または武力攻撃事態、武力攻撃予想事態、も

しくは緊急対処事態において、道及び市町村相互

の応援を円滑に遂行するために必要な事項を定

め、速やかに相互応援ができるようになっている

ところであります。 

 しかしながら、災害時には、国や道、他の地方

公共団体、そしてボランティアなどの各種団体か

ら、人的・物的資源などの支援や提供を受け、効

果的に活用し、迅速かつ的確な災害応急対策や被

災者支援等を行うことが必須なため、議員御指摘

のとおり、その実効性を確保するための受入体制

が欠かせないと考えているところであり、当計画

を策定するよう取り進めてまいりますので、御理

解をお願いいたします。 

 次に、５項目めの護国神社の参拝についての２

点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の参拝における公私の区分等につ

いてでありますが、参拝における公私の区分を判

断するに当たり、本人の意思のみならず外形上の

客観的な要素である職務該当性と、それに伴う公

金の支出の有無、公用車の使用等が判断には必要

となると考えております。 

 このたびは、公務の日程に都合をつけることが

できたこと、本町に在住の遺族の方々の参列もあ

りますことから、遺族の方々に寄り添い、戦没者

の慰霊を共に行うとともに、平和への誓いを新た

にしたところであります。 

 就任以来、これまでは他の公務を優先してきた

ことから、初めての参拝となりますが、公用車の

使用、公金の支出もないことから、職務該当性は

低く、私的参拝に該当するものと考えておりま

す。 

 また、リボンの着用もございません。 

 次に、２点目の政教分離に反するかについてで

ありますが、日本国憲法は、宗教団体への特権付

与の禁止及び宗教団体による政治上の権力の不行

使、国等の宗教的活動の禁止、並びに宗教上の組

織に対する公金の支出の禁止を定めており、これ

らを政教分離規定といい、政教分離の原則を定め

ているところです。 

 私の行為はいずれにも該当せず、法令に違反し

ているとは考えておりません。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の６項目

めの町単独の奨学金制度についての御質問にお答

えいたします。 

 子どもたちの中には、義務教育課程を卒業後、

高等学校等へ進学され、かつ専門学校、短期大

学、大学等へと、将来の夢に向かって専門的な学

びへと進路を求めて進学しております。しかし、

学びを継続するためには、学費としての負担が生

じるため、大学など高等教育の経済的な負担の軽

減を図ることを目的とした、日本学生支援機構な

どによる公的な修学資金の貸付や給付制度を利用

していることは認識しているところであります。 

 国では、現行の高等教育の修学支援新制度によ

る授業料等減免や給付型奨学金のほか、来年度か

ら始まる大学無償化制度でも入学金等を無償化す

るなど、低所得者世帯の者であっても社会で自立

し活躍することができる人材を育成し、大学等に

修学できるよう、その経済的負担を軽減する施策

を進めていくことに対しましても期待していると

ころであります。 

 また、他の自治体においては、様々な効果を図

ることを目的とした独自の奨学金制度を構築して

いることも伺っております。 

 教育委員会としましては、現在のところ、新た

な施策は持ち合わせてはおりませんので、町が進

めております奨学金返還支援補助制度や、看護職

員等養成奨学金貸付制度も含め、各制度を広く紹

介するとともに、教育相談や問合せに丁寧に対応

してまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） ここで、暫時休憩といた

したいと思います。 

 再開は１０時２０分といたします。 

─────────────── 

午前１０時０５分 休憩 

午前１０時２０分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩前に引き

続き、会議を再開します。 

 町長から発言の申出があります。許します。 

 町長。 

○町長（斉藤 繁君） 申し訳ございません。 

 今の４番米澤議員への町長答弁の中で、２項目

めの新型コロナウイルス関係の答弁の中、皆さん

に配付されていると思いますが、答弁書の下から

６行目になります。「また、ワクチン接種につき
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ましては、６月補正」と続いているところ、私、

間違って、「また、ウイルス接種」と発言してし

まいました。正しくは「ワクチン接種」でありま

す。訂正したいと思います。どうも失礼いたしま

した。 

○議長（中澤良隆君） それでは、再質問ござい

ますか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 再質問させていただきま

す。 

 地域こども食堂についてお伺いいたします。 

 町においては、地域こども食堂、食堂または学

習支援という形の研究、検討したいというような

答弁でありました。 

 お伺いしたいのですが、町長に、まず上富良野

町における子どものそういった貧困、あるいはこ

ういった部分に対して、当然必要な部分があると

いうような形で、こうなっているかと思います。

それで、町長、町の現状等については、こういう

問題、子どもの貧困の問題を含めた働き方改革の

中で、なかなか子育てが大変だという状況がある

と思いますが、どのように認識されているのかお

伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 現状の認識についてでありますが、児童生徒の

貧困につきましては、教育委員会等のほうに、学

校の要支援、準要保護ですか、一定数、児童数、

生徒数がいるということで、そういう方がいると

いうこと、そういう現状にあるということは認識

しております。 

 加えて、男女機会均等、女性の活躍が進んでい

く中で、共働き家庭が相当数増えているというこ

と、そうすると、やはり子どもの食事の問題とい

うのは非常に大切でもありますし、大きな問題に

なってきているのかなと現状は認識しているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 現状認識ということで、

そういった状況、貧困と思われるような、働き方

改革の中で非常に子どもと接する時間も少ないと

いうことで、認識されているということでありま

した。 

 この制度は、国の事業という形になっておりま

して、複合的な困難を抱える子どもたち、そうい

う子どもたちが安心して、教育施設等における施

設等で立ち寄る、そういう場所づくりや学習・給

食支援という形のできる制度だという形になって

おります。 

 もう既に、ニセコ町や洞爺湖町、芽室町、その

他今実施されようとしているところもあります。

そういったところでは、学習支援も合わせて、給

食支援、居場所という形の中で、支援をサポート

するような、心のサポートをするような、そう

いった部分も実施されております。 

 そういう意味では、この町の食堂または学習支

援の実施という形になっておりますが、この解釈

によればどちらか片方になるのかなと思います

が、読み方によっては両方もあるのかなと思いま

すが、こちらは両方が想定されるのか、どういう

内容で想定されるのか、これからではあります

が、町長の見解を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 こども食堂または学習支援ということで、これ

はどちらかということではなく、両方同時にとい

うこともあり得ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 両方もあるということで

すし、当然学習支援ということもあり得るのかな

と思いますが、そういった意味で、非常に重要な

内容になっているかと思います。 

 そこで、こういう方、今答弁の内容にでもお話

ししましたが、お母さん、お父さんが仕事に出

て、一人寂しく食べているという話も実際聞きま

す。そういうことを考えたときに、子どもは児童

館やいろいろ子どもたちの関わりの中で目をきら

きらさせながら、やはり友達があって遊んで喜ん

で、一日疲れて眠るというような、そういうサイ

クルで活動していると思うのですね。そういう意

味では、やはり親が仕事に行っている場合、一人

で寂しく食事を取らなければならないというよう

な状況が、上富良野にもあります。そういう意味

では、本当にこれは必要な事業でありますし、や

はり町長が肝を入れて実施する内容だと思います

が、今後十分検討されると思いますが、再度この

点について、町長の決意をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 さきに答弁させていただきましたが、町内にお

いて当該目的となる事業について、活動していた

だいている団体と現在協議して、その団体がやる
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だけではなくて、当然町もこの計画の中にそれを

折り込んでいかなければ、この事業は成り立って

いきませんので、当然町も絡みながら、この問題

は解決していきたいなと、この事業がうまくいく

ようにしっかりと後押しも含めてしていきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） この中に貧困層、生活保

護世帯などを含めて、ボーダーラインの方もい

らっしゃいます。そういう方たちも一定程度対象

にできるのであれば、そういった方向での対策

も、この計画を練ると併せて進めなければならな

いと思いますが、この点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 対象の範囲ですね、この辺につきましては、現

在策定中の子ども計画等と各団体との協議の中

で、決定していくものと思いますが、なるべくで

きる限りは、そういう困った家庭に手を差し伸べ

られればなと思っておりますが、基本はこの計画

の中、団体との協議の中で、今後、詳細は決定さ

れていくものと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひいろいろな角度から

検討して進めていただきたいと思っております。 

 次に、新型コロナウイルスの問題については、

いろいろ費用負担が一定程度、高齢者の場合は負

担がかかる制度の中で、減免制度等があります

し、そういう意味で、ウイルスに感染した場合、

その除去のための費用負担というのもかなりかか

る場合もあります。こういった意味では、ぜひ国

等についても、要求していただきたいと思って、

次の自動運転バスの導入等についてお伺いいたし

ます。 

 この点について、研究課題だということであり

ますが、非常に町は人口減少も高齢化という形に

なって、いろいろな事業所の皆さんとお話しした

ときには、やはり近年人手不足という形の中で、

なかなか確保ができない。現状は一定程度確保で

きているけれども、将来は分からないというよう

な、そういう形であります。 

 上富良野町の将来を見たときに、やはり温暖化

計画の中でも、二酸化炭素の削減等が言われてお

ります。そういう意味では、まだまだこの自動運

転のバス等については、実証実験段階という形も

当然あります。そういう意味では、やはりこう

いった力を持っている企業や、いわゆる学校など

とも連携しながら、将来の上富良野町が持続的に

維持できて、社会、誰もが安心して暮らせるよう

な、そういうまちづくりをイメージしながら、こ

ういったところに踏み込んで、やはり率先してこ

ういった問題を町として導入すべきだと思います

が、この点についてお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 町内の公共交通ですね、これを確保するという

のはなかなか、今は運行されておりますが、将来

のことを考えるとなかなか議員おっしゃるとお

り、どうなるのかというのは、人手不足、そして

免許を返納された方、そういう方が増えてくる中

で、町なかのみならず、郊外のコミュニティーを

維持するためにどうしたらいいのかというのは常

に考えておかなければならない問題と思っており

ます。 

 議員おっしゃるような自動運転の交通システム

というのは、なかなかまだ実証実験の段階であり

まして、上富良野のような豪雪地帯の冬がどうな

のか等々見極めながら、これは研究していかなけ

ればならないかなと思っております。 

 そのほかにも、維持するには、今、ライドシェ

アなどいろいろな方策があろうかと思いますの

で、その辺も含めて、現状は現状でもちろんしっ

かり維持していくものですが、将来を見据えた方

策というのも常に検討、研究していかなければな

らないものと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 多様な交通網、交通形態

が今上富良野町にも求められていると思いますの

で、いろいろな角度から、ぜひこういう問題につ

いては検討していただきたいと申し上げたいと思

います。 

 次に、被災自治体での応援職員の受入体制の問

題でありますが、この間、国のほうではこういっ

た応援職員の受入体制の計画をきっちり持ちなさ

いというような方針も出ていたかと思いますが、

上富良野町に至ってはまだ策定されていないとい

う状況でありますが、策定されていない現状とい

うのは、いろいろな要因があるかと思いますが、

どのような要因だったのか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 
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 策定されなかった要因ですが、社会情勢が端的

に言えば、社会の支援の在り方というのが、大き

くスピード、かなり早く変わってきたのがあるの

かなと思います。例えば、ボランティアの受入れ

などでは、被災が起きると、もう今ですとぱっと

みんなが集まってきてもらっているですとか、今

年の能登半島の地震のときでも、救援物資がもう

プッシュ型でどんどん来るような状況というの

は、当時、一昔前までは想定されていなかったこ

となのかなと思っておりますので、この辺は未策

定ではありますが、早急に計画をつくらなけれ

ば、いざそういうときになったとき、十勝岳だけ

ではないと思います。洪水とか、その他ブラック

アウトなどを含めて、いろいろなことが考えられ

ますので、この辺は早急に計画を策定していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） いろいろな要因があっ

て、着手できなかったというような話だったかと

思います。ただ、ボランティアの方々、いろいろ

な他の自治体との、自衛隊との協定も含めて、上

富良野町は実際そういう連携の中で防災訓練もし

ているという状況はあります。 

 ただ、やはり自然災害ですから、想定を超える

ような災害ということが現状を見ていましたら起

こります。計画があったとしても、なかなか人の

配置、段取り等において戸惑ったという状況の中

で、やはり支援がうまくいかなかったというのが

常でありまして、やはりそういう状況の中でも常

日頃からこういった計画を持ちながら、意識づけ

としてきっちりとした計画を持つということが、

より一層今の段階において、さらに求められてき

ていると思いますが、この点に、町長、どのよう

にお考えですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 なかなか計画どおりに事が進まないということ

は世の常といいますか、頻繁に起こりますが、計

画がないと、またこれとんでもないことになりま

すので、計画があるということの意義は十分ある

のかなと、日頃の意識の持ち方等含めて、計画を

つくるという意義は十分あると思いますので、そ

れは大切なことなのだろうと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 上富良野町においても、

職員体制がなかなか整わないという現実も見てい

ましたらあります。そういう意味で、この義務づ

けられているということであれば、やはり率先し

て、当然自治体がこれに基づいて、計画をしっか

り位置づけて進めなければならないと思います

が、いつ頃までに、どういう状況の中で計画とい

うものを位置づけられて、計画されようとしてい

るのか、確認いたします。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前１０時３８分 休憩 

午前１０時３９分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） 休憩を解いて、会議を再

開いたします。 

 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） 令和７年度におきまし

て、地域の防災計画の改定を予定しておりますの

で、当然こちらの計画もそれとリンクする形で、

そうあらなければならないと思っていますので、

併せて令和７年度中に策定を目指したいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ策定を急いでいただ

きたいと思っております。 

 次に、護国神社の参拝についてお伺いいたしま

す。 

 町では、護国神社の参拝等について、政教分離

の観点からも反していない、あるいは私人として

行ったので、こういった問題については抵触して

いないという形で答弁されております。そこでお

伺いいたします。 

 その前に、この靖国神社と非常に深いつながり

を持っている護国神社という形の中で、そのもと

になる靖国神社というのは、御存じのように、日

本の侵略を美化して、そういった戦犯の人たちな

どを祭る神社という形でうたわれております。そ

ういう関係の深い護国神社ということであれば、

やはりそこに参拝するということはいかがなもの

かと思いますが、この点についてどのような考え

なのか。 

 なぜ政教分離が出てきたのかということなので

すが、戦前、国が国民が総出でこの戦争を認め、

賛美するという形の方針の中で、思想信条の自由

も妨害しながら、侵しながら、国のために国民は

働きなさいという形になって、その反省の下から

個人の政教分離だとか、そういったことが提起さ

れて今に至っているわけです。 

 そのことを考えたときに、やはり町長はどうい
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う形であれ、公人だと思います。どこへ行っても

町長は上富良野町の町長なのです。そのことを考

えたときに、私人ではなくて、当然参拝したとい

うことであれば公人の扱いで、そういう認識はな

かったですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、靖国神社と関係の深い護国神社に参拝し

たことがどうなのか。いろいろ元戦犯といいます

か、戦犯ですね。戦犯の方が祭られている靖国神

社と関係の深い護国神社に参ったこと、参拝した

ことが戦争を美化しているのではないか、そうい

う個人の見解だとは思いますが、そういう感情を

持っている方がおられるということは事実かと思

いますが、私が護国神社に参拝したのは、そうい

う戦争を美化する、侵略を美化するわけではござ

いません。戦争の犠牲になった方に哀悼の誠をさ

さげるため、当然上富良野町にも、出身の方も戦

争で、さきの対戦等で亡くなった方がおられます

ので、遺族会の方も出席しております。遺族会の

方に寄り添って一緒に参拝させていただきまし

た。 

 あともう一つ、思想信条の自由、思想信教の自

由を戦前は確かに国家神道ということで強制され

ておりましたが、現在は思想信条の自由は保障さ

れておりますので、現在においては、特に国家神

道を強制されているような状態ではないと考えて

おります。 

 もう一つ最後に、公私については、斉藤繁とい

う人間は一人でありますので、それを物理的に公

私を分けるというのはなかなか難しいと思いま

す。ただ、そんな中でも公私のけじめをしっかり

つけて、公費の支出はなく、公用車も使用せず、

あくまでも私人として、参加、参拝したと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 国等の宗教活動の禁止と

いう形になっております。 

 これは国等という形の中で、第２０条第３項な

のですが、「国及びその機関は宗教、教育その他

のいかなる宗教的活動もしてはならない」という

形で表現になっています。「及びその機関」とい

うのは、地方自治体も当然指すわけですから、い

かなることがあっても、やはり戦前のようなこと

があってはならないし、今、そういった宗教の自

由も保障されているということでありますから、

やはり誤解を招くような、そういったことはして

はならないのかなと私は思っておりますが、その

点はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 宗教活動の禁止、もちろんそのとおりだと思い

ます。国や地方公共団体等が宗教活動を行っては

ならないと思います。というのは、宗教活動を行

うということは主催者、もちろん主催者として何

か祭事を行うということは、国としてもそうです

し、地方公共団体としてもそうだと思います。 

 ただ、お客さんとして呼ばれる場合がありま

す。今回の護国神社以外にも、町の風習、五穀豊

穣祭とか含めて、そういうのももちろん主催者に

立って神社に行っているわけではございません。

町民の代表として、平服で、スーツでお客さんと

して参拝させてもらっていますので、その辺は宗

教活動の禁止には、宗教活動しているわけではな

いと思いますので、これには抵触しないと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ、そういった誤解を

招くような行為というのは、公人でありますか

ら、なるべく避けることが大事だと思いますし、

確かに私人で行く場合もいろいろな諸行事があり

ますからあるかと思いますが、ただ、そういう意

味でもしっかりとした気持ちで、そういった問題

に対する疑われるような、ちょっと言葉が悪いで

すが、そういうことがあってはならないと思いま

すが、今後こういうことがあった場合、引き続き

参拝するという形になりますか、お伺いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 町の諸行事につきましては、もちろん公務の関

係がありますので、絶対何が何でもというわけで

はございませんが、努めて参加させていただきた

いと思います。 

 護国神社につきましても、同じように遺族会の

方と一緒にできる限り、ちょっと距離も離れてお

りますので、できる限りとなりますが、ぜひ遺族

会の方と一緒に参列したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 次の問題に移ります。 

 町単独の奨学金制度について、教育長にお伺い

いたします。 
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 この答弁によりますと、今の町の奨学金制度、

支援制度があるということで、また、他の借入制

度があるということで、相談や問合せについて、

丁寧に対応してまいりたいということの話であり

ますが、そうしますと、町独自の奨学金制度を設

けるとか、そういう考えはないということでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の御質問

にお答えします。 

 現在のところは、教育委員会としては新たな施

策は、今現在は持ち合わせていませんので、その

ような答弁をさせていただきましたが、今回米澤

議員から御質問も受け、私も国の制度並びに他の

自治体の取組についても、今勉強をし始めたとこ

ろでございます。この近隣でも既に取組を実施し

ている実例もお伺いしておりますので、これにつ

きましては、今後におきまして、うちが所管にな

るのか、町としてどのように、どういうところで

進めていくのかも含めまして、将来ある子どもた

ちのために必要な施策ではないかと感じていると

ころでございます。 

 今現在、私個人的にそれをどう進めていくかと

いうのは、明言は避けさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 将来的にどこが所管する

か分からないけれども、いろいろと勉強中だとい

うことの話であります。 

 それで、先ほども申し上げましたが、この間、

そういう奨学金を借りながら勉強したという子ど

もさんがいました。やはり道外に離れますと、費

用負担が増えて、物価も高いという状況の中で、

アルバイトをしながら、勉強もしながら、奨学金

も借りながら、一定程度親の手助けもありました

が、しかしそれだけでは当然賄えないという状況

の中で、必死になって勉強して職にも就いたとい

う形の話でありました。その子どもたちが社会人

になりましたが、子どもさんや学生の皆さん方が

言っているのは、あまりにも今の国の奨学金制度

等は、やはり私たちが勉強するものとしては十分

でないというのですね。 

 また、国の制度ということで、また新たな制度

が始まるかと思いますが、子どもさんが３人いな

ければならないとか、限定的なものがたくさんあ

るのですね。やはりそういうことになると、それ

に外れた方たちというのは、そういった対象にな

らないという問題も出てくるわけで、少しでもそ

ういったものを自治体が応援する、支援するとい

うことが、さらに求められてきていると思います

が、こういった状況など、教育長はどのようにお

考えなのか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の御質問

にお答えします。 

 私も高校時代から奨学資金を受け、大学も奨学

資金を受けて返済をした一人でございます。十

分、米澤議員がおっしゃる実態、そして今、子ど

もたちが抱えていく将来に向けた、夢に向けた学

びを続けることに対して、我が町に専門的学校、

大学等は所在していないことから、やはり自宅を

離れ学ばなければいけない実態があるというの

は、十分私も認知しております。 

 ぜひ、この子どもたちが自分の将来に向けて、

自己肯定感を高め、そして、かつ将来社会人にな

られて、また町に戻ってこられたり、また町以外

でも活躍していただくことを願うのは、これは

私、この立場としても願うところは一緒でござい

ます。 

 ただ、その仕組みづくりにつきましては、まだ

町の中でも、町の中で様々な医療職、また町長が

よくおっしゃっておりますソーシャルワーカーの

人材の確保等も課題だということも聞いておりま

すので、それは本当にうちの子どもたちの将来へ

の学業の学びを続けることに対しての施策を、ど

ういう形で構築していくことがいいのか、国の制

度もございますが、国の制度だけで満足できるよ

うな制度にはなっていないことも十分今回私も今

学んでおりますので、それについて、今後課題だ

と認識し、検討を進めていく事案だと認識してお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 教育長、おっしゃいまし

たよう に、今の制度というの はソーシャル

ワーカー、いわゆる地元に帰ってきて、そういう

人たちを対象にした部分という形になっておりま

す。今それを超えなければ、枠を出て、やはり一

般、道外であったとしても、戻ってきたとして

も、道外で働くとしても、子どもたちが安心し

て、教育長がおっしゃるように学びができるよう

な、負担の軽減もできて、そして学べるような、

そういった環境というのが、本来国がしっかりと

制度としてつけなければなりませんが、まだまだ

不十分な点があります。 

 そうしますと、やはりその不十分なところを、

財源の限りはありますが、地方行政が一定の部

分、やはりカバーしなければならないと私は考え
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ておりますが、こういった形を取りながら、町内

の子どもたちを応援する、やはり未来の国を支え

る、地方自治を支える子どもたちを支援するとい

うことが、何よりも大事だと考えますが、何度も

お伺いいたしますが確認いたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の御質問

にお答えします。 

 やはり子どもたちが学び続けていくためには、

私も今回調べましたところ、昔で言う国公立の大

学等でもやはり４００万円以上、そして私立大学

でありますと、既に医療系でしたら１,０００万円

を超える学費、それにプラス、我が町をやはり一

旦は出て学びを続けるとなると生活費がかかると

いうことで、大変高額な学びの経費になっている

ということは国も示しておりますし、私も今学ん

でいるところでございます。 

 さて、それを御両親がどのような形で子どもた

ちの学びを保護者として考えていくのか。今やは

り課題になっているのは、その学びを続けていく

ために子どもたち自身がその負担を強いられてい

るというところが、この制度の根本的な課題かな

というのを私自身も認知しております。 

 ただ、これに対して行政がどういう形で子ども

たちの学びに対して支援をしていくのか、それに

ついては、やはりきちんと、自治体の事情もある

ように聞いておりますので、その辺も含めまして

きちんと将来に向けた施策について検討すべき事

案だと考えております。 

 今現在、施策についてこのような案というのは

持ち合わせておりませんので、少しお時間をいた

だきながら勉強させていただきたい案件だと感じ

ておりますことで、御理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ、いろいろな角度か

らこういった問題については研究していただい

て、早急にいろいろな制度として、町独自の奨学

金制度をぜひ設置していただきたいということを

申し上げ、質問を終了させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、４番

米澤義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１番佐藤大輔君の発言を許します。 

 １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 私はさきに通告してござ

いました２項目５点について、町長にお伺いいた

します。 

 １項目めは、地域活性化起業人の活用について

であります。 

 地域活性化起業人制度とは、三大都市圏の企業

などが人材を地方公共団体へ派遣し、そのノウハ

ウや知見を地域の魅力向上に生かすことで、地域

活性化を図る制度であります。 

 我が町では令和３年度より、この制度を活用

し、観光資源を活用したツアー造成、新たなグル

メの開発、ロケツーリズムのアドバイザー的関与

など、外部の視点、民間の経営感覚、スピード感

を生かした取組を進めているようにうかがえま

す。そこで以下２点についてお伺いします。 

 １点目、令和５年度、地域活性化起業人の活用

自治体数は、全国で４４９と近年増えてきてはい

るものの決して多くはありません。先進地とも言

える我が町が、これまで起業人を活用してきた中

で、その効果のほどや、見えてきた制度上の課題

などがあればお伺いします。 

 ２点目、現在活動している起業人が、令和６年

度末をもって任期満了となるそうでありますが、

今後、同様の、あるいは新たな分野での採用を検

討しているのであれば、その詳細をお伺いいたし

ます。 

 ２項目めは、地域おこし協力隊についてであり

ます。 

 現在、我が町では１２名の地域おこし協力隊

が、観光や移住、ふるさと納税や農業、さらには

教育など、幅広い分野で自身の経験・能力を生か

した地域活性化の任務に就きながら、上富良野町

民として日々暮らしております。そこで以下３点

についてお伺いいたします。 

 １点目は、協力隊を受け入れる側として、その

体制の在り方など、これまでの経験から見えてき

た課題などがあればお伺いいたします。 

 ２点目、今後も協力隊任用の拡大、拡充をコン

スタントに続けていくのでしょうか。続けていく

のであれば、どのような人材を、どのような分野

で任用し、どのような雇用形態で活躍してもらお

うと考えておられるのでしょうか。 

 ３点目、申すまでもなく、地域おこし協力隊は

任期満了後もその地域に定住してもらうことを目

指す取組であります。現在任用している協力隊員

が任期を終えた後、我が町に定住してもらうため

のサポートには、現在どのようなものがあるので

しょうか。 

 また、今後、それらを拡充する考えはあるので

しょうか。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の２項目の

御質問にお答えいたします。 



 ― 52 ― 

 まず、１項目めの地域活性化起業人の活用につ

いての２点の御質問にお答えいたします。 

 町では令和３年度に１名、令和４年度に１名

と、地域活性化起業人の派遣に関する協定を締結

し、現在１社１名が観光振興や泥流地帯映画化の

推進に尽力していただいております。 

 まず、１点目の効果や課題についてであります

が、上富良野町内の豊かな観光資源を客観的に企

業の視点を持ちながら、なおかつ地域づくりの担

い手として主体的に取り組んでいただいているこ

とで、これまで町として正しくその価値や魅力を

認識できてこなかった新しい観光コンテンツの掘

り起こしや再評価など、今後の観光振興に寄与す

る大きなヒントや知見を得ることができたと考え

ております。 

 制度の課題としては、派遣元企業の立地につい

て三大都市圏に所在することなどの制約があり、

遠隔地となる北海道の自治体は、そのマッチング

が困難であることが課題であると考えています。 

 次に、２点目の今後の採用等についてでありま

すが、現在活用している地域活性化起業人制度の

ほか、国家公務員や大学研究者、民間企業社員等

の専門的な知見を有する人材を幹部職員やアドバ

イザーとして自治体に派遣する地方創生人材支援

制度、自治体が進めるプロジェクトを推進するた

め、現場責任者として外部人材を任用する地域プ

ロジェクトマネージャー制度などがあり、様々な

課題解決のため、活用できる制度は活用していき

たいと考えております。 

 次に、２項目めの地域おこし協力隊についての

３点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の受入体制等を含めた課題につい

てでありますが、３年間の活動内容を明確にした

上で、協力隊の募集・採用ができていなかったこ

と、任期中のサポート及び任期満了後の定住に向

けたサポート体制などが挙げられますが、これら

につきましては今後強化していきたいと考えてお

ります。 

 次に、２点目の協力隊の拡充等についてであり

ますが、地域おこし協力隊制度は、地域が抱える

課題解決や活性化に貢献するだけではなく、地域

住民の意識改革や新たな活力の創出にもつながる

非常に有益な制度と言えるため、今後も様々な分

野で地域おこし協力隊を活用してまいりたいと考

えておりますが、現在地域おこし協力隊推進要綱

の改正が国で検討されていることから、改正状況

を踏まえ検討してまいります。 

 次に、３点目の定住に向けてのサポートであり

ますが、起業・事業継承助成として、協力隊最終

年度から協力隊卒業後１年以内に起業・事業継承

する場合の経費として、上限１００万円の助成が

あるのみとなっており、この助成を今後拡充して

いくという考えは今のところ持ち合わせておりま

せんので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） まず、１項目めの地域活

性化起業人の活用について再度お伺いいたしま

す。 

 １点目についてでありますけれども、なかなか

私ども起業人の方とお会いする機会が少なく、活

動の内容が見えにくい状況にはあるものの、特に

観光コンテンツ開発というミッションを遂行する

上で、そのチャレンジングな取組に対して、私は

高く評価をしております。 

 先ほど町長は、遠隔地となる北海道の自治体は

そのマッチングが困難であることが課題と御答弁

されましたが、昨年度、起業人の採用数全国１位

が北海道であることもまた興味深いところではあ

ります。一旦それはさておき、いずれにせよ、こ

ういったマッチングが課題であるということは私

も十分理解しております。 

 そこで、現在８名の起業人を抱えている東川町

の担当者に問い合わせたところ、東川町では、平

素から多くの企業とのつながりを持って、相互に

メリットを享受するための選択肢の一つ、その一

つが地域活性化起業人の活用であるということを

担当者から聞いております。 

 我が町も複数の民間企業とのつながりがあると

思われますが、このマッチングという課題解決に

向け、東川町の視点、要は起業人の採用、任用の

上で、その土壌を平時から、平素からつくってお

くという、この視点を持つことも必要と考えます

が、この点について町長の見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 上富良野もおっしゃるとおり、いろいろな企業

と関係がありますので、議員おっしゃるとおり、

その下地として、平素から企業は訪問したり、い

ろいろコンタクトは取ってはいるのですが、これ

らを見据えた下地としても、今後十分それは考え

ながら、念頭に置きながら企業訪問、現在ゆかり

のある企業訪問ですね、それも含めて、それを

やっていくということは、非常に有益なことなの

かなと、意味のあることなのかなと考えます。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 
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○１番（佐藤大輔君） その点につきましては、

町長のトップセールスに大変期待をしておりま

す。応援をしております。 

 それでは、２点目に移らせていただきます。 

 ２点目につきましては、私の質問の仕方が悪

かったのか、ちょっと答弁がかみ合っておりませ

んでしたので、再度御質問いたしますけれども、

これはあくまで私がお聞きしたかったのは、起業

人制度の活用における幅出しの話でございます。

他の自治体では、観光振興のほか、自治体ＤＸの

推進、特産品の開発、教育、子育てなどの分野

で、この地域活性化起業人制度を活用しておりま

す。 

 具体的な話をしますと、先ほど出てきた東川町

では、現在、カルチュア・コンビニエンス・クラ

ブ株式会社、これは蔦谷書店などのプラット

フォーム事業を統括する会社でありますが、こち

らの社員が起業人として、町内の中心部にある

「せんとぴゅあ」という施設の中に図書館があり

ますけれども、その図書館のブラッシュアップに

取り組んでいると、これも担当者からお伺いして

おります。 

 要は、こういった具体的な今後の起業人の活用

ということについての、町長のお考えをお伺いし

たというのが、私のこの質問の意図でございま

す。その点について、再度お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 地域活性化起業人の幅出しについては、地域お

こし協力隊同様、ある一定の分野ということを特

定せずに今後も、たまたま今のところは２名２社

とも、企画商工観光課のところの関係の仕事に携

わってきましたが、基本的にはこの分野と特定す

ることなく、有益なものがあれば、今おっしゃっ

た近隣市町村の事例等を含めて、有益なものであ

れば、地域活性化起業人制度を利用して提携を結

んで協力していくということは可能といいます

か、それは特定の分野に特定したり、他を排除す

るものではございません。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 当然ふだんから企業との

つながりというのは設けておられる中で、そう

いったものも、起業人の活用というものも意識し

ながらということの今の町長の御答弁、大変期待

をしております。 

 先ほど１点目の答弁で、課題はマッチングのみ

と解釈していいのか分かりませんけれども、だと

するならば、全国で一番採用数が多いのが北海道

であるとするならば、その過程からするならば、

どの北海道中の自治体もその課題を克服している

わけですから、これはもう上富良野町としても、

町長の力をもってすれば、容易に克服できると信

じております。 

 この企業という看板を背負った起業人は、その

スキルが担保されておりますし、地方へのリソー

ス分散という国のスタンスに乗じながら、我が町

の強みを伸ばして、また弱みを克服するために

も、町長には起業人制度のさらなる活用を御期待

申し上げて、２項目への質問に移らせていただき

ます。 

 ２項目め、地域おこし協力隊についての１点目

でございます。 

 今回の質問に当たりまして、現在任用されてい

る複数の協力隊の方とお話をさせていただきまし

た。ほぼ全ての方が、職員の方の親身なサポート

に大変感謝しているというような声を頂戴いたし

ましたので、改めてこの場をお借りして、担当職

員また所管の課長様方に敬意を表するところでご

ざいます。 

 しかし、一方でサポート体制が属人的になって

しまいますと、これは人事異動がある以上、現在

の体制では持続可能かは大変懸念が残るところで

もあります。 

 先日、北海道の地域おこし協力隊サポート推進

室の職員にお話しする機会がありまして、今月９

月３０日に旭川で自治体職員向けの研修会がある

とお伺いしております。この点について、担当の

主幹に確認したところ、現在我が町からは担当主

幹、そして観光、農業の協力隊の担当者、計１名

ずつの計３名が受講するとお伺いいたしました。 

 総務省の地域おこし協力隊推進要綱第５条

（５）には、「総務省や都道府県が実施する自治

体職員向けの研修を積極的に受講するとともに、

自治体内部での組織間の連携を密にすることによ

り、適切なサポート体制を確保すること」とうた

われております。今後のことを見据え、組織全体

としてのサポート体制を構築していくためにも、

人事に深く関わる総務課をはじめ、他の課の職員

にもこの研修会の受講を勧めるべきと私は考えま

すが、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 サポート体制につきまして、今議員おっしゃっ

たとおり、おっしゃられましたが、おおむね、い

い面、満足している面がある一方で、やはり全て

が完璧ではないというのは、それは大いにあると
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思います。 

 ただ、サポート体制が、議員おっしゃるよう属

人化してしまうのは困るというのは、人が担当し

ているので、人によって凸凹というのは、これを

完全にフラットにすることはなかなか難しいとは

思いますが、完全に属人化しないように、おっ

しゃるように研修会ですね、これをきっちりと受

講して、なるべく凸凹のないような標準的なサ

ポート体制、しっかりと築いていけるような体制

が必要なのは、もちろん議員のおっしゃるとおり

だと思います。 

 これを町役場全体でどう広げていくのか、今、

担当しているところが、それぞれ企画商工観光

課、農政、教育委員会と多岐にわたっております

ので、それらの担当の職員も含めて、今後どうし

ていくかというのは、ぜひ検討していきたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 今の研修会の受講につい

ても、なかなか職員の方にとっては御負担になろ

うかなと思うところもありますので、これも北海

道のサポート推進室の職員からは、地域おこし協

力隊アドバイザー派遣事業というものもあるの

で、それも積極的に活用してもらえたらいいなと

いうようなお話もさせてもらいましたので、こう

いったところも活用してもいいのかなと思いま

す。これはあくまで情報提供の話です。 

 ただ、とどのつまり、だんだんと今後住民ニー

ズの高まりであったりとか、職員定数の問題で

あったりとかということに鑑み、職員の負担軽減

のためには、この協力隊のサポートということに

おいて、このサポートを担う人材として、例え

ば、これは前回質問したときもちらっと触れてお

りましたが、地域おこし協力隊をサポートするた

めの地域おこし協力隊を募集するとか、また、こ

れも以前ちらっとお話しましたが、集落支援員な

どの制度を活用するという、要は外部の力を地域

おこし協力隊のサポートに活用することも、これ

は今すぐやるべきだという話ではなくて、できる

だけ早急に視野に入れた検討を進めるべきではな

いかと考えますが、この点について、町長の見解

をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 地域おこし協力隊は、だんだん人数が最初は少

なかった、もちろん少なかったところから始め

て、今現在１２名となっておりまして、おっしゃ

るとおり、サポート体制をどうするかというのは

今後の課題であります。職員が直接担えば、定数

の絡みも出てきますので、議員おっしゃるとお

り、地域おこし協力隊のサポートをする地域おこ

し協力隊という方もおりますし、集落の支援員等

も含めて、どうやっていくか。今後、私は地域お

こし協力隊もっと増えていって、あらゆるいろい

ろな分野でそういう力を借りていきたいと思って

おりますので、それについて、サポート体制につ

いても、現行の体制でいいのかどうかも含めて、

もっと外の力を、議員おっしゃるように、借りた

ほうがいいのかというのは、常に将来に向けて検

討していかなければならないことかなと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 総務省の先ほどから引用

しております、地域おこし協力隊推進要綱第５条

（３）には、「地方自治体は、地域おこし協力隊

員の意向を尊重し、関係する各機関や住民等とも

必要な調整等を行った上、あらかじめ地域協力活

動の年間プログラムを作成し、地域協力活動の全

体をコーディネートするなど、責任を持って地域

おこし協力隊員を受け入れること」とうたわれて

おります。 

 ただいま町長、いろいろと模索しているという

思いのほどはお伺いしましたので、やはり様々な

力を結集して、地域おこし協力隊のサポート体制

の強化ということに努めていただきたいというこ

とを申し上げて、２点目の質問に移らせていただ

きます。 

 ２点目でありますけれども、先ほどの御答弁で

は、先ほどから引用しております、地域おこし協

力隊推進要綱の改正に触れておられましたが、こ

れは確認なのですけれども、この要項の第３条

（２）、「地域協力活動の例」とかを含む、地域

協力活動のルールが変わるというような解釈でよ

ろしいでしょうか。確認の意味でお伺いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおりで、そのルールがちょっ

と厳格化、厳しくなるのではないかと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） そうであるならば、現時

点では、要は、今後もコンスタントに協力隊を任
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用する意思はあるけれども、制度改正、要綱改正

の中身を確認してから、協力隊の任用の検討を開

始するということであるのか、しばらくは募集を

かける予定がないということなのか、その点、確

認の意味でお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 国が改正で検討されていることから、十分それ

らを留意しながら、一時ストップをしなければな

らないものなのかどうかも含めてですが、厳しく

なるような分野はある程度予想しておりますが、

確実なところ、今現行で募集しているような上富

良野のまちでは、特に厳格化されても大丈夫なの

ではないか、そういういろいろ情報を収集しなが

ら、長期間中断するというような予定は特に持っ

ておりません。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 長期間中断する予定とい

うか、そういった考えではないということで確認

をいたしました。 

 私もこの要綱改正の概略というのは、実は担当

主幹から聞いてはおりましたが、先ほどから引用

しているこの要綱に示されている地域協力活動の

定義から大きく逸脱しなければ、おおむね問題が

ないなと、これは私も思っているところです。 

 先日我が家に投函されました、町長の２期目に

向けた熱い思いをつづったリーフレットの中に

は、協力隊員の増員と記されておられました。 

 先ほど具体的な御答弁がなかったのですが、既

に協力隊採用の具体的なイメージを持ち合わせて

いると思われますが、その点について、その詳

細、もし可能であればお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 地域おこし協力隊を増員したいというのは、私

の思いでもあります。前提条件を設けずに、あら

ゆる分野、特に既存のものでも、農業支援の地域

おこし協力隊の方が現状で足りるのかどうか、こ

れは受け入れる側の都合もありますので、なかな

かすぐ行政側で募集は一方的にはできないのです

が、調整を図りながら、新しい分野も含めて、既

存の分野も当然含めながら、まだまだ力を借りる

分野、人数も含めてたくさんあるのではないか

と。それがひいては、まちの活性化、もちろん期

間が３年間終了した後、町に定住してくれるとい

う、全員が全員そうなるかどうか限りませんが、

何人かでも町に残っていてくれれば、人口減少の

ストップ等々も含めて、移住・定住にもつながり

ますので、それらも見据えながら、地域おこし協

力隊の増員には努めていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 精査してから既存また新

規増員含め、そういったことをこれから検討して

いくというような内容の御答弁だったかなと思い

ます。 

 私は無責任なので、例を挙げれば切りがありま

せんけれども、例えば来年、ジオパーク全国大会

がありますので、その全国大会に向けて、ジオガ

イド人材を１０名ぐらい募集するとか、また、こ

の後、同僚議員が質問しますけれども、有害鳥獣

駆除対策としてハンター資格を持つ方であったり

とか、また、高齢者事業団の人材確保という観点

から、在宅でも高齢者の方ができる事業団の新規

事業開拓などといった、高齢者の生きがいに資す

る方など、本当に無責任だからいろいろ言えます

けれども、大きく活用に関しては可能性がござい

ますので、先ほど町長からも職員と、また職員以

外の力も借りながら、受入体制をしっかりと強化

していくというような力強いお言葉がありました

ので、やはりこういったことも含めて、今後、そ

れぞれの課から、また外部からも、こういった人

材が必要だという声が上がるような、何かそうい

う仕組みづくりに努めていただきたいということ

を申し上げて、３点目に移らせていただきます。 

 ３点目について、先ほどちらっと町長から御発

言がありました、定住についてでございます。先

ほど協力隊の方にいろいろとお聞きしたというよ

うなことを申し上げましたが、その中で、我が町

に住み続けるために必要な条件は何かというよう

な問いに対して、当然のことながら全ての方が仕

事だとおっしゃったのですね。現在活動している

協力隊１２名の方の中には、起業を考えている方

もいれば、就農を考えている方、就職を考えてい

る方、あるいは行政職員としての採用を望んでい

る方もおられます。 

 先ほどの町長の御答弁では、起業をする方のみ

に言及されて、また、しかも国の制度の活用のみ

というような答弁でありました。 

 改めて、今おられる１２名、全ての方に定住し

てもらいたいとする町長として、どういった方策

が必要と思われているのかという点について、そ

の見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に
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お答えしたいと思います。 

 定住に向けて何が必要かという御質問かと思い

ます。 

 まず、やはり佐藤議員のおっしゃるとおり、起

業、就職、それを含めて職業ですね、なりわいを

どうするかというのはすごく大きな問題だと思い

ます。これについて、町としては何ができるのか

というのは、行政職員として、そういう任務があ

れば、それは私どもの意向といいますか、もちろ

ん当然手続は必要ですが、町場のほうに、違うと

ころに就職したり、起業したりする場合は、どう

いうサポートが必要なのか。国の制度の１００万

円上限とは書かせていただきましたが、そのほか

に補助金、助成金以外にどういうものが必要なの

かも含めて、移住・定住を促進するために、地域

おこし協力隊以外の方とのバランス等も考えなけ

ればなりませんので、いろいろ調査・研究は進め

ていかなければならない、常にしていかなければ

ならないものかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 大変難しい問題、課題で

あろうかなと思うのは、本当に私も難しいなと

思っております。しかしながら、やはりこの協力

隊の方々が、このまちに残る理由がないと残らな

いというのは、これは厳しい現実であります。景

観や御飯がおいしいとか、人が温かいとかでは、

それだけでやはり定住は難しいわけです。 

 町長、今ちらっと御発言がありました、これま

で通常の移住政策の中で金銭的なサポートという

のはありませんでしたが、私としては、町長はそ

のバランスが大事だということもおっしゃいまし

たが、せめて条件整備した上で、この協力隊の方

の定住に際しては、例えば卒業後１年間は家賃補

助を継続するよと、例えばですよ、例えばそう

いった金銭的なサポートを施すことというのは、

町長の中には検討してもいいかもなという思いが

あるのかないのか、先ほどの答弁では見えなかっ

たので、再度その点を確認の意味でお伺いいたし

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 そういう政策は、理論的には十分可能なのかと

思います。ただ、やはり一般の地域おこし協力隊

以外の方の移住・定住もありますので、そういう

ことからのバランスというのは非常に重要なこ

と、無視できないかなと思っております。一方だ

けが著しく有利な制度であってはやはり困ります

ので、移住・定住する方はなるべく等しく応援し

たいというのは町のスタンスでありますので、そ

の点は十分考慮しながら、この政策は進めていか

なければならないのかなと考えております。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 今結構大きな話をさせて

もらった中で、ちょっと小さい話というと失礼か

もしれませんけれども、基本的には、定住に向

かっていくためには、協力隊が離職しないようサ

ポートすること、これはもう先ほどから話に出て

いるサポート体制の強化で、十分賄えていく話な

のかなとも思いながらも、当初のミッションの遂

行、採用時のミッションの遂行というのも大切で

すけれども、個々の適性に応じてフレキシブルに

部署を移動できるような仕組みづくり、こういっ

たことも離職しないようなサポートにもなるし、

ひいては定住につながるようなことにもなろうか

なと思いますが、この点の検討というのはいかが

お考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 任務といいますか、ミッションは、地域おこし

協力隊のすること、任務ですね。これは１年１

年、フレキシブルに変えておりますので、今の制

度でさらに何か不備があるのであれば、それは考

えていかなければならないことなのかもしれませ

んが、フレキシブルかどうかと言われたら、今の

１年１年のミッションは変えていっておりますの

で、それが移住・定住の何かきっかけになれば、

何かを発見して、つながれば、直接部署が異動し

たことによって、移住・定住を決定するというの

はなかなか因果関係といいますか、難しいのかも

しれませんけれども、そこでいろいろなことに携

わることによって何かを発見したり、誰かと接触

したりして、それがきっかけになるチャンスが増

えるのかもしれませんが、そういうのも含めて、

本人のモチベーションも含めて、フレキシブルな

対応は今後も考えていきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） あくまで離職しないよ

う、また協力隊のモチベーションの維持のための

話であって、それが最終的に、現在でいえば任期

途中で離職された方はいないですし、別に１年終

えてもう起業するというのもありです。むしろそ

ちらのほうが望ましいわけですから。ただ離職と

いうことにならないように、それがひいては定住

につながるのではないかというような趣旨の質問

でありまして、でも、おおむね今の町長の御答弁
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で納得をしたところです。 

 先ほどから協力隊の方とお話をさせてもらって

いると申し上げておりますけれども、協力隊の中

には日頃町長となかなかお話をする機会がないと

いう方もおられました。決して町長に構ってほし

いというような意味ではなくて、やはり町長が自

分の存在に、また自分の働きに関心がないのかな

と感じたときに、自分がここにいる意味があるの

か不安を覚えるというのは、私は当然のことだと

考えております。 

 冒頭、私は、あえて彼ら協力隊員を上富良野町

民と表現いたしました。町長には町民一人一人を

大切にする気持ちと同様、もしくはそれ以上に人

生をかけて移住を決断した立派な上富良野町民で

ある協力隊の方々にはしっかりと心をかけていた

だきたいと考えております。 

 先ほど触れた町長のリーフレットには、協力隊

の増員に移住・定住の促進というものが、併記と

いうよりはむしろそれが上位に記載されておりま

す。協力隊の制度が移住・定住政策の鍵を握ると

いうことの思いの表れであろうと推察いたしま

す。そうであるならば、協力隊の増員と併せて、

協力隊の定住率の向上にも努めてほしい。採用の

際、また採用後もともに、卒業後のビジョンを共

有してほしい。しっかりとサポートしてほしいと

切に願うところでありますが、最後に町長の思い

のほどお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 なかなか、職員もそうなのですが、地域協力隊

員も含めて、一人一人と会う機会、物理的に時間

的に、別に私が拒否、拒絶しているわけではござ

いません。会えるものなら会って、焼肉とかの席

でも構いません。公式な場所で構わないですが、

会いたいという、話してみたいという気持ちは常

に持っております。 

 そして、移住・定住政策の肝といいますか、そ

の中で、この地域おこし協力隊が大きな鍵を握っ

ているというのは、そう思っております。まちの

足りない部分、活力を与えてくれるという以上

に、その後、３年間期間が過ぎた後に、１年後で

もいいのですけれども、ある程度期間が過ぎた後

に、ぜひ、もちろんまちの足りない部分の応援・

サポートに来てもらっているのですから、ぜひそ

のまま定住して、起業なり、就労でもそうなので

すが、してもらいたい。その結果、町の人口減少

も緩和されますし、まちに活力が、就労の若い人

たちの働いている方が増えるという、少しでも増

やしていきたい、そういう思いがありますので、

さらに結婚等されて、いろいろありますけれど

も、まちが元気になっていくためには、若い人た

ちがまちに住んでくれるのが、まず一番かなと考

えておりますので、ぜひ、移住・定住対策の中心

的なといいますか、一つの大きな柱だと思ってお

りますので、これは強力にといいますか、できる

限り、可能な限り進めて、多くの方を採用してい

きたいなという思いは持っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１番

佐藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番茶谷朋弘君の発言を許します。 

 ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） まず質問の前に、ちょっ

と声があまり出ないのですけれども、これに関し

て少しだけお話しさせていただきたいですけれど

も、先日富良野の大きな音楽フェスに、いつか上

富良野でもこんな大きな町民が楽しめるイベント

ができたらなという思いが常にあり、その視察も

兼ねて出店した際に、喉を痛めてしまい、それに

昼夜の寒暖差も合わせて、ちょっと聞き取りづら

い声になってしまっているのはおわび申し上げま

す。御了承ください。 

 では、私がさきに通告しておりました項目、１

項目４点について、町長にお伺いします。 

 猟友会の対応について。 

 近年、全国的に鳥獣による農林水産業などに関

わる被害が拡大しているとともに、ヒグマの市街

地への出没など、有害鳥獣による事案や事故が数

多く発生しています。 

 我が町でも鳥獣による被害は増していくばかり

で、猟友会と連携した捕獲等に関する取組がます

ます重要になっております。 

 一方で、先日、報酬の低さなどの理由でヒグマ

出没時等に対応する鳥獣被害対策実施隊の活動を

辞退した他町の猟友会の話が話題となりました。 

 被害が拡大していく中、猟友会の役割が機能し

ないとなると、まちにとっては大きな問題である

ことは明らかであり、我が町で同じような事例が

起こらないためにも、上富良野町における猟友会

の現状と課題、今後の方針について、以下４点に

ついてお伺いします。 

 １点目、猟友会における報酬は地域によって異

なり金額にばらつきがあります。また、一頭駆

除、出動、発砲、巡回、年契約など、まちによっ

て報酬の形態も様々であるが、上富良野町の報酬

形態、報酬額はどのようになっているか、また金

額等は妥当であるのかお伺いします。 
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 ２点目、以前、同僚議員から、猟友会の人員に

不足がないかという質問に対して、不足はないと

いう趣旨の答弁をしておりましたが、猟友会に聞

いたところ、実際に有害駆除の活動をしている人

は、現会員２４名のうち約半数であり、さらに駆

除件数の約８割から９割を６名、７名の会員で

行っている現状であり、活動できる会員は限られ

ているということです。 

 また、猟友会の活動はなりわいの傍らであるた

め、迅速な対応が困難なときもあり、さらに主で

活動している会員の年齢層は高く、今後も同じ程

度活動できるかどうか分からないと語っており、

人員不足感は否めない気がするが、今後の人員確

保に関する考えはあるかお伺いします。 

 また、本町では、狩猟免許取得等に対し８万円

の助成を行われています。今後、この助成額を増

やす考えがあるかお伺いします。 

 ３点目、ヒグマの市街地への出没やアライグマ

の大幅な増加など、今後も鳥獣被害が拡大してい

くことが懸念される中、ドローンや監視カメラな

どを導入し、猟友会の負担軽減を図っているまち

が増えてきているが、今後新たに考えている施策

はあるのかお伺いします。 

 ４点目、鳥獣保護管理法改正により、熊などの

大型獣が人に危害を及ぼすおそれがある状況下で

は、市街地でも発砲が可能になる見通しでありま

す。猟友会の会員は市街地で銃を撃つことに不安

もあることからも、今後に向けて猟友会、行政、

警察等の連携を図る訓練のようなものが定期的に

必要であると考えているが見解をお伺いします。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の猟友会へ

の対応についての４点の御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目の捕獲従事者の報酬形態、報酬額

についてでありますが、捕獲に対する報酬の形態

については、町が実施している中山間地域直接払

交付金事業により、町集落協議会から猟友会へ報

酬を含めた運営費として補助金を交付し、猟友会

の運営費から捕獲従事者に報酬が支給されていま

す。 

 報酬額については、エゾシカ１頭当たり７,００

０円、その他ＪＡふらの、北海道からの報酬が加

算され、総額１万９,０００円の報酬になります。

ヒグマは１頭当たり３万円、その他ＪＡふらのか

らの報酬により、総額５万円の報酬になります。

アライグマは１匹当たり１万円、その他、カラ

ス、キジバト、ドバト、ユキウサギ、キツネは１

匹当たり１,０００円、キツネをわなで捕獲した場

合は２,０００円の報酬になります。 

 なお、出動、巡回、発砲に対する報酬はござい

ません。 

 捕獲の報酬額は妥当であるかについては、報酬

額の算定は、近郊の市町村の状況を参考に、捕獲

に必要な経費等を算出し、猟友会と協議の上、決

定することを基本と考えています。 

 なお、近年捕獲に必要な経費の物価上昇や各種

動物の出没数が増加していることを受けて、今年

度から銃器の使用が多いエゾシカ捕獲の報酬額に

ついて、増額の見直しを実施したところでありま

す。ヒグマ捕獲の報酬については、富良野沿線を

はじめ、上川管内の市町村においても７割が本町

と同額であることから、適正な報酬額と考えてお

ります。 

 捕獲以外の出動、巡回、発砲については、出

動、巡回に対しては捕獲作業の一環として捕獲作

業に含めていることや、発砲のみの頻度が少ない

こと、また猟友会とのこれまでの協議において要

望がなく、報酬の対象としている市町村が少ない

ことから、出動、巡回、発砲の報酬は設定してい

ないところであります。 

 また、町が住民の生命、身体及び財産の被害防

止のため、緊急捕獲を行う鳥獣被害対策実施隊の

隊員については、任期を２年として、狩猟免許所

持者である猟友会の会員に委嘱しております。鳥

獣被害対策実施隊の隊員として緊急出動する場合

の報酬は、非常勤特別職員の勤務として、条例に

定める報酬額の１日４時間以内が３,６００円、４

時間以上は６,２００円を支給しています。 

 次に、２点目の人員確保に関する考えについて

でありますが、以前の一般質問においては、人員

は充足しているとお答えさせていただきました。

その理由としては、町が依頼した業務については

滞ることなく完了していることから、作業ができ

ているという観点からお答えしましたが、猟友会

との協議の場面では、以前から様々な御意見をい

ただいているところであります。内容としては、

会員の高齢化や機動力不足に対する課題につい

て、危機感を共有し、懸念を抱いているところで

あります。 

 猟友会の人員確保については、現行の猟友会会

員の方へ鳥獣被害対策実施隊員として委嘱する体

制を維持していきたいと考えておりますので、現

在、ＪＡと共同で実施している農業者への募集、

広報による狩猟免許取得者の募集案内のほか、猟

友会会員の増加に向けた必要な取組を検討すると

ともに、今後も猟友会と継続した協議により、町
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から依頼している有害鳥獣捕獲に支障がないよ

う、会員活動及び運営等の体制づくりに対し、支

援、協力を進めていきたいと考えております。 

 また、捕獲に必要な狩猟免許取得等に対し、取

得費用の一部として、８万円を上限に助成してい

るところでありますが、助成額の見直しについて

は、対象額の基礎となる現在の取得に必要な経費

を調査するとともに、近隣市町村の状況を勘案し

ながら、猟友会、町集落協議会と協議し、助成額

見直しの検討を進めてまいります。 

 次に、３点目の今後、新たに考えている施策に

ついてでありますが、昨年度の市街地出没を受け

て、今年度から監視カメラを導入し、その活用方

法と効果について確認しているところであり、引

き続き、有効な手段として、必要に応じて追加の

配備を検討していく予定であります。 

 ドローンの活用については、監視や追い払い作

業に活用している事例があり、それらの機器の活

用が有効と聞いておりますが、捕獲作業への利用

には、高度な専門技術、知識を持つ資格者や事業

者が少ないことや、機器等の導入費用など、活用

への課題も多いことから、活用事例などの情報収

集を行いながら、研究、検討をしていきたいと考

えております。 

 今後も、猟友会の負担軽減と人身事故防止につ

ながる効果的な対策について、研究、検討を進め

てまいります。 

 次に、４点目の今後の猟友会、行政、警察等の

連携についてでありますが、昨年に、市街地出没

の対応を経験していることから、猟友会、警察等

の関係機関の連携が重要であることは、強く認識

しているところであります。町としても、人身事

故が発生する可能性が高い出没時の初動対応や捕

獲作業は、特に連携強化が必要と考えているとこ

ろでありますので、今年度より、猟友会、警察と

訓練を含めたヒグマ対策連絡会議を随時開催して

いくことを目標に、準備を進めているところであ

ります。 

 有害鳥獣被害対策については、捕獲従事者であ

る猟友会の皆様の御協力が不可欠でありますが、

会員の多くが就業の傍らでの従事となり、出動や

捕獲作業に迅速に対応できる会員が少なく、対応

できる方が固定されているという課題もお聞きし

ておりますので、今後の関係する法令改正に伴う

対応なども含め、引き続き猟友会の皆様と様々な

課題の整理と解決に向けた協議を十分に行いなが

ら、被害防止対策を継続できるよう体制の整備、

充実を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 少し早いようですが、こ

こで昼食休憩といたしたいと思います。 

 再開は、午後１時、１３時といたします。 

─────────────── 

午前１１時５１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、昼食休憩前に

引き続き、会議を再開いたします。 

 再質問ございますでしょうか。 

 ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 答弁ありがとうございま

す。全体的に前向きな回答が多く、猟友会の苦労

も理解しているものだと感じ、少し安心はいたし

ました。 

 まず、１点目に関して再質問させていただきま

す。 

 エゾシカ捕獲の報酬額について、増額の見直し

を実施したところと書いてありますが、つい先

日、猟友会とお話合いの場が設けられたというこ

とを聞いております。エゾシカの報酬額に関し

て、その際に話された内容をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ７番茶谷議員の

エゾシカに関する報酬の質問でございますが、今

年度、エゾシカの報酬の関係の事業としまして

は、最初に答弁した中に、北海道からの報酬が加

算されということで御説明させていただきました

が、こちらのほう、例年指定鳥獣でありますエゾ

シカの事業ということで、その緊急捕獲事業とい

うことで、７,０００円の報酬が加算されるという

ことになっております。 

 国におきまして、エゾシカの特別対策事業とい

うことで各種の事業が組まれておりまして、その

補正の予算を使いまして、北海道が６年度中に実

施するものに関しては、この捕獲料が７,０００円

から１万８,０００円に増額するというような事業

を、今年度中に実施するということで、猟友会の

皆様にお知らせ、御説明したところであります。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ありがとうございます。 

 鹿に関して、以前から猟友会の方も言われてい

る報酬の増額が見込まれるということで、非常に

よかったなという思いがありますが、鹿以外に今

話題になっているヒグマに関してですが、１頭当

たり３万円、そこにＪＡふらのからの報酬を合わ

せて総額５万円ということになっていますが、ヒ

グマに関しては、猟友会の人が解体して、クリー

ンセンターまで運ぶという作業まで入れると、到
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底一人ではできないということで、常時二、三人

で作業に当たるということをお聞きしています。

そうすると、総額５万円のところ、３人で割って

しまうと、鹿とそこまで大した差が出ないような

金額になってしまうという部分もあり、ヒグマと

いうことで危険性もあり、もう少しヒグマのほう

も上げていいのではないかと考えております。 

 また、猟友会の方が一番おっしゃっていたの

は、エゾシカ、ヒグマもそうなのですが、アライ

グマの数がここ数年で激増しており、数年前１０

０頭で騒いでいたところ、今３６０頭ほど年間で

捕まえているということで、ヒグマまたアライグ

マなどその他の動物に対しての報酬の増額に関し

て、再度考えはないか、もう一度お伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ヒグマまたはアライグマですね、それぞれ議員

おっしゃるとおり、ヒグマにおいては個体、大き

いものもございます。また、アライグマに関しま

しては頭数が激増、捕獲頭数が増えておりますの

で、それらにつきましても、今後も引き続き、猟

友会、そして近郊市町村の状況等を常に考慮しな

がら、猟友会とともに情報交換等して、金額につ

いては常に検討していかなければならないのかな

と考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ぜひ金額含め、ほかの動

物のほうも報酬を上げていただければと思いま

す。 

 あと、１点目のところの最後のほうなのです

が、出動、巡回、発砲について、報酬が上富良野

では当たっていなくて、猟友会のほうからこれま

での協議において、要望がないという回答がなさ

れていました。猟友会の方ともお話ししたとき

に、正式な形で要望をしたことはないかもしれな

いと。ただ、何となく伝えていたり飲み会の席で

言っていたりするものの、正式に役場なり農業振

興課なり足を運んで、書類を持って報酬を上げて

くださいという要望をすることは、なかなか気が

重く言いづらかったため、そういう機会がなかな

かつくれなかったということをおっしゃっていま

した。ただ、要望がないイコール必要がないとい

うことではなく、猟友会の皆さんが何年も前から

ずっと報酬に関して不満を持っていることは、多

分担当の方たちは御存じだと思うので、要望がな

いという回答をされると少し寂しい気持ちがする

のですが、もう一度、ここに関して御答弁をお願

いしてもよろしいですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 捕獲以外の出動、巡回、発砲についてですが、

回答させていただいたとおり、出動、巡回に関し

ては捕獲作業の一環として、また発砲のみの頻度

が低いということでこうなっておりますが、要望

がないということもありますが、その辺につきま

しては、正式な要望がないということで御回答は

させていただきましたが、この辺につきまして

も、猟友会の方と密に、その実態、猟友会の思い

というものを聞く中で、猟友会と調整を今後も引

き続き図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ぜひ話を進めていただけ

ればと思います。 

 先日、猟友会の方と農業振興課のほうで、先週

火曜日、会議をなされたというときに、鹿に関し

てはガソリン代なり日当が、捕獲できなかった場

合に関して支給されるようになるという話も聞い

ており、今後、猟友会に対して改善されていくこ

とが多いのではないかと思い、期待を持っていま

す。 

 また、近隣の市町村で同額であるとか、近隣の

市町村ではやっているところがあまり少ないとい

うことももちろん分かりますが、上富良野ならで

はの猟友会に対しての政策も、できれば考えてほ

しいと思います。 

 次に、２点目のところで御質問をさせていただ

きたいと思います。 

 町が依頼した業務に滞ることなく完了している

と答弁されていますが、実際に聞くと、依頼が来

てからすぐに行けずに数日後に対応している場合

もあれば、また行ける人がいないので、仕方なく

同じ人が何度も行き来しており、特にアライグマ

に関しては、もう２日に一回、同じ人が数か月に

わたって、対応しているということも聞いており

ます。今年はどうにか人がいないので対応しまし

たという回答でしたが、来年、皆さん高齢の方も

多いので、来年、再来年になったときに、また同

じように何度も足を運べるか分からないので、早

急に人員確保に向けた具体策を何か考えてほしい

なという声を聞いておりますが、何か人員確保に

向けた具体策等あればお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 
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 人員確保に関しましては、現在のところ、特定

の人、決まった人なのかもしれませんが、そうで

あるのですが、一応町からの要請には応えられて

いる状況ではありますが、回答もさせていただい

たとおり、現状は高齢化と機動力不足ということ

で、将来に向けた課題は残っているのかなと認識

しております。 

 この辺、人員の確保につきましては、１点目の

報酬も含めて、それと免許を取るための助成金

等々を含めて、いろいろな方策を考えながら、何

が有効なのか、それらも含めながら、将来に向け

て、人員は確保していかなければならないかな

と、行政としてできることをしていかなければな

らないかなと考えております。この辺につきまし

ても、猟友会の皆様といろいろ情報を交換しなが

ら進めていければと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 今、町長の答弁にもあり

ました。免許取得に関しての８万円、これも見直

すという考えがあるとおっしゃっていましたが、

もちろん免許取得に関して、免許取得に合わせ

て、銃の購入や弾の購入、道具の購入も一式必要

になってくるので、最初の初期費用で二、三十万

円はかかるのではないかという話も、猟友会の方

はされていました。ただ、猟友会の方もおっ

しゃっていたのですが、猟友会のメンバー、今２

４名いらっしゃいますが、ここ数年、新しい人も

増えているのですが、趣味の狩猟を目的で入会す

る方もいて、そういう方ですと、町の鳥獣被害対

策の駆除のほうに参加してくれない方もいるとい

うことで、あまり補助金だけ上げても、免許だけ

取って参加しないという可能性もあるので、もち

ろん８万円の助成額見直しも大切なのですが、免

許取得後の鳥獣被害対策に携わるという条件を下

にとか、何かそういう条件付とか、そういうもの

で上げていかないと、猟友会がいっぱい増えて、

人は足りているのでしょうと思われてしまうのも

ちょっと苦しいという話をしていたので、何か具

体的な策を今後考えていただければと思います。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 ３点目の監視カメラ導入の件に関して、監視カ

メラを導入してまだ日は短いと思いますが、何か

効果を感じている部分はありますでしょうか。御

答弁お願いします。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ７番茶谷議員の

監視カメラの導入に関する御質問でございます

が、その効果については、今現在長期に設置して

いる場合と、また短期で出没した箇所に限定する

など、様々な方法を今検討しているところでござ

います。 

 ただ、機能的に、金額的に、あまり高性能のも

のを導入していなかった関係で、今後においてそ

ういったいろいろな機能がついているものが必要

であるというところは、今後の課題かなと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 他町ではドローンを活用

したり、監視カメラも今、ＡＩカメラといって、

個体を認識してくれるカメラを導入しているまち

も多いと伺っています。その機器を導入する一番

のメリットとして、全国的に猟友会は高齢化して

いることに加え、人員が確保できていない場所が

多いということで、１人当たりの作業をできるだ

け減らして、作業の効率化を図りたいということ

で、各まち、機器の導入をしているということを

聞いております。実際に鹿や熊を駆除、熊の場合

は多分ないと思いますけれども、鹿やアライグマ

を駆除した際に、鹿の場合、１体駆除、撃って終

わりではなくて、マーキングして、日報も書い

て、尻尾も取って、全部いろいろな作業工程を踏

んで、役場に申請に行って、そこでやっとお金が

もらえるという流れになっているとお聞きしまし

た。実際には、その工程を踏むのが面倒くさいと

か、やはり皆さん、別にお仕事をされている方が

多いので、その仕事の時間を割いてまでそこに使

えないということで、実際に撃って、そのまま自

分で処理して、報告をしないでいる方も多数いる

ということをお伺いしています。 

 先日、開かれたエゾシカの新しく報酬が上がる

ことに関して、ガソリンであったり、日当に関し

て報酬が新しく出るよということでしたが、その

際にも、またガソリンのメーターを写真で撮った

りとか、そういう作業がやはり増えていくこと

に、猟友会の方は、金額が増えることもうれしい

けれども、作業が増えていくと、それを皆さんす

るのかとなると、なかなかしない人も出てくると

いう現状を話していました。ですので、監視カメ

ラ、ドローンも含めて、全体的にその書類の申請

も含めて、作業の効率化を求めた体制が、今後の

猟友会存続に向けて必要であると思いますが、町

長、もう一度、この作業の効率化に関して考えを

お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 
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 なかなか処理が、撃った後大変、また仕事を

持っておられる方は、その傍らやっておられる方

などにつきましては時間がないということは、そ

れは聞いています。作業の効率というのは非常に

大切なことだと思います。どうしても補助金とか

出す上では、書類はゼロにはなかなかならないか

なとは思っておりますが、効率化ということで、

それはやはり念頭に、猟友会の人方も大変ですの

で、それらのバランスを考えながら、ゼロにはな

らないとは思いますが、書類につきましても効率

的に、ＩＣＴとかいろいろ発達しておりますの

で、それらの活用なども含めながら、猟友会の

方々の負担軽減に向けては常にそういうことも念

頭に置きながらやっていかなければ、将来の会員

の確保について言えば、そういうことも考えてい

かなければならないのかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ぜひ、スマートフォンも

なかなか使いこなせない人もいるということで、

作業をできるだけ減らしてあげることをもう一つ

お願いしたいと思います。 

 次に入らせていただきます。 

 最後、４点目の警察、猟友会含めた、行政含め

た訓練に関してなのですが、既にもう旭川のほう

ではもう訓練をされているところもあるというこ

とで、自分も少し調べたところ、北海道内でも、

去年、おととしと熊が町なかに出ているところが

多く、訓練を随時始めているところが増えている

という情報をお聞きしております。 

 答弁の中で、開催していくことを目標に準備を

進めているところでありますと書いてあります

が、ぜひ準備ではなく、今年中に、遅くても来

年、できるだけ早い実現を、猟友会の方も思って

おりますが、もう一度ここに関して答弁をお願い

します。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 準備を進めている段階ですが、議員おっしゃる

とおり、なるべく早い時期に実現できるように、

猟友会と警察と行政と連携もそうなのですが、住

民の方も非常に関心のあることだと思いますの

で、住民の方の安心・安全も視野に入れながら、

開催に向けて進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 早急に進めていただきた

いということなのですが、以前、西町のほうに熊

が出た際も猟友会の方何人か赴いたとお話をお聞

きしておりますが、基本的に町なかということも

あり、できることがほぼ何もなかったと。それに

対して出動のお金をもらうのも申し訳ないという

方も実際いたみたいで、日報を書かなかったとい

う方もおりました。 

 法律改正により、市街地での熊の発砲が恐らく

可能になるということでありましたが、猟友会の

方に聞くと、発砲が可能になったところで、市街

地であまり撃ちたくないと。もし何かほかのとこ

ろに被害が及んだときに、猟友会のほうに責任が

来るのではないかということと、あと実際に熊を

目の前にして撃ったことある猟友会の方があまり

いないということで、実際に私たちも怖いのです

と。どういう順序で、警察からどういう指令が

入って、どういう体制で撃っていいのかというこ

とが、猟友会の方たちもあまり経験がないので分

からないとおっしゃっていました。実際に猟友会

の方が見せてくれた、他県の動画では、警察の方

が盾を持って熊に向かっていき、猟友会の高齢の

方が木の棒を持って熊に向かっていくという、何

ともつらい現状の動画を見させられて、上富良野

もこういう現状になり得ないので、一日でも早く

行政、警察と訓練を始めたいとおっしゃっていま

した。もう一度改めて、早急にお願いしたいとい

うことで、御答弁をお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 市街地では、法律の規制等ありまして、できる

ことというのはなかなか限られているというのが

現実かと思います。猟友会の方がおっしゃるよう

に、何もできることがなかったという感想は、そ

ういうことから来ているのだろうと思っておりま

す。 

 そういう中で、訓練ということで、実施してい

くのも有効な手だてではありますが、猟友会の方

に実際そうなった場合に責任が行かないように、

そして、それはきっちりときちんと事前に、そう

いうことが起きる前に、きちんとしておかなけれ

ばならないことだと思っております。 

 また、実際に箱わなではなく、動いている熊を

撃つというのは、私も猟友会の方から聞いたこと

がありますが、なかなかそういう技量、技術を

持っている方はもうほとんど少なくて、まず危な

いので、本当にそういうことはできる人いないと

いうことは伺っております。ですので、そうい

う、実際にまちに出てくる前の対策といいます

か、ちょっと前の質問にちょっと戻りますけれど
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も、そのためにも、やはり監視カメラとかドロー

ンなども含めて、それ以前の対策も絡めて、必要

なことなのかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ぜひ今年、また来年に向

けて、熊出没大いに可能性があると思うので、そ

ちらのほうも検討を前向きによろしくお願いしま

す。 

 最後、まとめというか、もう一度１点お願いし

たいことを質問して、終わりにさせていただきた

いと思います。 

 やはり猟友会の方たちは、報酬のことはもちろ

ん言われるのですが、報酬のこと以上に、人員の

部分を強くおっしゃられます。今、どうにかなっ

ているというところですが、本当にいつ一人動け

なくなるか二人動けなくなるか分からない状況

で、来年、再来年というこの先を考えたとき、猟

友会の未来はなかなか厳しいのではないかという

声が多くお聞きしています。 

 町の財政のことも、猟友会の方たちは、十分考

慮して、あまり報酬のこととか強く言われないと

思いますが、新たな猟友会のメンバーの人員確保

に向けて、町として何かひとつ大きな施策ではな

いですけれども、提案をしてほしいと思うのです

が、最後、町長の人員確保に向けてお考えをお聞

かせお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 人員確保については、喫緊の、しかも結構重要

な重い課題と認識しております。これまで答弁さ

せていただきました報酬含めて、補助、助成など

もそうなのですが、これはいろいろ相談させても

らいながら、引き続き進めていかなければならな

いと思っております。 

 そして、もう一つ、先ほど猟友会に入っている

方、趣味のハンティングで入っている方がなかな

か出動してくれないという、趣味でやっている方

も実際におられますので、そういう方、猟友会に

入ってもらうということは非常に大切なのです

が、実際、出動にまでつなげていくための啓発活

動というのも非常に重要なことかと考えておりま

すので、その辺も絡めながら、いろいろな手を尽

くして、将来必ず高齢化が進んでいますので、大

きな問題となるであろう人員確保については、い

ろいろ手だてをしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、７番

茶谷朋弘君の一般質問を終了いたします。 

 次に、２荒生博一君の発言を許します。 

○２番（荒生博一君） 私は、さきに通告してお

ります、１項目、泥流地帯映画化プロジェクトに

ついて、４点、斉藤町長にお伺いいたします。 

 平成３０年１月１９日に、「泥流地帯映画化を

進める会」が設立され、この９月で７年８か月が

経過いたします。一昨年、２社目のＺｉｐａｎｇ

社との契約が失敗に終わり、昨年５月に再スター

トを切ったこのプロジェクトは、映画製作実行委

員会を立ち上げるため、１,０００万円の費用を投

じ企画書を作成し、この春から鋭意映画製作実行

委員会立ち上げのためのスポンサー企業との交渉

を行ってきました。 

 先般、行われた全員協議会でも、６月以降の活

動の御報告がなされ、残念ながらその努力は現在

にはまだ実っておらず、現在においても、スポン

サー企業の決定には至っておらず、足踏みをして

いる状態が続いていると聞き及んでおります。 

 斉藤町長は、１社目、２社目は、前町長との契

約であり、３社目から、初めて私自身が契約を

行ったので、必ずや映画化実現に向け努力してま

いりたいとのことでありましたが、斉藤町長の任

期がいよいよ残り３か月となった今、そして、当

初目標としていた十勝岳噴火から１００年の節目

となる２０２６年の映画公開に向けては、タイム

リミットが迫っていると考え、以下４点につい

て、町長にお伺いいたします。 

 １点目、これまでの間に支出した、泥流地帯映

画化プロジェクトの事業費総額についてお伺いい

たします。 

 ２点目、新型コロナウイルス感染症流行以前、

会員・寄附者の皆様に向け、ニュースレターなど

で情報提供をしてきたと記憶しておりますが、昨

今、そのようなものを目にすることがありません

が、現在の進捗について定期的に情報発信を行っ

ているのかお伺いいたします。 

 ３点目、この事業におきましては、映画化を進

める会とともに連携を取り進めていくとのことで

ありましたが、昨年５月以降、これまでの間、ど

のように連携を図ってきたのかお伺いいたしま

す。 

 ４点目、このまま制作実行委員会が立ち上がら

ないとすれば、いつをめどに事業継続、もしくは

中止の判断をするのかお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の泥流地帯

映画化プロジェクトについての４点の御質問にお
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答えいたします。 

 まず、１点目のこれまでプロジェクトに関する

事業に要した費用の総額についてでありますが、

令和５年度末現在において、映画化を進める会に

よる機運醸成活動等に５０７万７,０００円、ＣＧ

映像制作や映画企画制作に係る費用１,９９０万円

を合わせて２,４９７万７,０００円となっていま

す。 

 次に、２点目の寄附者への情報発信についてで

ありますが、これまで進捗をお知らせできていな

かった点を真摯に受け止め、令和５年度に映画企

画に着手した内容については、既にお知らせをい

たしました。 

 今後は、製作委員会の組成時など、進捗状況に

応じて随時お知らせする予定としております。 

 次に、３点目の映画化を進める会との連携につ

いてでありますが、町内外での映画化機運の醸成

と維持のため、記念グッズの企画・制作・配布等

によるＰＲ活動や、三浦綾子記念文学館との連携

事業における積極的な協力など、多岐にわたる連

携を図っています。また、映画企画制作において

は、郷土史に関する情報提供や資料収集など、必

要に応じて御協力をいただいています。 

 次に、４点目の事業継続もしくは中止の判断に

ついてでありますが、現状、交渉ごとにつき、逐

一つまびらかに公表することはかないませんが、

製作委員会の立ち上げに向け、製作幹事となる事

業者の選定と折衝を進めているところでありま

す。 

 町として、映画化実現に向け交渉に挑んでお

り、現段階で具体的な期限を設けて中止判断を明

言することはできません。しかし、それが無期限

に引き延ばされるものではないことは承知してい

るところであり、しかるべきときに、しかるべき

判断をさせていただきたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 昨日も同様の質問があり

ました関係で、昨日来の御答弁を受け、まず１点

確認させていただきます。 

 これまでの町側の発信は、最終的な映画公開の

目途を、十勝岳噴火１００年の節目に合わせて、

２０２６年全国放映、この考えがまず変わらない

のか確認させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ２０２６年を目標に、今までもやってきました

し、タイムリミットぎりぎりですが、今のところ

も２０２６年を目標に頑張っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 続きます。また、この

間、町長は、やはり映画化プロジェクト発足以

降、三浦文学のこの大作に対しては、やはり全国

の映画の上映が基本となり、さらに予算規模とし

ては２億円ぐらいはやはり見なければいけないだ

ろうということで、次に確認させていただきます

点は、この２億円、これまで同様、基本は企業版

ふるさと納税を活用し、２億円を上限にこの公開

を目指し、さらに、今申し上げました内容を基

に、取りあえず２０２６年、２億円、一般財源は

用いず、基本企業版ふるさと納税、この考えが変

わらないか確認させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 劇場での上映というのは、目標といいますか、

これは著作権者とのやり取りの中で、自主制作映

画ではなくて、ある程度クオリティーを保つため

に、ロードショーですか、興行映画ですね、映画

館で上映する、配給会社が上映する映画というこ

とで進めておりますので、この条件は変わらない

ところです。 

 あと、２億円というのは、２億円を目標にふる

さと納税を集めるということで、それを集まった

分だけ、２億円を目標に皆さんから寄附金を集め

ますが、２億円ありきではなく２億円目標で、２

億円に達しなかったらそれだけですし、２億円を

超えた場合は、集まった分を提供しますというこ

とで、これも変わっていないところです。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） では、今確認させていた

だきました内容は、基本的にはスタンスは変わら

ないということで、確認させていただきました。 

 昨日の同僚議員の質問の答弁の中に、現在、邦

画、特に映画上映においては、アニメがどうして

も主流であり、また昨今若い方、どうしても劇場

に足を運んでということがないという、非常に苦

戦を強いられるということの分析を、答弁として

述べられております。また、私が考えるに、映画

製作は、つくるだけではなく、最終的に要はオン

スクリーン、興行して初めて完結ということで理

解しておりますが、この間７年８か月、１社目、

２社目、現在３社目になりますけれども、やはり

もし作品に興行収入が見越せたりとか、これはぜ
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ひということであれば、私はもうとっくのとう

に、要は製作の中心になってくださる、スポン

サーの企業が見つかると思うのですが、町長はこ

れまで、残念ながら製作実行委員会の立ち上げに

向けたスポンサー企業に至らなかった原因という

のは、どのように分析されていますか、確認しま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 幹事会社の名乗りが上がってこなかった原因と

いうのは、これというのがあるというか、いろい

ろな要素があると思います。ただ一つ、興行収入

というのは、映画そのもので見た場合、興行収入

というのがもうかる、もうからないというのは、

最初我々も非常に心配していたのですが、実は何

社か企業を当たっていると、実は興行収入が全て

ではないというのが分かりまして、我々、集まっ

たお金を提供して、足りない分は企業がもちろん

出すのですが、もうかる、もうからない以前に、

映画に対して企業がどういうメリットがあるの

か。例えば、同じお金を使うなら、ＣＭも相当数

億円というお金がかかりますので、ＣＭと映画と

どちらが企業ＰＲに対して有効なのか。ＣＭのほ

かにも今でしたらネットの広告とかいろいろあり

ますので、そういう興行収入のプラス・マイナス

だけではなくて、いろいろなライバルがいるのだ

なというのが勉強させていただきまして、なかな

か映画の内容、興行収入だけではなくて、今の社

会に合わせたいろいろな要素があって、なかなか

幹事会社に名乗りを上げてくれる人がいないのだ

なと感じております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ＣＭなど様々なライバル

がいるということですけれども、基本、映画がで

きました、それで、興行しますということが決ま

る前提として、やはり放映をしてくださる映画館

並びに、要は公開に際しては、そこでも審査があ

ります。どんなにいい映画ができたからオンスク

リーンを目指すといっても、扱ってくれるかとい

う、さらにその次のステップがありますので、今

の町長の御答弁ですと、その前段の企業のＰＲの

手法に関して御答弁をいただいたということで認

識していますが、実際、映画は企画ができて、製

作をし、そして、その次の制作、漢字が違う制作

ですけれども、そこにおいては、ロケハンや、ま

た実際のキャスティングを行って、映画が完成し

たら、次は興行という、様々過程を経て一本の映

画ができるということは、１年半前の私の質問で

も長くお話しさせていただきましたので、ある程

度の御理解はいただいていると思っています。 

 今の議論に関しては、ちょっと筋が違うのかな

ということで、私の質問に対しては、敵はＣＭと

かネット配信とかということではありません。そ

こだけは御理解いただきたいと思います。 

 そこで続きます。今回の御答弁の中で、しかる

べきときにしかるべき判断をさせていただきたい

と考えているということで、何せ７年８か月とい

う長い期間を要していますので、無期限に引き延

ばされるものではないということは承知している

という御答弁をいただいております。町長の考え

るその期限というのはいつでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 期限を今は考えてございません。今は令和６年

度の予算、まさに執行中でありまして、令和６年

度の予算は、我々が映画化について、皆さんにお

諮りして、お許しを得て、許可を得て、お認めい

ただいて、現在進んでいる最中ですので、その最

中にやめる時期云々、考えているかどうかも含め

て言及することは考えてはいません。 

 ただ、答弁させてもらったとおり、無期限にこ

れがずっと延長していくのか、それは自分の中で

もないと思いますが、令和６年度中においては、

与えられた任務、半年過ぎましたが、残り半年あ

りますので、それを皆さんのお許しを得て認めて

もらった予算、これを精いっぱい執行していくと

いうことが、私に与えられた任務であると。それ

を完遂することが、もちろん幹事会社が見つかれ

ば、もちろん大成功なのですが、それをするとい

うことしか念頭にはないと申し上げたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 私たちも議決機関とし

て、今般令和６年度予算の提案を、理事者部局の

ほうでされたときには、私は１年半前、長い質問

で、やはり映画は素人が扱うものではないという

ことで、一旦反対しました。しかしながら、昨年

５月以降、考えを改め、現在は応援の立場で質問

をさせていただいております。しかしながら、や

はり夢を見るということは非常に大切であり、い

いことだと思います。しかし、一方で、現実、足

元を御覧いただきますと、当町においても様々な

事業執行に伴い、決して潤沢な予算があるわけで

はありません。一方、企業版ふるさと納税を頂き
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ながら、一般財源を用いないということは、スタ

ンスとして十分理解はしています。しかしなが

ら、どこかで目を覚まさなければ、現実を見てい

ただかなければならないということで、ただいま

期間のほうの確認をさせていただきました。町長

おっしゃるとおり、令和６年度、年度中において

は、鋭意引き続き映画製作会社、いわゆる、そう

いったスポンサー企業の候補、何とかお話をつけ

た中で、映画実現を目指すということで、もう一

度確認させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えせていただきたいと思います。 

 荒生議員おっしゃるとおり、令和６年、今年度

中は鋭意その方向で努力していきたい。ぜひ成就

するように、私自身も努力してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 最後の質問とさせていた

だきます。 

 これまで本当に事業着手したときには、ニュー

スレターでいろいろな情報発信が、我々の手元に

も届いていたときがございました。これはコロナ

以前の話です。それを受けて、例えば私たち２年

に一回先進市町村行政調査ということで、道外の

視察研修に行かせていただいておりました折に

は、当然そういったニュースレターを持って訪れ

たまちの方々に、今上富良野町はこういった事業

を目標にして、一生懸命まちのＰＲをしていま

す。ぜひ映画、オンスクリーンが決定の暁には御

覧になってくださいという挨拶も、いつの間にか

コロナ禍を経て、私たち昨年視察のほうに行かせ

ていただきましたけれども、本当に決定事項が

ずっとフリーズしているような状態ですので、胸

を張って、ぜひ当町が企画した映画を見てくれと

いうことを言えない。非常に私たち立場的にも苦

しいです。また一方、まちを振り返りますと、色

あせたのぼりですとか、ポスターは昨年刷新いた

だいて、うちの温泉にも飾ってあります。本当に

文言を見ると、まだやっているのだなということ

で、それを受けた町民の方は一定程度の理解をし

ていると思いますけれども、まだまだ町民の方に

情報発信というのが、私は足りないと思います。 

 今後、そのしかるべき判断をするときには、当

然執行者として町長の判断が最優先になりますけ

れども、ぜひ、この後まちの皆さんの意見も取り

入れた中で、令和６年度中の現在のこの事業の遂

行に関しては、我々立場的にも何ももう申し上げ

ることはございません。７年度の予算を査定、組

むその中で、もしその映画の事業自体に何かボ

リューム感がある変化要素があった場合、その前

段は、ぜひ町民の皆様にもう一度、是非を問うて

いただきたい。そして、しかるべき判断の材料の

一つとして、我々議会からの声だけではなく、ぜ

ひ町民の皆様の声を酌み取った中で、御判断いた

だければなという思いがあります。決して応援し

ていないわけではありません。最後、斉藤町長の

強い気持ちを聞いて、一般質問を終えます。 

 以上です 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 映画化の進捗状況は、おかげさまで企画書はで

きて一区切りといいますか、これからは要するに

幹事会社になってくれる人を一つ一つ当たってい

くだけなのですが、ですので、なかなか町民の方

とかほかの方には見えづらい部分が、表面上の動

きはありませんので、できた企画書を持って営業

に行くという形で分かりづらい点もあろうかと思

いますが、この辺も含めて、町民の方には、町外

の方も含めて、十分ＰＲ、今何やってどうなのか

という近況なども情報発信にはこれからも努めて

いきたいと思います。 

 また、今後につきましても、もちろん理事者で

ある私が決定権があるといえばありますが、その

前に、応援してくれている映画をつくる会のメン

バーの皆様もそうですし、それ以外の町民の方、

そして寄附を頂いた方もそうですので、それらの

方の意見を無視をしたり、御意向を全く毀損した

りすることはなく、責任を持って今後も進めてい

きたいと考えておりますので、御理解を賜わりた

いと思います。 

 以上です 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、２番

荒生博一君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第３ 議案第１号専

決処分の承認を求めることについて（令和６年度

上富良野町一般会計補正予算(第３号)）を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上村正人君） ただいま上程いただ

きました議案第１号専決処分の承認を求めること

について（令和６年度上富良野町一般会計補正予

算(第３号)）につきまして、提案の要旨を御説明
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申し上げます。 

 １点目は、町生活安全推進協議会が令和６年度

全国防犯功労団体表彰を受賞することが決定した

ことから、表彰式に出席する経費について所要の

補正を行ったところであります。 

 ２点目は、７月２４日開催の第２回町議会臨時

会において議決いただきました物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金を活用した定額減税不足

分調整給付金に不足が生じたことから、所要の補

正を行ったところであります。 

 また、財源については、国庫補助金及び予備費

を充当することで財源調整を図り、８月１５日付

で専決処分を行ったところであります。 

 そのようなことから、地方自治法の規定によ

り、予算の内容を議会へ報告するとともに、承認

を賜りたく本議案を上程するものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、

議決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事

項別明細書につきましては省略させていただきま

すので、御了承願います。 

 議案第１号を御覧ください。 

 議案第１号専決処分の承認を求めることについ

て。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下

記事項について別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し議会の承認を求め

る。 

 記。 

 処分事項、令和６年度一般会計補正予算（第３

号）。 

 次のページを御覧ください。 

 専決処分書。 

 令和６年度上富良野町一般会計補正予算（第３

号）を、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分する。 

 令和６年８月１５日。上富良野町長、斉藤繁。 

 裏面を御覧ください。 

 令和６年度上富良野町一般会計補正予算（第３

号）。 

 令和６年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ４,９５４万４,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８３億５,４０５万

８,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １５款国庫支出金４,９５４万４,０００円。 

 歳入合計４,９５４万４,０００円。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費４,９６４万円。 

 １２款予備費９万６,０００円の減。 

 歳出合計は４,９５４万４,０００円となりま

す。 

 以上で、議案第１号専決処分の承認を求めるこ

とについて（令和６年度上富良野町一般会計補正

予算（第３号））の説明といたします。 

 御審議いただき、御承認くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。 

 定額減税等の追加給付という形で専決処分とい

う形になっております。現状についてお伺いいた

しますが、さきの７月に給付補正予算を組みまし

た。あわせて、対象者はそれぞれ何人なのか、現

状でお伺いしたいのと、給付等はどのような状況

で今進められて、給付実績等というのはどういう

状況になっているのかお伺いいたします 

○議長（中澤良隆君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君） ４番米澤議員の

御質問にお答えします。 

 今回の給付対象者につきましては、当初４００

人程度ということで、個人町民税の分から算出し

た人数でしたが、所得税のほうを算出した結果１,

７１５人ということになっております。 

 給付状況につきましては、明日１３日なのです

が、口座登録のある方１,４８０名の方につきまし

ては、明日入金の予定となっております。残りの

２８０名ほどの人に関しましては、ただいま確認

書を取って、口座の確認を取って、毎週毎週とい

うか、随時支給することとなっております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 賛成者多数であります。 

 よって、議案第１号専決処分の承認を求めるこ

とについて（令和６年度上富良野町一般会計補正

予算(第３号)）は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 次に、日程第４ 議案第

２号令和６年度上富良野町一般会計補正予算(第４

号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上村正人君） ただいま上程いただ

きました議案第２号令和６年度上富良野町一般会

計補正予算（第４号）につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 １点目は、地方特例交付金及び普通交付税の交

付額、並びに臨時財政対策債の発行額が、このた

び確定いたしましたので、所要の補正をお願いす

るものであります。このうち、定額減税減収補填

特例交付金の確定に伴い、個人住民税も減額する

ものであります。 

 ２点目は、前年度の障害者自立支援給付費等の

前年度実績に伴いまして、国・道へ補助金、負担

金の返還金が生じたことから、それぞれ所要の補

正を行うものであります。 

 ３点目は、国の交付金を活用し、水田の畑地化

を支援するため、所要の補正を行うものでありま

す。 

 ４点目は、ＧＩＧＡスクール構想タブレット更

新に伴う環境整備を行うため、所要の補正を行う

ものであります。 

 ５点目は、社会教育総合センターアリーナの避

難所施設としての安全対策を図るため、整備に必

要な財源措置の活用期限等も考慮し、調査及び積

算等に関わる実施設計を行う経費の補正及び地方

債の追加を行うものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とするととも

に、ほかの既決予算についても、各事業における

事業費の確定及び執行見込みに伴う所要の補正を

行い、財源調整を図った上で、不足する額につい

ては、予備費６,９１６万７,０００円を充当し、

一般会計補正予算を調整したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、

議決項目の部分についてのみを説明し、予算の事

項別明細書につきましては省略をさせていただき

ますので、御了承願います。 

 議案第２号を御覧ください。 

 議案第２号令和６年度上富良野町一般会計補正

予算（第４号）。 

 令和６年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ８３８万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８３億６,２４３万９,０

００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の追加及び変更は、「第２表 

地方債補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税４,３５４万３,０００円の減。 

 １０款地方特例交付金４,３００万７,０００

円。 

 １１款地方交付税７３８万７,０００円の減。 

 １５款国庫支出金６１万８,０００円の減。 

 １６款道支出金１,０５１万５,０００円。 

 １８款寄附金１４万３,０００円。 

 ２１款諸収入３２６万９,０００円。 

 ２２款町債２９９万５,０００円。 

 歳入合計は８３８万１,０００円となります。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費４２３万６,０００円。 

 ３款民生費１,９０８万７,０００円。 

 ４款衛生費８９万２,０００円。 

 ６款農林業費１,２１０万円。 

 ７款商工費１,０５６万３,０００円。 

 ８款土木費２,３６４万９,０００円。 

 ９款教育費７０２万１,０００円。 

 １１款給与費ゼロ円。 

 １２款予備費６,９１６万７,０００円の減。 
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 歳出合計は８３８万１,０００円となります。 

 ３ページを御覧ください。 

 第２表、地方債補正についてです。 

 １点目の社会教育総合センター整備事業につい

ては、先ほど御説明したとおり、避難所施設とし

ての安全対策を図ることを目的に、整備に必要な

財源措置として限度額２８０万円を追加するもの

であります。 

 ２点目の臨時財政対策債につきましては、発行

額の確定に伴い、限度額を１９万５,０００円増額

し、９９９万５,０００円に変更するものでありま

す。 

 以上で、議案第２号令和６年度上富良野町一般

会計補正予算（第４号）の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬 実君） ３１ページの経営所得安

定対策推進費に関係して、ちょっとお尋ねをいた

します。 

 これは畑地化による土地改良区の決済金の支援

金ということでありますが、この決済金の中身に

ついて何件で何ヘクタール、地域はどこなのか教

えてください。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の

畑地化促進事業の土地改良決済金に係る内容につ

いてでございますが、対象者が１０経営体、面積

は１０.４２５ヘクタール、１０万４,２５０平方

メートルになります。対象地区については、富良

野土地改良区の受益の地区になりますので、町内

でいきますと東中地区をはじめ、島津、それから

草分地区ということになります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ８番中瀬実君。 

○８番（中瀬  実君）  最後のほうの地域は

ちょっと聞こえなかったので、もう一度。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。大

きい声でお願いします。 

○農業振興課長（安川伸治君） ８番中瀬議員の

御質問にお答えします。 

 対象地区でございますが、富良野土地改良区の

受益地区になりますので、東中地区、それから島

津地区、あとちょっと抜けておりましたが、富

原、それから日の出、草分地区ということになり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質問ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 賛成多数であります。 

 よって、議案第２号令和６年度上富良野町一般

会計補正予算(第４号)は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第５ 議案第３号令

和６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算(第２号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君） ただいま上程い

ただきました議案第３号令和６年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算(第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、国保連システムに係る産前産後保険

料軽減措置に伴う改修負担金等につきまして、額

が確定したことに伴い、所要の補正を行うもので

す。 

 ２点目は、令和５年度出産育児一時金臨時補助

金精算額の確定に伴い、所要の補正を行うもので

あります。 

 ３点目は、令和５年度保険料給付費特別交付金

関係の精算額の確定に伴い、所要の補正をするも

のであります。 

 また、収支残額の２１万５,０００円につきまし

ては、今後の本会計の安定対応に備えるため、予

備費に計上することで補正予算を調整したところ

でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせてい

ただきます。 

 なお、議決項目部分についてのみ説明し、予算

の事項別明細書につきましては省略させていただ

きますので、御了承願います。 



 ― 70 ― 

 議案第３号を御覧ください。 

 議案第３号令和６年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）。 

 令和６年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２９万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１２億４,７８７万３,００

０円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額

のみを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金９万９,０００円。 

 ３款道支出金１９万８,０００円。 

 歳入合計は２９万７,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費７万７,０００円。 

 ８款諸支出金５,０００円。 

 ９款予備費２１万５,０００円。 

 歳出合計は２９万７,０００円であります。 

 以上で、議案第３号令和６年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）の説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３号令和６年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算(第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第６ 議案第４号令

和６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算(第

２号)を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ただいま上程い

ただきました議案第４号令和６年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和５年度介護保険サービス給付費

等の実績報告に伴い、社会保険診療報酬支払基金

から概算で交付されている介護給付費負担金を追

加交付とするものであります。 

 ２点目は、令和５年度介護保険サービス給付費

等の実績報告に伴い、北海道から概算で交付され

ている介護給付費負担金を返還するものでありま

す。 

 ３点目は、令和５年度地域支援事業費の実績報

告に伴い、社会保険診療報酬支払基金から概算で

交付されている地域支援事業負担金を返還するも

のであります。 

 なお、増額補正する金額につきましては、予備

費から５９３万２,０００円を計上し、対応するも

のであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説

明し、予算の事項別明細書につきましては省略さ

せていただきますので、御了承願います。 

 議案第４号を御覧ください。 

 議案第４号令和６年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）。 

 令和６年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２４３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１１億８,４３７万６,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申

し上げます。 
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 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款支払基金交付金２４３万８,０００円。 

 歳入合計２４３万８,０００円。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費補正額ゼロ。 

 ６款諸支出金８３７万円。 

 ７款予備費５９３万２,０００円の減。 

 歳出合計２４３万８,０００円。 

 以上、議案第４号令和６年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第２号）の御説明といたし

ます。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 質疑なしと認めます。 

 なければ、これをもって質疑を終了いたしま

す。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第４号令和６年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算(第２号）は、原案のとおり

可決されました。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は２時４０分といたしたいと思います。 

 なお、議員の皆さんには全員協議会を行います

ので、ただちに議員控室へお集まりください。 

─────────────── 

午後 ２時１７分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩前に引き

続き会議を再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（中澤良隆君） 日程第７ 議案第５号令

和５年度上富良野町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地 敏君） ただいま上程い

ただきました議案第５号令和５年度上富良野町水

道事業会計未処分利益剰余金の処分について、御

説明申し上げます。 

 本件は、地方公営企業法第３２条第２項の規定

に基づき、利益剰余金の処分について議会の議決

をいただくものであります。 

 未処分利益剰余金の処分については、後ほど上

程いたします議案第７号に添付しております、令

和５年度水道事業会計決算報告書の４ページ上段

の剰余金計算書、及び同じく４ページ下段の剰余

金処分計算書を御参照ください。 

 それでは、以下、議案を朗読し説明とさせてい

ただきます。 

 議案第５号を御覧ください。 

 議案第５号令和５年度上富良野町水道事業会計

未処分利益剰余金の処分について。 

 令和５年度上富良野町水道事業会計未処分利益

剰余金を次により処分するため、地方公営企業法

第３２条第２項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 記。 

 令和５年度上富良野町水道事業会計未処分利益

剰余金５,２８８万９,９９６円のうち、２,０００

万円を建設改良積立金に積み立て、残余を繰り越

すものとする。 

 以上で、議案第５号令和５年度上富良野町水道

事業会計未処分利益剰余金の処分についての説明

といたします。 

 御審議いただきまして、議決いただけますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 確認をさせていただきま

す。 

 今、提案者の説明にございました議案を見させ

ていただきました。議案の中で、今回の剰余金の

関係でございますが、５,２８８万９,９９６円の

うち２,０００万円を積み立てるということでござ

います。残り残余金が３,２８８万何がしになりま

すが、今回、議案によれば一時的な一部団体の使

用料増加により黒字になったとございます。そう

なりますと、結果的には赤字もあったのかなとい

う想定の中で、これからは水道管の更新工事も控
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えて、減価償却費の増加も見込まれる中かと思い

ますので、そうした中でいけば、水道料金の改定

等これから計画的な見込みを考えているのかどう

か、水道事業管理者にお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 水道事業管理者、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 林議員おっしゃるとおり、今後におきましては

インフラの更新等も控えておりますので、水道料

金の値上げについてはまだ未定ではありますが、

今後その件につきましては、協議といいますか検

討していく予定でございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第５号令和５年度上富良野町水道

事業会計未処分利益剰余金の処分については、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（中澤良隆君） 日程第８ 議案第６号令

和５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第９ 議案第７号令和５年度上富良

野町企業会計決算の認定についてを一括して議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 初めに、一般会計及び特別会計決算の認定につ

いて、説明を求めます。 

 会計管理者。 

○会計管理者（上嶋義勝君） ただいま上程いた

だきました議案第６号令和５年度上富良野町各会

計歳入歳出決算の認定についての提案理由につい

て御説明を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定によりま

す、各会計別の決算書並びに同法第２３３条第５

項の規定によります、決算における主要な施策の

成果報告書、さらに監査委員の審査に付し、その

結果を記載してあります審査意見書などを併せて

御覧いただきたいと思います。 

 初めに、議案条文を朗読させていただき、その

後、決算書により説明をさせていただきます。 

 議案第６号を御覧ください。 

 議案第６号令和５年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令

和５年度上富良野町一般会計、上富良野町国民健

康保険特別会計、上富良野町後期高齢者医療特別

会計、上富良野町介護保険特別会計、上富良野町

ラベンダーハイツ事業特別会計、上富良野町簡易

水道事業特別会計及び上富良野町公共下水道事業

特別会計の歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見

をつけて、議会の認定に付する。 

 それでは、厚い冊子の決算書を御覧いただきた

いと思います。 

 決算書の２ページ及び３ページをお開き願いま

す。 

 令和５年度の各会計別収支総括表を記載してお

ります。この表において、一般会計及び六つの特

別会計の決算の状況を御説明申し上げます。 

 まず、総括表の下段、合計の欄を御覧くださ

い。 

 一般会計及び六つの特別会計を合わせまして、

予算額で１２９億９,８８４万８,０００円、調定

額で１３０億２,８９８万５,２３１円、収入済額

で１２８億８,０５６万８,７８７円、不納欠損額

で６５万７,４３７円、収入未済額で１億４,７７

５万９,００７円、支出済額で１２３億６,９８１

万３,５６０円、差引残額は５億１,０７５万５,２

２７円となったところであります。 

 なお、総括表の右側を御覧いただきたいと思い

ますが、ここには収入の調定と予算対比、支出の

予算対比を記載しております。 

 まず、調定額に対する収入済額の割合は、調定

対比で９８.８６％、予算額に対する収入済額の割

合は、予算対比で９９.０９％、予算額に対する支

出済額の割合は、支出予算対比で９５.１６％に

なったところでございます。 

 次に、不納欠損額の欄、Ｄ欄を御覧ください。 

 一般会計では、町税の滞納繰越分であります１

０万２,８５４円を不納欠損処分したものでありま

す。 

 国民健康保険特別会計におきましては、保険税

滞納繰越分で５４万１,３００円を欠損処分したも

のであります。 

 公共下水道事業特別会計におきましては、下水
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道使用料で１万３,２８３円を欠損処分したもので

あります。 

 後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、

ラベンダーハイツ事業特別会計及び簡易水道事業

特別会計に不納欠損額はありませんでした。 

 次に、収入未済額の欄、Ｅ欄を御覧ください。 

 一般会計におきましては１億２,８４６万８,１

４８円。その内訳として、この表では詳細まで記

載してございませんが、町税として、個人町民

税、固定資産税、軽自動車税で２,１８６万２,８

０５円、町税以外では、使用料及び手数料の町営

住宅使用料で２７５万９,３４３円、国庫支出金に

おいて３,９１０万円、道支出金において７２４万

６,０００円、町債におきましては５,７５０万円

であります。 

 なお、このうちの国庫支出金、道支出金及び町

債を合わせた１億３８４万６,０００円につきまし

ては、令和５年度会計から令和６年度会計への繰

越明許費の収入未済額になるところであります。 

 次に、国民健康保険特別会計におきましては、

被保険者の保険税分１８４万７,９６８円の収入未

済額であります。 

 次に、介護保険特別会計におきましては、被保

険者の介護保険料分１３万７,３００円の収入未済

額であります。 

 次に、簡易水道事業特別会計におきましては、

水道使用料分３３万８,２９６円の収入未済額であ

ります。 

 次に、公共下水道事業特別会計におきまして

は、下水道使用料分１,６９６万７,２９５円の収

入未済額であります。 

 なお、簡易水道事業特別会計及び公共下水道事

業特別会計の収入未済額につきまして、両会計が

本年４月１日から地方公営企業法の適用となるこ

とに伴い、５年度決算の末日を３月３１日とした

ことから、これまで出納整理期間中に収入として

いました水道使用料、下水道使用料をそれぞれ収

入未済額として計上したものであります。 

 後期高齢者医療特別会計及びラベンダーハイツ

事業特別会計に、収入未済額はありませんでし

た。 

 なお、別冊で、決算書より少し薄めの冊子にな

りますが、表紙に「令和５年度各会計主要施策の

成果報告書・各会計歳入歳出決算書に係る附属調

書」と記載しています冊子の８０ページから８５

ページに収納内訳書、収入未納調書、欠損処分調

書を掲載しておりますので、後ほど御覧いただき

たいと思います。 

 次に、総括表の３ページに記載しています差引

残額の欄、Ｇ欄について御説明いたします。 

 一般会計には、翌年度（令和６年度）会計へ繰

り越すべき財源として、繰越明許費繰越額があり

ますので、その額を差し引いたものが実質収支額

になります。 

 一般会計で御説明いたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 ７ページには、一般会計の実質収支に関する調

書。ここでは、単位を千円単位で表しておりま

す。 

 歳入総額が９５億２,４９３万４,０００円、歳

出総額が９１億６,１２６万７,０００円、歳入か

ら歳出を引きまして、差引残額３億６,３６６万

７,０００円が令和６年度へ繰り越す額となります

が、繰越明許費繰越額が３８６万６,０００円あり

ますので、令和５年度単年度としての実質収支額

は、３億５,９８０万１,０００円となります。 

 以下、六つの特別会計につきましても、一般会

計と同様に、実質収支に関する調書及び事項別明

細書をそれぞれ決算書に記載してございますの

で、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 次に、財産関係について御説明をいたしますの

で、決算書の３４３ページ、財産に関する調書を

御覧ください。 

 １枚めくりまして３４５ページは、公有財産、

土地と建物の調書になります。 

 この表の区分ですが、表頭に土地と建物を、表

側に行政財産、普通財産を表しています。 

 まず、土地の増減ですが、普通財産におきまし

て、上富良野中学校教員住宅用地の取得により３

３.０４平方メートルの増となっております。 

 次に、建物の増減になりますが、行政財産にお

きましては、泉町南団地５号棟及び子どもセン

ター、東児童館の完成により１,６２７.３５平方

メートルの増、普通財産におきましては、教員住

宅からその他施設への用途の変更を行いました

が、面積の増減はありません。 

 以上が、公有財産の土地及び建物の異動内容で

あります。 

 次に、３４６ページの有価証券及び出資による

権利は、前年度と同額で増減はありませんでし

た。 

 次に、３４７ページの物品ですが、車両の保有

状況を示しております。 

 令和５年度におきましては、軽乗用車３台及び

重車両２台を新規で購入しており、全体の車両保

有台数は８８台となったところでございます。 

 次に、３４８ページと３４９ページを御覧くだ

さい。 
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 基金につきましては、一般会計・特別会計合わ

せて１４の基金と北海道備荒資金組合基金を保有

しております。 

 合計欄の４０億３,０９９万５,４６２円が令和

６年５月３１日現在の基金保有額になり、令和５

年度中において３億４,７２３万７,６５９円の増

加でありました。 

 北海道備荒資金組合基金につきましては、年度

中の増加額が１４７万５,１７１円となり、年度末

の現在額は２億２,１９２万６７５円でありまし

た。 

 以上が、財産に関する状況でございます。 

 以上で、概要を申し上げて、令和５年度各会計

歳入歳出決算認定についての説明とさせていただ

きます。 

 御審議を賜り、御承認くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） 次に、企業会計決算の認

定について説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

〇町立病院事務長（長岡圭一君） 続きまして、

議案第７号令和５年度上富良野町企業会計決算の

認定の件について、議案の朗読をもって説明とさ

せていただきます。 

 議案第７号令和５年度上富良野町企業会計決算

の認定について。 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

令和５年度上富良野町病院事業会計及び上富良野

町水道事業会計の決算を、別紙、監査委員の意見

をつけて議会の認定に付する。 

 では初めに、病院事業会計の決算の概要につき

まして御説明申し上げます。 

 令和５年度病院事業会計決算報告書の７ページ

をお開き願います。 

 令和５年度上富良野町病院事業報告書。 

 以下、１、概要。 

 （１）総括事項の概要を御説明申し上げます。 

 令和５年度の上富良野町立病院の運営は、公的

医療機関としての使命である町民の福祉向上と健

康管理に寄与すべく、診療体制の充実に努めると

ともに、住民に身近な医療機関として、救急医

療、急性期・回復期医療、感染症対策、予防医療

を担ってまいりました。 

 また、併設の介護医療院については、定員３２

床にて運営しております。 

 今後においても、住民の医療と介護のニーズの

把握に努めながら、ほかの医療機関との連携を強

化し、安全で安心な医療の提供と質の高い高齢者

福祉の充実を図り、御利用される方々からより深

く信頼されるよう努めてまいります。 

 病院改築整備事業につきましては、実施設計の

策定が７月をもって完了し、基礎工事、地中熱導

入に係るボアホール掘削工事を実施しました。引

き続き、令和７年の竣工に向け、着実に進めてま

いります。 

 次に、アの患者数と利用者数の状況です。入

院・入所者数は、一般病床７,０２５人、介護保険

施設９,５６４人となり、合計で１万６,５８９人

となりました。 

 外来患者数は、２万１,０１２人で、入院・入所

者数と外来患者数の合計は３万７,６０１人、前年

対比２８２人の増となってございます。 

 次に、イの収益的収支についてでありますが、

病院事業の収益総額は８億５,８２８万１,３９０

円、費用総額については１０億３,３９１万１,４

１８円となり、この結果、収益的収支は１億７,５

６３万２８円の当年度純損失となりました。 

 なお、収益的収支については、１７ページ以降

の収益費用明細書との整合性を図るため、消費税

を含まない数字となってございます。 

 次に、ウの資本的収支についてでありますが、

収入支出総額はそれぞれ１０億２,９４０万１,７

９５円で、収入内訳として、町からの出資金、医

療機器等整備及び地中熱導入工事のための国庫補

助金、また病院改築整備のための企業債となって

ございます。 

 支出の内訳につきましては、医師住宅等の企業

債の償還金、建設改良費として、検体検査システ

ム、健診システムなどの医療器械及び環境整備用

軽トラックの購入、また、病院改築整備に係る基

礎工事、地中熱導入工事に係るボアホール掘削工

事を実施してまいりました。また、看護師の人材

確保のため、２名分の奨学金貸付も行ってござい

ます。 

 続きまして、８ページの中段以降の（２）経営

指標に関する事項についてでございます。 

 経営の健全性を示す経常収支比率は、病院改築

整備事業における医業外費用の増加などにより、

前年度比８.５ポイント減の８３％となり、健全経

営の水準とされる１００％には達してございませ

ん。 

 また、修正医業収支比率にあっては、前年度比

０.１ポイント増の５４.５％と、依然として低い

水準であり、収支構造の見直しが求められます。 

 一方、有形固定資産減価償却率は、前年度比４.

０ポイント減の７０.９％となりましたが、現在進

めています病院改築整備事業等による設備投資を

行っていることから、当院が保有する資産償却率
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は改善されるものと思われます。 

 続きまして、決算額を申し上げます。戻ってい

ただきまして、１ページ、２ページをお開きくだ

さい。 

 令和５年度上富良野町病院事業決算報告書。 

 以下、款ごとの決算額のみ申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款病院事業収益８億６,２５５万６,５３９

円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用１０億４,７６４万８,３５

７円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款資本的収入１０億２,９４０万１,７９５

円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１０億２,９４０万１,７９５

円。 

 ３ページ以降の各種財務諸表などにつきまして

は、御高覧いただいているものとして、説明を省

略させていただきます。 

 以上、令和５年度上富良野町病院事業会計決算

の概要の説明とさせていただきます。 

 御審議を賜りまして、御認定くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） 次に、建設水道課長。 

〇建設水道課長（菊地 敏君） 続きまして、令

和５年度水道事業会計決算の概要について御説明

申し上げます。 

 令和５年度水道事業会計決算報告書を御覧くだ

さい。 

 ７ページをお開き願います。 

 令和５年度上富良野町水道事業報告書。 

 １、概況。 

 （１）総括事項の概要を御説明申し上げます。 

 本事業は、町民が健康な生活を持続していくた

めに必要とされる安全で安心な水道水の安定供給

を開始して以来、５１年が経過いたしました。 

 当年度の決算状況につきましては、収益的収支

において、収入１億６,３５５万３,０４９円、支

出１億３,８５８万３,０８１円であり、純利益２,

４９６万９,９６８円で決算することができまし

た。 

 なお、収益的収支については、１３ページ以降

の費用明細書との整合を図るため、消費税を含ま

ない数値となっておりますので御承知ください。 

 次に、資本的収支では、収入８,３１１万６,０

００円、支出１億３,５６１万２,８８５円で、不

足する額５,２４９万６,８８５円については、過

年度分損益勘定留保資金３,１９０万２,１２０

円、当年度分損益勘定留保資金２,０５９万４,７

６５円で補填し、事業の推進を図ってまいりまし

た。 

 本年度の収支も黒字決算となりましたが、町内

人口の推移と節水意識の高まりや、飲料水嗜好の

多様化が進み、使用水量は減少傾向にあります

が、受益者負担の原則を堅持するとともに、コン

ビニ納入など納入方法の利便性を図り、公営企業

として健全な経営に努め、漏水対策や老朽管の更

新等維持管理に万全を期し、安全で安心、良質な

水道水の安定供給に努めてまいります。 

 次に、決算額を申し上げます。 

 戻っていただきまして、１ページ、２ページを

お開き願います。 

 令和５年度上富良野町水道事業決算報告書。 

 以下、款ごとの決算額のみを申し上げます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款水道事業収益１億７,８３０万７,４７６

円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用１億４,３７６万６,１８１

円。 

 （２）資本的収入及び支出。 

 収入。 

 第１款資本的収入８,３１１万６,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１億３,５６１万２,８８５

円。 

 さきに概況報告でもお示しいたしましたが、表

下に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額５,２４９万６,８８５円につき

ましては、過年度分損益勘定留保資金３,１９０万

２,１２０円、当年度分損益勘定留保資金２,０５

９万４,７６５円で補填しております。 

 ３ページ以降の各種財務諸表などにつきまして

は、御高覧いただいているものとしまして、説明

を省略させていただきます。 

 なお、監査委員の審査に付し、その結果を記載

してあります審査意見書などを併せて御高覧いた

だきたいと思います。 

 以上で、令和５年度水道事業会計決算の概要に

ついての説明とさせていただきます。 

 御審議を賜りまして、御認定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由
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の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっています、議案第６号令和

５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第７号令和５年度上富良野町企業会計

決算の認定については、なお十分な審議を要する

ので、議長及び議員のうちから選任された監査委

員を除く１２名の委員をもって構成する決算特別

委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の検

査権を委任の上、議会閉会中の継続審査とするこ

とにいたしたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、１２名の委員をもって構成す

る決算特別委員会を設置し、地方自治法第９８条

第１項の検査権を委任の上、議会閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１０ 議案第８号

上富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ただいま上程い

ただきました議案第８号上富良野町在宅福祉事業

に関する条例の一部を改正する条例の提案の要旨

について、御説明させていただきます。 

 改正の内容といたしましては、これまで実施し

ております各種在宅福祉事業について、物価高騰

や人件費の増加に伴い、必要経費が増加している

ことから、サービス利用料の見直しを行うもので

あります。 

 まず、配食サービスに係る改正内容といたしま

しては、これまでの主食及び副食１食当たり４５

０円から５５０円に、副食のみ１食当たり３５０

円から４５０円とする改正内容でございます。 

 利用料改定の考え方といたしましては、平成２

１年度から介護保険法における施設入所者の食事

代に合わせ、１食当たり４５０円と設定してきて

おりましたが、物価高騰による食材費や人件費等

の増加に伴い、利用者負担額を主食及び副食と副

食のみそれぞれ１食当たり１００円の増加とする

改正内容であります。 

 次に、移送サービスに係る改正内容といたしま

しては、移送サービスの運送単価につきまして

は、福祉有償運送運営協議会の協議により決定

し、道路運送法で、利用料はタクシー料金の２分

の１以下と示されていたため、平成１８年度に料

金の改定を行って以降改定しておらず、その間人

件費や燃料費の増加に伴いタクシー料金も改定さ

れていることや、道路運送法の一部が改正され、

自家用有償旅客運送に係る運送の対価の目安が、

従来のタクシー料金の２分の１以下から、実費を

適切に収受できる金額の範囲内に改定が行われた

ことから、利用料の改定を行うものであります。 

 利用料の改定の考え方といたしましては、タク

シー料金の初乗り運賃（１,４００メートル）の７

２０円から、１００円未満を切り捨て７００円の

２分の１の３５０円を町内片道の単価に設定し、

この町内単価３５０円を基準として、各運送地域

の単価を設定したところでございます。 

 次に、除雪サービスに係る改正内容といたしま

しては、主に除雪サービスの作業を実施していた

だいております高齢者事業団の除雪単価を基準と

した１時間当たりの利用料を算出しておりました

が、平成１７年度に現在の単価に改定して以降、

１９年間改定を行っておらず、この間も除雪単価

は上がっていることから改定を行うものでありま

す。 

 利用料改定の考え方といたしましては、高齢者

事業団会員への配分金の２分の１とし、１時間当

たり１,６００円の２分の１となる８００円を１時

間当たりの利用者負担とすることから、１５分当

たり２００円に改定するものであります。 

 また、電話サービス事業につきましては、在宅

福祉事業から令和３年度より生活支援体制整備事

業へ移行していることから、本事業に関する部分

について削除します。 

 以下、議案を朗読いたします。 

 議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関する条

例の一部を改正する条例。 

 上富良野町在宅福祉事業に関する条例（平成１

２年上富良野町条例第１４号）の一部を次のよう

に改定する。 

 第３条中第５条を削り、第６号を第５号とす

る。 

 別表１、移送サービスの項、利用料の欄中「２

５０円」を「３５０円」に、「１,２５０円」を

「１,７５０円」に、「２,５００円」を「３,５０

０円」に、「５,０００円」を「７,０００円」

に、「１万円」を「１万４,０００円」に改め、同

表配食サービスの項、利用料の欄中「４５０円」

を「５５０円」に、「３５０円」を「４５０円」

に改め、同表除雪サービスの項、利用料の欄中

「７５円」を「２００円」に改め、同表電話サー

ビスの項を削る。 
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 附則。 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 以上、議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関

する条例の一部を改正する条例の説明とさせてい

ただきます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 何点かお伺いいたしま

す。 

 物価高の折ということで、致し方がないところ

もやむを得ないと思いますが、逆にこの物価高の

時期に上がるのはなかなか切ないのかなと思って

おるところで、お聞きしたいのが、今回約１９年

ぶりに改定されるということでございましたが、

この積算根拠については、今、課長の説明で理解

させていただいたのですが、これを審議するに当

たって、介護保険ですとか、それから高齢者の各

計画に基づいて、委員会があったと思うのですけ

れども、そこの委員会の審議結果というのが、ま

ず何回あったのか、いつ頃あったのかということ

を教えていただきたいことと、あとは、この上げ

るタイミングが今ちょうど介護保険が今第９期と

いうことで、今年度から始まっているのですが、

上げるタイミングはなかなか難しいとは思うので

すけれども、このタイミングに上げざるを得な

かった理由というところが、どういった点なのか

をお聞かせください。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ５番金子議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、審議ということで、この在宅福祉サービ

スに関しては、介護保険事業運営協議会のほうで

都度こういった内容について審議させていただい

ております。今年度から第９期の計画をスタート

した中で、昨年までは９期計画策定までの策定委

員ということも兼ねさせていただいて、これにつ

いても協議させていただいておりまして、この在

宅福祉サービスの料金値上げについても御審議い

ただきまして、この中で御了承いただいたという

経過があるということで、御理解いただければと

思います。 

 あと時期につきましては、この物価高というの

は今回の大きな改定理由の時期として捉えており

ますが、この３年間、令和４年から令和６年にか

けての物価高というのが非常に高かったというこ

とで、ここでの支出が大きく変わってきたという

のが、今回改定の提案の理由としてお示しさせて

いただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか。 

 １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 私もちょっと確認した

いのですけれども、この上げ幅があまりにも利用

者にとって大きいのではないかと思うのですよ

ね。それで、一気にここまで行くという何か、こ

れの例えば半分にするとか、そういう検討はなさ

れたかどうかちょっと教えてください。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） １１番北條議員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 上げ幅というのは、今考え方として御説明させ

ていただいたとおりなのですけれども、我々所管

としては、この上げ幅がかなり大きなものとあま

り捉えておりませんで、まず、配食サービスに関

して言いますと、この物価高騰、食材費が増加し

ているのが、この令和４年から令和６年で、主食

で１１０円、副食で１２０円それぞれ値上げをし

ておりまして、そのほかにも人件費の高騰だと

か、調理費の増加分についても増加はしておりま

すが、今回の値上げには反映させておらず、あく

までも食材費のみ増加分を利用料としていただく

ということで、算定をさせていただいたところで

ございます。 

 また、移送サービスにつきましては、先ほど御

説明したとおり、タクシー料金の２分の１という

のが、これまでそういった制度というのがありま

したので、今までの料金でございましたが、令和

５年度に道路交通法の改定がありまして、その中

で２分の１ということが撤廃されまして、受益者

から頂ける料金については頂いていいですよとい

うことで改定された内容もありますし、上げ幅と

しても、さほど大きなものではないと捉えている

ところでございます。 

 強いて言えば、本来であれば８割まで取ってい

いと、おおむね８割、タクシーの実際の料金の８

割まで取っていいですよということになれば、本

来であれば、もっと値上げになるというところ

を、今回急な上げ幅ではない改定ということで、

金額を設定させたというところでございますの

で、なかなかこれより絞ったというか、これより

安い金額というのは我々の計算の中では、本当に

ぎりぎりの上げ幅として考えさせていただいた金

額でございます。 
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 また、除雪サービスが見た目だと７５円から２

００円ということで、ものすごく高くなったとい

う印象を持たれるかと思いますが、もともとのこ

の７５円、１５分７５円という金額が相当安価な

ものになってございまして、これが本当に１９年

間値上げをしてこなかったというところで、もち

ろんこれまでの間、作業料については相当金額が

上がっていましたが、その辺は我々行政の負担の

中で、今までこの金額で何とかやってきたところ

でありますけれども、令和６年度から高齢者事業

団の方の作業料、１時間当たりの作業料について

も値上げをしたところでありますし、これまでの

金額というのをやはり見直す時期が、ずっとこれ

をいつだと言い出すと、本当にいつ上げてもとい

うところも正直ありますが、今回、ほかの利用

サービスを上げるに伴って、今回の改定の提案と

させていただいたというところで、御理解いただ

ければと思います。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 一番心配なのは、配食

の、やはりこれだけ上がってくると、数を減らす

とか、そういうことが出てこないのかなという心

配があるので、それで今ちょっと、例えば半分に

ならないのかとかそういうことを、確かに町とし

ては負担額が増えるから大変なのは分かるのだけ

れども、利用者の立場になると、２回を１食にす

るとか、１回持ってきた、例えば副食のおかずを

２回で食べるとか、そういうことになるほうがか

えって体に悪いのではないかなと思って、そうい

うことを考えて質問したのですけれども、そこら

辺は考えていただけますか。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） １１番北條議員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 あくまで配食サービスの考え方として、まず食

事というのは誰もが費用がかかってくるものとい

うところもありますけれども、この配食サービス

というのはあくまでも自分で御飯が作れなかった

りとか、そういうところの介護が必要な方とか、

そういった方々が対象になっておりまして、実際

に利用されている方につきましては、日曜日だけ

配食していないので、週で使うと週６回使うこと

になりますので、要は週でいうと６００円値上げ

になります。この辺の金額設定も４５０円から５

５０円ということの設定になりますので、ちょっ

と値上げ幅としてはという考えもあると思います

が、実際今、参考になるか分かりませんが、デイ

サービスに通っている方の１食当たり、これは７

００円以上１食に払っているのですよね。そう

いったこともあって、あと配食サービスの中身と

いうのが、単なる弁当ではなく栄養士が献立をし

た食事ということで、この５５０円という金額

が、それは高く捉えるのか、安く捉えるのかとい

うのは人それぞれかとは思いますが、我々の設定

の中では非常に安価での提供ができているものと

捉えておりますので、御理解賜りたいと思いま

す。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございま

せんか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 再度質問いたします。 

 この除雪サービス等においても、１９年間値上

げしなかったと。他のサービスにおいても似たり

よったりという形になっております。値上げをし

ようと思えば、その期間、値上げの状況をつくれ

ば値上げという形もできたのではないかなと思う

のですが、なぜ現段階までこのような状況にして

いたのか、お伺いいたします。 

 それとあわせてお伺いしたいのですが、介護保

険等の審議の中では、これが妥当ではないかとい

うことの話であったということであります。ま

た、デイサービス等においては１食７００円だか

ら、これから見ても安いのだというような答弁で

ありますが、しかし利用者からしたら、この１０

０円の値上げ、例えば２００円の値上げ、移送

サービスにおいても１,０００円の値上げというの

は、やはり大変負担が伴うというのが実情だと思

うのです。私はそのことを考えたときに、利用者

の負担の痛みというのを、どのように解釈して、

これは大丈夫だと、値上げしても、当然負担に堪

えられるのだと、負担できるのだというような話

だったかと思いますが、そうではないと思うので

すが、実態というのはよく調査されたのかお伺い

いたします。 

 あと、この全体の値上げに関わる所要額という

のは、それぞれどのくらい所要額がかかるのかお

伺いします。 

 さらにお伺いしたいのは、デイサービスは７０

０円という実費負担という形になってきていま

す。この間の介護保険制度の改悪でも、当初は居

室代、食事代も全て別枠ではなかったのですね。

それが国の政策の下で、当然自分たちで食事をし

ているのだから、自分たちで賄えるのは当然だと

いうことで、実費負担を原則に導入して、利用者

の負担を求める形になったのです。そういうこと

が結局利用者の負担を増大させるということで、

これは、町長、全国的にもまだ問題になっている

のですよ。こういうことを考えたときに、２００
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万円、それぞれの所要額の金額、引上げというの

は、行政が賄える金額、吸収できる金額だと思い

ますが、その点も含めて、どのようになっている

のかお伺いいたします。町長でいいですよ。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 行政が従来どおり吸収できる金額ではないのか

という御質問かと思います。その議論も確かにあ

ると思いますが、何より我々も、先ほど課長が説

明させていただきましたとおり、上げ幅、北條議

員の質問の関連で、上げ幅をなるべく抑えている

という実態は御説明させていただきました。そし

て、例えば配食でいえば１００円上がったからど

うなのか、こうなのかというのは、議論があると

ころだと思います。１００円上がってやめる人も

いるし、１００円を苦しく感じる人、重く感じる

人、それぞれですけれども、これにつきまして

も、１００円がどうのこうに言っても結論が出な

いと思いますが、やはり大切なのは、説明させて

いただきましたデイサービスの給食代等、他の

サービスの参考になる価格もございますので、そ

ちらに比べましても、我々も努力して、それより

は栄養士つきの配食でもこれまでのとおり、これ

より、デイサービスよりも抑える検討もして、そ

の結果がこの数字になっていると、ほかのサービ

スについても十分そうなっていると思います。 

 やはり全体といたしまして、サービスを提供し

ているうち、どれだけ利用料として皆さんからお

支払いいただくのかというのは、非常に大きな問

題ではありますが、このサービスを持続可能なも

のにしていくためにも、適正なというのはなかな

か個人の判断にもよりますが、適正な負担を求め

ていかなければならないという原則は変わらない

と思っております。そして、このお示しした数字

が、我々が検討の結果、ほかの皆さん、審議会、

会議の皆さんとも検討した結果、適正な値段がこ

れだということで、御理解をいただければと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ４番米澤議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、なぜ今までというところがあったかと思

うのですけれども、この値上げ時期につきまして

は、これまでずっと介護保険の計画を立てる中で

は、当然審議はさせていただいたところでありま

して、値上げについての協議もこれまでもさせて

いただきました。今回、上げたというところに関

しましては、これまでこの在宅福祉サービスとい

うのは、町独自のサービスでございまして、全額

町負担の事業でございます。この辺というのは、

今までは政策の中で、町の予算の中で飲み込めて

いた部分だったのですけれども、先ほども申し上

げましたとおり、歳出というのがかなり膨らんで

きておりまして、その受益者、その他のサービス

に関しても受益者負担のバランスからいっても、

この辺の値上げはどうしても致し方ないというこ

とでの今回の提案とさせていただいたところでご

ざいます。 

 あと、影響額ですね、金額の御質問もあったか

と思うのですけれども、今回の料金値上げに関し

て、これは令和６年度予算ベースでありますけれ

ども、配食サービスの値上げについて、９３万円

の増収ですね。移送サービスについては約４０万

円。除雪サービスについては約９５万円というこ

とで、今回の利用料改定によって、約２２８万円

ほどの収入増というような数字で試算をしている

ところです。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 全体的な費用額というこ

とで、２２８万円ですかという形の話でありまし

た。この金額でいけば、今まで政策的に行ってき

て、町独自のサービスということで、喜んで利用

されている方がたくさんいらっしゃいます。その

ことを考えたときに、今、何度も言いますが、映

画製作だとかそういったところに、お金を今まで

も使ってきたのですね。成果になるかならないか

分からないようなところにですよ。行政というの

はきっちりとそういうものを整理して、やはりこ

ういったところにこそ、予算を配分して、予算枠

を設けて利用者の負担を軽減するということが、

私は求められると思うのです。財政調整基金だと

か、積立金等がそれぞれの目的に合わせてありま

すが、こういうものを活用しながら、こういった

財源の確保をすれば、十分継続的に従来の延長線

で、値段も確保しながら運営できるはずなので

す。仮に何ぼか上がったとしても、できるはずな

のですね。そういうことを、町長、考えないので

すか。 

 もう一つ伺いたいのは、食事配食サービスで

も、週６日利用した場合、６００円上がるという

ことなのですね。今、いろいろな方々がこの物価

高騰という形の中で節約されています。一つの弁

当を夫婦で、二人で食べるだとかですよ。こうい

う切実な、本当に詰まったような生活をしている

のです。１食分この値上げによって、やはり失わ
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れるのです。こういうところまで本当に追い詰め

られているという現状を、僕は、町長自身見てい

ないのではないかと、妥当だということなのです

から見ていないのだと思うのですが、そういう町

民の苦しさ、大変さをよそに、こういう値上げを

するというのは、絶対容認できるものでありませ

ん。仮に百歩譲ったとしても、五十歩ぐらい譲っ

たとしてもですよ、１０円か５０円くらい上げる

とかですよ、そういう手段もいろいろあったのだ

と思うのですけれども、そういうこともされない

のですよ。一遍に１００円上げる、１,０００円上

げるというのは、あまりにも利用する方の苦痛そ

のものを知らないのではないかと思いますが、町

長、こういった費用負担もできますし、財源あり

ますし、そういうことを可能ではないですか。そ

の実態というのも町長全く分かっていないと思う

のですが、この点にお答えいただきたいです。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、誤解を恐れずに発言させてもらいますけ

れども、映画化は寄附金でやっておりますので、

映画化をやめたらこれに回せるのではないかとい

う誤解は与えるおそれがあるので、あらかじめ否

定させていただいておきます。映画化とは一切関

係ございません。 

 その上で、財源をいろいろ調整できるのではな

いかとあります。ただ、先ほど課長から言われた

数字は値上げによって収入が増える、それだけ増

えるということで、実際の町の支出はそれ以上に

値上げしておりますので、もっと増えるのかな

と。正確な数字は後であれですけれども。それ

と、現場の上げ幅の問題がありますが、上げ幅も

先ほど、これも繰り返しの説明になりますが、タ

クシー代の移送の話になりますと、８割まではと

法律では言われていますけれども、それはやはり

我々でも、負担する側に急だろうと、自制心とい

いますか、そういうものが働いて、やはりこの辺

が妥当だということで、全然考慮していないわけ

ではございません。配食サービスにしても、除雪

にしても、出てきた数字の結果が配慮しているか

どうかというのは、なかなか見えないところはあ

りますが、数字だけですと。この数字に至るまで

は、いろいろなもの、価格等を参考にしながら、

しかもなるべく町民の方の負担を、急激な負担に

ならないように、そして今までどおりサービスを

受けることを続けていけるような額ということ

で、出させていただいた数字でありますので、決

して町民の方を見ていないというわけではなく、

一番大切なのは、先ほども申し上げました、サー

ビスをなるべく利用者の負担を上げないで、しか

も町の財政の支出も、そのバランスを保ちなが

ら、長く続けていけることが一番求められること

なのではないかなということで、この数字に至っ

たわけでありますので、どうぞ御理解を賜りたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか、質疑ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） これをもって質疑を終了

いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております、議案第８号上

富良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正

する条例は、なお十分な審議を要すると思われま

すので、この際、厚生文教常任委員会に付託し、

審議していただきたいと思います。 

 これに、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、厚生文教常任委員会に付託す

ることに決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１１ 議案第９号

上富良野町子ども・子育て会議条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ただいま上程い

ただきました議案第９号上富良野町子ども・子育

て会議条例の一部を改正する条例の提案の要旨に

ついて、御説明させていただきます。 

 子ども・子育て支援法の一部改正により、第７

２条から第７６条が削られ、第７７条が第７２条

に繰り上がるため、当該改正箇所を引用している

本条例に条ずれが生じるため、所要の改正を行う

ものです。 

 以下、議案を朗読いたします。 

 議案第９号上富良野町子ども・子育て会議条例

の一部を改正する条例。 

 上富良野町子ども・子育て会議条例（平成２５

年上富良野町条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条及び第２条第１号中「第７７条」を「第

７２条」に改める。 

 附則。 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第９号上富良野町子ども・子育て会

議条例の一部を改正する条例の説明とさせていた

だきます。 

 御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ３時４７分 休憩 

午後 ４時０２分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩を解いて

会議を再開いたします。 

 ただいま、提案理由の説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第９号上富良野町子ども・子育て

会議条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１０号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１２ 議案第１０

号教育委員会委員の任命についてを議題といたし

ます。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） ただいま上程いただきま

した議案第１０号教育委員会委員の任命につきま

して、提案の理由を御説明させていただきます。 

 現在、教育委員１期目を務めていただいており

ます林憲億氏が、９月末をもって任期満了を迎え

るところでありますが、人格、識見ともに優れた

方であり、これまでの経験をさらに本町の教育行

政に生かしていただきたく、引き続き同氏を教育

委員に任命いたしたく、議会の同意をお願いする

ものであります。 

 以下、議案を朗読して、御提案させていただき

ます。 

 議案第１０号教育委員会委員の任命について。 

 上富良野町教育委員会委員に次の者を任命した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により、議会の同意を求め

る。 

 記。 

 住所、■■■■■■■■■■■■■■■。 

 氏名、林憲億。 

 昭和■■年■月■■日生まれ。 

 以上でございます。 

 御審議賜りまして、御同意賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって提案理由の

説明を終わります。 

 本件は、先例により質疑を省略し、これより討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり選任に同意する方は御起

立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号教育委員会委員の任命に

ついては、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 発議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１３ 発議案第１

号議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ただいま上程いただきま

した発議案第１号議員派遣につきまして、発議案

を朗読し、趣旨説明に代えさせていただきます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を、次のとおり会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 令和６年９月１１日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、米澤義英。 

 賛成者、上富良野町議会議員、小林啓太。上富

良野町議会議員、荒生博一。 

 議員派遣について、次のとおり地方自治法第１

００条第１３項及び会議規則第１２９条の規定に

より、議員を派遣する。 

 記。 

 １、町内行政調査。 
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 （１）目的、町内の公共施設及び財政援助を

行った施設の現況を視察し、今後の議会活動に資

するため。 

 （２）派遣場所、上富良野町内。 

 （３）期間、議決の日以降において、１日以内

とする。 

 （４）派遣議員、全議員１４名。 

 ２、富良野沿線市町村議員研修会。 

 （１）目的、議会議員の資質向上に資するた

め。 

 （２）派遣場所、富良野市。 

 （３）期間、令和６年１０月４日、１日間。 

 （４）派遣議員、全議員１４名。 

 ３、上川町村議会議長会主催の議員研修会。 

 （１）目的、議会議員の資質向上に資するた

め。 

 （２）派遣場所、東神楽町。 

 （３）期間、令和６年１０月２２日、１日間。 

 （４）派遣議員、全議員１４名とします。 

 以上で、発議案第１号議員派遣についての説明

といたしました。 

 御審議いただきまして、御議決いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって趣旨説明を

終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 発議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１４ 発議案第２

号議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいま上程いただき

ました発議案第２号議員派遣につきまして、発議

案を朗読し、趣旨説明に代えさせていただきま

す。 

 発議案第２号議員派遣について。 

 上記議案を、次のとおり会議規則第１４条第３

項の規定により提出します。 

 令和６年９月１１日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、総務産建常任委員会委員長、小林啓

太。 

 議員派遣について、次のとおり地方自治法第１

００条第１３項及び会議規則第１２９条の規定に

より、議員を派遣する。 

 記。 

 １、先進市町村行政視察研修。 

 （１）目的、総務産建常任委員会の資質向上に

資するため。 

 （２）派遣場所、道外。 

 （３）期間、議長が別に定める５日以内。 

 （４）派遣議員、総務産建設常任委員会委員７

名。 

 以上で、発議案第２号議員派遣についての説明

といたします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ４時１１分 休憩 

午後 ４時１７分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、暫時休憩を解

いて会議を再開いたします。 

 若干戻りますが、先ほど議案第１０号の教育委

員会委員の任命についてのところで、同意が求め

られました。 

 ここで個人情報があるということから、今まで

の慣例で、先例でいきますと、氏名は口頭で読み

上げていますが、住所並びに生年月日については

読み上げないことを原則としておりました。よっ

て、今後につきましても、住所、それから生年月

日等については読み上げないということを先例と

していきたいと思いますので、そういうことで、

先ほど林憲億さんの住所と、それから生年月日に

ついては、議事録から削除をしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 なお、もう１点、ただいまの小林委員長からの

発議案なのですが、一応発議は２名でなければと

いうようなことが提案というか疑義がありまし

た。調べてみました結果、委員会の委員長報告や

何かについては、発議者１名でいいということに
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なっておりますので、これについては誤りがない

というようなことで取り扱いたいと思います。 

 そういうことで、ただいま発議案第２号の趣旨

説明を終わりたいと思います。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号議員派遣については、原

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 発議案第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１５ 発議案第３

号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意

見についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいま上程いただき

ました発議案第３号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書についての趣旨を御説明申

し上げます。 

 本件は、令和６年８月２０日に北海道町村議会

議長会外から当該意見書の採択と提出の要望書を

受理し、意見書議決を要請されたことから、議会

運営委員会において、所管である総務産建常任委

員会に付託され、９月３日の委員会で慎重審議し

採択すべきものとして、議会運営委員会・全員協

議会での審議を経て、意見書を提出することに決

定いたしました。 

 それでは、以下、発議案を朗読し、説明といた

します。 

 発議案第３号国土強靱化に資する社会資本整備

等に関する意見について。 

 上記議案を、別記のとおり会議規則第１４条第

２項の規定により提出します。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、小林啓太。 

 賛成者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 次のページを御覧ください。 

 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意

見書。 

 北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、広

大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食を強み

に、我が国の食料供給地域としての役割を担うと

ともに、特有の歴史・文化や気候風土などを有し

ており、これらの独自性や優位性を生かしなが

ら、将来にわたって持続可能な活力ある北海道の

実現を目指している。 

 しかしながら、本道の道路を取り巻く環境は高

規格道路におけるミッシングリンクをはじめ、自

然災害に伴う交通障害、幹線道路や通学路におけ

る交通事故、道路施設の老朽化など、多くの課題

を抱えている。 

 これらの課題を解消し、食や観光に関連する地

域が持つ潜在力を最大限発揮させるために、平常

時、災害時を問わない安定した物流や広域周遊観

光を支える道路ネットワークが必要不可欠であ

る。 

 加えて、積雪寒冷地である本道では、安定した

除排雪体制の確保など、冬期間の住民の安全・安

心を確保することが必要である。 

 そのため、地方財政が依然として厳しく、ま

た、資材価格の高騰や賃金水準の上昇に対応する

中でも、道路整備管理に必要な予算を安定的に確

保することが重要である。 

 よって、国において、本年発生した能登半島地

震や切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震

を踏まえ、高規格道路から市町村道に至る道路網

の整備や老朽化対策など、国土強靱化の取組をよ

り一層推進するため、次の事項について特段の措

置を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 一つ、賃金水準などの上昇も加味した上で、山

積する道路整備の課題に対応していくため、新た

な財源の創設及び必要な予算を確保すること。 

 一つ、防災・減災国土強靱化のための５か年加

速化対策の推進はもとより、その後も切れ目なく

継続的・安定的に取組を進めるため、国土強靱化

実施中期計画を令和６年内に早期に策定し、必要

な予算、財源を別枠で確保すること。 

 一つ、人流・物流の活性化に向けた高規格道路

におけるミッシングリンクの解消や高規格道路と

直轄国道の連携によるダブルネットワークの構

築、暫定２車線区間の４車線化や耐震補強等の機

能強化など、国土強靱化に資する災害に強い道路

ネットワーク整備を推進すること。 

 一つ、国土強靱化の事業計画等に基づく橋梁、

トンネル等の老朽化対策を推進し、予防保全によ
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る道路メンテナンスへ早期に移行するため、維持

管理更新事業に必要な技術的支援の拡充や予算を

長期安定的に確保すること。 

 また、近年の異常気象により積雪寒冷地におい

ては、凍結、融解の繰り返しによる舗装の損傷が

著しいことから、これに対応する制度の創設や財

政支援の充実強化を図ること。 

 一つ、冬期交通における安全性の確保、通学路

などの交通安全対策、無電柱化の推進など、地域

の暮らしや経済活動を支える道路の整備や管理の

充実を図ること。 

 一つ、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のた

め、北海道開発局及び各開発建設部の人員体制の

充実強化を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 令和６年９月１２日。 

 北海道空知郡上富良野町議会、議長、中澤良

隆。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、国土強

靭化担当大臣。 

 以上で、発議案第３号国土強靱化に資する社会

資本整備等に関する意見についての説明といたし

ます。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって趣旨説明を

終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第３号国土強靱化に資する社会

資本整備等に関する意見については、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 発議案第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１６ 発議案第４

号新型コロナウイルス感染症に対する経済的な負

担軽減を求める意見についてを議題といたしま

す。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ただいま上程いただきま

した発議案第４号新型コロナウイルス感染症に対

する経済的な負担軽減を求める意見についての趣

旨を御説明申し上げます。 

 本件は、令和６年８月２２日に日本共産党上富

良野支部から当該意見書の採択と提出の要望書を

受理し、意見書議決を要請されたことから、議会

運営委員会において、所管である厚生文教常任委

員会に付託され、９月２日の委員会で慎重審議し

採択すべきものとして、議会運営委員会・全員協

議会での審議を経て、意見書を提出することに決

定いたしました。 

 それでは、以下、発議案を朗読し、説明といた

します。 

 発議案第４号新型コロナウイルス感染症に対す

る経済的な負担軽減を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第

２項の規定により提出します。 

 令和６年９月１１日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、荒生博一。 

 賛成者、上富良野町議会議員、小林啓太。 

 新型コロナウイルス感染症に対する経済的な負

担軽減を求める意見書。 

 新型コロナウイルス感染症に関して、昨年の５

類移行後も行われてきた抗ウイルス薬や入院費の

自己負担を軽減するなどの支援制度が、令和６年

３月末で終了した。 

 医療の逼迫や医療崩壊を防ぐためには、重症患

者の増大を抑えることが必要である。これまでは

公費負担で無料接種が行われてきたが、経過措置

終了により、抗ウイルス薬は約１万５,０００円か

ら３万円（３割負担の場合）となるため、高額な

自己負担を理由に処方を避ける傾向が見受けられ

る。 

 また、令和６年１０月から始まる新型コロナウ

イルスワクチンの定期接種の対象は、６５歳以上

と６０歳から６５歳の基礎疾患を持つ場合とさ

れ、それ以外の任意接種を希望する場合は全額が

自己負担で、１万５,０００円程度になると言われ

ており、ワクチン接種を希望しても高額のため接

種できない場合が出ることも懸念されている。 

 以上のことから、新型コロナウイルス感染症の

流行による医療逼迫や医療崩壊を防ぎ、必要な医
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療を提供し命と健康を守るために、次の事故につ

いて特段の配慮を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 一つ、新型コロナウイルス治療薬の自己負担へ

の助成を行い、タミフルなどほかの感染でも用い

られるものと同水準とするなど、新たな公費助成

を創設すること。 

 一つ、高齢者や基礎疾患のある人を重症化から

守るためにもワクチン接種は引き続き重要な予防

手段であり、経済的負担から接種を諦めることの

ないよう、全ての接種希望者に対し等しく負担軽

減の制度を創設すること。 

 一つ、新型コロナウイルスワクチンの有効性・

安全性について、新たな知見、エビデンスも含め

速やかに情報提供を行い、また、副反応を疑う症

状が認められた場合については、原因究明に万全

を期すこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 令和６年９月１２日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、厚生労働大臣、財務大臣。 

 以上で、発議案第４号新型コロナウイルス感染

症に対する経済的な負担軽減を求める意見につい

ての説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、趣旨説明

を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから発議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第４号新型コロナウイルス感染

症に対する経済的な負担軽減を求める意見につい

ては、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 閉会中の継続調査 

     申し出について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１７ 閉会中の継

続調査申出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、会議

規則第７５条の規定により、各委員会において、

別紙配付の閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審

議は、全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎町 長 挨 拶 

○議長（中澤良隆君） ここで、町長より発言の

申出がありますので、これを許可します。 

 町長。 

○町長（斉藤 繁君） 第３回定例町議会の閉会

に際し、この４年間のお礼も含めまして、御挨拶

を申し上げたいと思います。 

 本年の末をもって任期を終えるところで、定例

会はあと１回ございますが、選挙期日がその前と

なっていることから甚だ僣越ではございますが、

議長の特段の御配慮に感謝申し上げたいと思いま

す。 

 令和２年１２月末に町長として就任して以来、

この４年間は一朝一夕に過ぎ去ってしまったよう

に感じております。ちょうど第６次総合計画がス

タートして２年目、人口減少、過疎化、少子高齢

化が顕在化し、将来のまちづくりに向けて、町民

が一丸となって進もうという、そういうときに就

任させていただきました。 

 就任当時は、新型コロナウイルスの蔓延、そし

てロシアのウクライナ侵攻等による物価高騰な

ど、まち全体が非常に大変な状況で、今現在もそ

の影響が色濃く残っているように感じておりま

す。 

 そのような中、選挙戦を通じて、町民の皆様方

に公約を申し上げ、その実現を目指して取り組ん

できました。おかげさまで新こどもセンターの竣

工、高校生までの医療費無償化など、実現できた

ものもございますし、人口減少、過疎化、少子化

の顕在化により人材不足、人手不足など新たな課

題となってきたものもあり、行政を取り巻く状況

は刻一刻と変化しているなということを強く実感

しているところです。 
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 そういった転換期でしっかりと歩みを止めず、

まちづくりをしていかなければならないと思って

おります。１２７年間脈々と先人が築いてくれた

この郷土をさらに持続可能なものとして、次の世

代に引き継いでいかなければならないと強く考え

ているところでございます。 

 こういった社会情勢の現状を見るにつけ、引き

続き、私といたしましては理事者としてまちづく

りの先頭に立ち、未来への先鞭をつけていきたい

と強く思っているところであります。そのため

に、引き続き努力をすることを決心させていただ

いたところです。 

 この４年間議員の皆様方には大変御指導、御鞭

撻いただき誠にありがとうございます。議員の皆

様方へ心から感謝を申し上げまして、お礼の御挨

拶とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

○議長（中澤良隆君） これにて、令和６年第３

回上富良野町議会定例会を閉会といたします。 

午後 ４時３７分 閉会  
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